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第８章 方法書についての意見と事業者の見解 

「神戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画」に係る方法書に関する手続きは、会社分割による環

境影響評価手続きの承継が行われる以前に、株式会社神戸製鋼所により実施されていることから、

第８章においては、事業者の名称等は、実施当時の表記とした。 

 

8.1 方法書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

「電気事業法」第 46 条の５の規定により、平成 27 年６月 30 日に経済産業大臣に届け出た「神

戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画 環境影響評価方法書」（以下、「方法書」という。）につ

いての公告･縦覧に関する事項並びに住民等から提出された意見の概要及びこれに対する事業者の

見解は、次のとおりである。 

 

8.1.1 方法書の公告及び縦覧等 

1. 方法書の公告・縦覧 

「環境影響評価法」第７条の規定に基づき、当社は、環境の保全の見地からの意見を求めるた

め、方法書を作成した旨その他事項を公告し、方法書及び要約書を公告の日から起算して１月間

の縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表した。 

 

(1) 公告の日 

平成 27 年７月１日（水） 

 

(2) 公告の方法 

① 日刊新聞紙による公告 

平成 27 年７月１日（水）付けで、以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 

・神戸新聞（朝刊 17 面 全県版） 

・朝日新聞（朝刊 29 面 神戸阪神版） 

・毎日新聞（朝刊 22 面 神戸阪神版） 

・読売新聞（朝刊 32 面 神戸阪神版） 

・産経新聞（朝刊 22 面 神戸阪神版） 

・日本経済新聞（朝刊 39 面 大阪本社版） 

 

② 上記の公告に加え、以下の「お知らせ」を実施した。 

・関係地域の広報誌等への掲載 

a. 神戸市広報紙ＫＯＢＥ ７月号 2015 年（平成 27 年） 

b. 広報あしや 平成 27 年（2015 年）７月１日号 NO.1159 

・自治体（兵庫県、神戸市、芦屋市）及び当社ホームページへの掲載 

 

(3) 縦覧場所 

関係地域の自治体庁舎６か所、当社施設等２か所の計８か所にて縦覧を実施した。 

また、当社ホームページにおいてインターネットの利用により公表した。 
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縦覧場所 所在地 

自治体庁舎 

兵庫県庁環境影響評価室（第３号館 12 階） 神戸市中央区下山手通５丁目 10 番１号 

神戸市役所自然環境共生課（３号館６階） 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市東灘区役所まちづくり課（４階） 神戸市東灘区住吉東町５丁目２番１号 

神戸市灘区役所まちづくり課（４階） 神戸市灘区桜口町４丁目２番１号 

神戸市中央区役所まちづくり推進課（４階） 神戸市中央区雲井通５丁目１番１号 

芦屋市役所環境課（南館地下１階） 芦屋市精道町７番６号 

当社施設等 
神戸製鉄所コミュニティセンター 神戸市灘区浜田町４丁目１番 

ＢＢプラザ神戸 神戸市灘区岩屋中町４丁目２番７号 

 

 

インターネットの利用による公表 

・当社ホームページ上における下記のウェブサイトで方法書及び要約書を公表した。 

http://www.kobelco.co.jp/assessment/kobe/method.html 

・兵庫県、神戸市及び芦屋市のホームページから当社ホームページにリンクすることにより自

治体ホームページから方法書及び要約書を参照可能とした。 

 

(4) 縦覧期間 

縦覧期間は、平成 27 年７月１日（水）から平成 27 年８月３日（月）までとした。 

自治体庁舎については土曜日、日曜日及び祝日は除いた。 

縦覧時間は、各縦覧場所とも９時から 17 時までとした。 

なお、神戸製鉄所コミュニティセンター、ＢＢプラザ神戸及びインターネットの利用による公

表については、平成 27 年７月１日（水）から平成 27 年８月 17 日（月）まで閲覧可能とした。 

 

(5) 縦覧者数 

① 縦覧者名簿記載者数：  33 名 

（内訳） 

・兵庫県庁環境影響評価室（第３号館 12 階）   1 名 

・神戸市役所自然環境共生課（３号館６階）   5 名 

・神戸市東灘区役所まちづくり課（４階）   1 名 

・神戸市灘区役所まちづくり課（４階）   2 名 

・神戸市中央区役所まちづくり推進課（４階）  0 名 

・芦屋市役所環境課（南館地下１階）   2 名 

・神戸製鉄所コミュニティセンター   10 名 

・ＢＢプラザ神戸     12 名 

 

② 方法書及び要約書を公表した当社ウェブサイトへのアクセス数：  1,111 回 

 

2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第７条の２の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を

開催した。 

説明会の開催の公告は、方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 
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開催日時 開催場所 来場者数 

平成27年7月 8日（水） 

 18時30分～20時38分 
灘区民ホール（神戸市灘区岸地通 1 丁目 1-1） 200 名 

平成27年7月11日（土） 

 14時00分～16時15分 
神戸朝日ホール（神戸市中央区浪花町 59） 153 名 

平成27年7月14日（火） 

 18時30分～21時00分 

東灘区民センター（神戸市東灘区住吉東町 5 丁

目 1-16） 
208 名 

平成27年7月17日（金） 

 18時30分～20時46分 
芦屋市民センター（芦屋市業平町 8-24） 123 名 

 

3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第８条第１項の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の

意見書の提出を受け付けた。 

(1) 意見書の提出期間 

平成 27 年７月１日（水）から平成 27 年８月 17 日（月）（縦覧期間及びその後２週間）まで

受け付けた。なお、郵送の受付は当日消印有効とした。 

意見書用紙は、縦覧場所に備え付けるとともに当社ウェブサイトからも入手可能とした。 

 

(2) 意見書の提出方法 

縦覧場所に備え付けの意見用紙などにより、次の方法で意見を受け付けた。 

・縦覧場所に備え付けた意見箱への投函 

・当社への郵送による書面の提出 

 

(3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 39 通（意見の総数：166 件）であった。 

 

8.1.2 意見の概要及び事業者の見解 

「環境影響評価法」第９条及び「電気事業法」第 46 条の６第１項の規定に基づく、方法書につ

いての意見の概要及びこれに対する事業者の見解は、第 8.1.2-1 表のとおりである。 

事業者の見解欄のうち、ゴシック書体で記載した部分は、「環境影響評価法」第９条及び「電気

事業法」第 46 条の６の規定に基づく方法書についての意見の概要の送付及び届出の以降に見直し

又は追加を行った事項を示す。 

なお、意見に対する本見解は、平成 27 年８月 31 日に「電気事業法」第 46 条の６第２項の規定

に基づき経済産業大臣に届け出るとともに、「環境影響評価法」第９条の規定に基づき兵庫県知事

及び関係市町の長に送付したものである。 

 



 

8.1-4 

(370) 

第 8.1.2-1 表(1)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

1. 環境全般 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 縦覧場所を神戸市中央区・灘区・東灘区、芦屋市に
限定し、説明会もその地域に限定しているが、環境汚
染物質はそのような狭い範囲でとどまるものではな
い。10km圏内には、神戸市兵庫区や西宮市も含まれ、
20km圏内には神戸市長田区・須磨区・垂水区・西区・
北区、尼崎市、宝塚市、伊丹市、大阪市までも含まれ
る。20km圏内全ての行政区で環境影響評価方法書縦覧
手続きをやり直すべきである。 

環境影響評価方法書(以下、「方法書」という。)
手続きにおける方法書の縦覧、説明会の開催につい
ては、「環境影響評価法」及び「発電所の設置又は
変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並
びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評
価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに
当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行う
ための手法を選定するための指針並びに環境の保全
のための措置に関する指針等を定める省令」（平成
10 年通商産業省令第 54 号）（以下、「発電所アセ
ス省令」という。）に基づき、対象事業に係る環境
影響を受ける範囲であると認められる地域（関係地
域）において実施いたしました。 

関係地域については、「発電所アセス省令」第 18
条において、「一 対象事業実施区域及びその周囲
一キロメートルの範囲内の地域、二 既に入手してい
る情報によって、一以上の環境要素に係る環境影響
を受けるおそれがあると判断される地域」とされて
おります。 

本計画に関する事業特性と地域特性を踏まえ、計
画段階配慮事項として選定した環境要素の一つであ
る大気質について、大気拡散予測を行った結果、年
平均値の 大着地濃度地点が対象事業実施区域の北
北東方向、約 5.7～6.2km付近（神戸市東灘区内）で
あったこと、また、 大着地濃度の年平均値はバッ
クグラウンド濃度と比較して極めて小さく、将来予
測環境濃度は、環境基準に適合していることから、
大気質への影響は小さいものと評価し、関係地域を
対象事業実施区域である神戸市に加え、神戸市東灘
区に隣接する芦屋市といたしました。 

方法書の縦覧については、「環境影響評価法」第
７条の１において、事業者は、公告の日から起算し
て一月間、方法書及び要約書を関係地域内において
縦覧に供する、とされていることから、本計画にお
いては、当社施設等に加え、兵庫県、神戸市及び芦
屋市の協力を得て、合計８か所で縦覧を実施いたし
ました。 

説明会の開催については、「環境影響評価法」第
７条の２において、方法書の縦覧期間に、関係地域
内で方法書の記載事項を周知するための説明会を開
催しなければならない、とされていることから、説
明会に参加される方の参集の便を考慮し、神戸市３
か所、芦屋市１か所で開催いたしました。 

公聴会については、住民の要請に応じて、条例等
に基づき、環境影響評価準備書(以下、「準備書」と
いう。)手続きにおいて、兵庫県、神戸市が必要性を
判断した上で、開催されることとなっております。 

2 芦屋市で 17 日に行われた説明会で 7 項目の質問を
行いましたが、全てにおいてはぐらかしたり、当を得
ない回答ばかりで、納得できないものでした。 
 西宮市で説明会をしない理由として、「東灘区に
大濃度着地点があり芦屋市にも影響がある可能性があ
るから芦屋市を選定した」とのことでした。 
 言い換えれば「西宮市にも 大では無いが濃度着地
している」「石炭火力発電所や製鉄所の排ガス、大気
汚染物質は 西宮市まで飛んで来ている」と理解でき
ます。 
 そうであれば「西宮市も影響がある可能性がある」
として説明会を行い市民の理解を求める必要がありま
す。 
 準備書手続きでは公聴会が計画されることになって
います。西宮市でも公聴会を行うことを求めます。 

 

3 配慮書への兵庫県・神戸市意見書への事業者の見解
で「住民への充分な説明を行う」と方法書に書いてあ
るが、説明会の開催日・運営・進行に問題があり、住
民への充分な説明とは言えない。 
◇住民説明会の参加者の多くは神鋼関係者と思われ
る。スライドを使って説明したが印刷物を資料として
配布しないし、質問票への回答は、神鋼の主張を一方
的に述べるだけで、不十分な回答に対する質疑応答を
させない。 
◇特に、芦屋市での説明会は、台風が直撃し警報が発

説明会については、「環境影響評価法施行規則」
第３条の３において、「方法書説明会は、できる限
り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して
開催の日時及び場所を定める」とされており、当社
はこれらを考慮して、開催日については、平日の夜
間及び土曜日の昼間に設定し、開催回数については
周辺地域内の住民数や開催場所の収容人数など総合
的に判断して設定いたしました。 

説明会では、方法書に記載した内容をスライドに
し、ナレーションにて説明するとともに、「方法書
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第 8.1.2-1 表(2)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 令され、土砂降りの雨風でJRは運休、私鉄は間引き運
転でダイヤはズタズタ、説明会会場の中に設けられた
避難所に市民が避難する中を強行された。一般市民は
ほとんど参加できなかった。 

段階における説明会開催に関する留意事項」（平成
25 年１月、環境省総合環境政策局環境影響評価課）
において、「要約書を一般にわかりやすいパンフレ
ット形式に整理し、方法書説明会において活用す
る」とされていることから、他社事例も参考に「方
法書のあらまし」を資料として作成、配布いたしま
した。 

質問票による質問の受付については、できる限り
多数の質問にお答えするとともに、質問の内容や意
味を正しく把握し、正確な回答ができる形式と考
え、採用いたしました。 

芦屋市民センターでの説明会については、台風の
影響により、公共交通機関の遅れは発生しておりま
したが、近隣にお住まいの方が来場されることを考
慮し、開催を決定いたしました。 

なお、当日は悪天候ではありましたが、123 名の
方に来場いただきました。 

4 この計画に関して、貴社は説明会を神戸市、芦屋市
の４ヶ所で開催されましたが、その運営のあり方は許
されるものではありません。まず、この説明会に貴社
の従業員を「さくら動員」したのではないかという疑
問がぬぐえませんが、次に説明会参加者に文書質問し
か受け付けない。そしてその質問に対して誰からの質
問も明らかにせず、一方的に回答し、再質問も認めよ
うとしない（再質問する雰囲気をつくらない）。 

これでは、初めから参加者の納得を得る姿勢に欠い
ているといわざるを得ず、説明会を行ったというアリ
バイづくりに他なりません。期待した参加者をバカに
したものであり、貴社の信用にもかかわるものとも思
います。改善し再度やり直すべきです。 

質問票による質問の受付については、できる限り
多数の質問にお答えするとともに、質問の内容や意
味を正しく把握し、正確な回答ができる形式と考
え、採用いたしました。 

各説明会においては、多数の質問を頂き、終了予
定時間を超過する状況でありましたが、全ての質問
に回答いたしました。 

質問者の情報については個人情報保護の観点から
住所（市又は区）のみ公表といたしました。 

なお、当社が特定の従業員に対して参加を依頼す
るような行為は行っておりません。 
 

5 本「方法書」は、行政機関での縦覧および神戸製鋼
所ホームページでの公表が行われているが、著作権の
問題があるとして公表は縦覧期間内のみで、ホームペ
ージからダウンロードも印刷もできない。電力会社や
Jパワーの意見公募ではいずれも可能で、内容をきち
んと検討するためにはごく当たり前の対応である。印
刷もコピーも可能にし、環境影響評価方法書縦覧手続
きをやり直すべきである。 

方法書の縦覧期間については、「環境影響評価
法」第７条の１において、事業者は、公告の日から
起算して一月間、方法書及び要約書を関係地域内に
おいて縦覧に供する、とされていることから、平成
27 年７月１日から平成 27 年８月３日まで実施する
ことに加え、縦覧期間終了後も意見書の提出期間で
ある平成 27 年８月 17 日まで、神戸製鉄所コミュニ
ティセンター、BBプラザ神戸の２か所及び当社ホー
ムページにて方法書及び要約書を閲覧・公開いたし
ました。 
また、縦覧時間は各縦覧場所とも９時から 17 時ま

で（電子縦覧は常時アクセス可能）といたしました。
方法書の貸し出しについては、環境影響評価法等

に規定はなく、縦覧者の要望を受け、当社の判断に
より実施したものであることから、公表しておりま
せん。 

方法書の複製等については、当社以外が作成した
地図等を含むことから、ホームページでの公表にあ
たっては、無断複製等の著作権に関する問題が生じ
ないよう留意する必要があると考え、編集、ダウン
ロード、印刷等が出来ないよう措置をさせていただ
きました。 

また、地図等の省略については、内容に多くの不
備が生じることから、一部を省略して公開すること
は考えておりません。 

なお、ダウンロードや印刷については、他社方法
書手続きの事例においても同様の措置をとられてい
ると認識しております。 

6 環境影響評価法第 8 条の規定に基づき、環境の保全
の見地からの意見を、次の通り提出する。 

住民への情報公開が十分行われておらず、環境影響
評価手続きの前提が崩れているため、 初からやり直
しを求める。 
◇配慮書・方法書のコピーもできない。ホームページ
からのダウンロードも印刷もできない。貸し出しをす
ることさえ公表していない。 

7 印刷ができない事を著作権としているが、みずから
又は外注業者が記載した部分も含め印刷を不可能にし
ている。短時間の閲覧なら、詳細なことを見られない
ことを目指した行為である。神鋼の環境・社会報告書
2015 には「コンプライアンスに基づく公正で健全な企
業活動」としているのに、2006 年に行ったデータ改ざ
ん事件の反省がなく、都合の悪い環境データはできる
だけ、隠しておこうとの姿勢である。国土地理院の地
図が問題なら、その部分をはずしてPDFは簡単に作成
できる。公開すべきである。 
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8 国土地理院の地図も含め印刷可能としている事例は
全国にはある。他の事例を参考にして全部公開すべき
である。 

 

9 情報公開について 
環境アセスメントにおいて公開される方法書などの

資料は、縦覧期間が終了しても閲覧できるようにする
べきである。また、期間中においても、印刷が可能に
するなど利便性を高めるよう求める。 

10 データの信頼性と第三者機関による調査(P.2-1) 
一般的な民間企業であれば法律に則って行う環境ア

セスメントの調査には一定の信頼性が担保されよう。
しかし、神戸製鋼所は過去に意図的な環境データ改ざ
ん事件(※1)を起こしており、社会的信頼性は未だな
い。信頼性を高めるためには、過去にデータを改ざん
した事実、経緯、結果、対応履歴について目的(P.2-1)
に記載して、その反省に立った事業計画の作成を明記
しなければならない。また、神戸製鋼が行う環境アセ
スメントに関わる調査に対しては、子会社や関連・グ
ループ企業に委託せず、中立的な機関に委託しなけれ
ば信頼性はない。しかしながら、方法書に、調査開始
前に委託先企業の役員名簿、資本関係、事業上の関係
性等を公表するなどが明言されていない。環境アセス
メントの制度的対応だけでなく、本調査において第三
者機関や地元環境団体による立会、定期的な立ち入り
調査など、多様な主体の意見を聞く場を作らなければ
ならない。(※1製鉄所における「ばい煙問題」につい
て(2006年6月22日)株式会社神戸製鋼所ホームページ
http://www.kobelco.co.jp/releases/2006/1175990_1
4786.htm1 (2015年8月17日時点) )  

 環境影響評価では、環境に影響を及ぼす事業につ
いて、事前に事業者自らが、その事業が環境に与え
る影響について、調査、予測及び評価を実施し、環
境の保全のための対策を検討するとされています。 

調査、予測及び評価の項目は、大気環境、水環境
など自然的状況から社会的状況まで広範囲にわたっ
ており、専門的な技術を要することなどから、実績
のある専門業者に委託して実施してまいります。委
託先については、準備書に記載いたします。 

なお、環境影響評価手続きでは、国、県及び市に
おいて、学識経験者などから構成される審査会等
で、専門的見地から審議いただくことになってお
り、調査結果等の客観性、信頼性は確保されるもの
と考えております。 
 

委託先については準備書第 13 章に記載しました。

11 本計画によって新たに発電所が建設された後に、CO2

排出量、硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、
粉じん、重金属（水銀など）、光化学オキシダント等
の環境負荷データを毎日 1 時間単位で常時公開し、市
民による当該データへの容易なアクセスを確保する必
要がある。その場合、本計画事業者による工場の環境
データ改ざん事件が 2006 年に明らかになったことを
踏まえ、事業者が公開したデータに不正がないかどう
かを、発電所が稼働する数十年間にわたって第三者が
チェックし続けるための体制をどのように構築し、そ
の運用に責任をもつのかを示すべきである。 

チェックは、環境データをまとめた報告書を外部専
門家が定期的に調査するのみならず、専門家が現場を
視察し報告書のデータと現場の記録の食い違いがない
かを調査するなど、本事業者が過去に故意に不正を行
ったことがあるという事実を踏まえた、万全の体制と
する必要がある。 

神戸市との間で締結している「環境保全協定」に
基づき、神鋼神戸発電所を含めた神戸製鉄所全体の
ばい煙発生施設で連続測定しているばい煙排出濃度
については、常時、神戸市へテレメータ送信してお
り、ご確認いただいております。 

また、「環境保全協定」に基づき、毎年度、神鋼
神戸発電所を含む神戸製鉄所全体のばい煙（発電所
のばい煙中の水銀等重金属濃度を含む）や水質の測
定結果を「環境保全報告書」としてとりまとめ神戸
市に報告しております。報告書の内容については、
神戸市が元データとの照合確認等、内容の検討を行
うこととなっております。更に、毎年数回、行政に
よる立ち入り調査が実施されております。 

情報公開については、当社の地域交流施設である
灘浜サイエンススクエア及び灘浜ガーデンバーデン
に情報公開端末を設置し、神鋼神戸発電所の硫黄酸
化物、窒素酸化物の排出濃度、取放水温度差等のデ
ータをどなたでもリアルタイムでご覧いただけるよ
うにしております。また、月ごとに神鋼神戸発電所
及び神戸製鉄所の環境測定データを取りまとめ、各
月の情報について、下記の当社ホームページで公開
しております。 

http://www.kobelco.co.jp/about_kobelco/csr/in
formation/index.html 

新設する発電所についても、運転開始以降は同様
の対応を行ってまいります。 

12 今後実際の環境測定に着手した場合には、いわゆる
生データ、大気であれば 1 時間値を公開してくださ
い。また、分析のチャートも記録し公開してくださ
い。 

今後実施する調査、予測及び評価は、環境影響評
価業務において実績のある専門業者に委託して適正
に分析、評価を実施いたします。 

現況調査のデータは膨大かつ専門的であることか
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  ら、データの整理、解析を行った上で予測及び評価
を実施し、準備書としてとりまとめ縦覧いたしま
す。 
 

委託先については準備書第 13 章に記載しました。

13 
 

P2-1 の 後に「老朽・・ 新技術の導入を促進す
る」とあるが、生産の設備だけでなく環境対策や、環
境手続きでも 新技術を導入するとのことでしょう
か。 

方法書（P2-1）に記載しておりますが、石炭は安
定供給性や経済性に優れた重要なベースロード電源
の燃料であり、環境負荷を低減しつつ活用していく
エネルギー源であると認識しております。「東京電
力の火力電源入札に関する関係局長級会議取りまと
め」（平成 25 年４月 経済産業省、環境省）におい
て公表された「BAT (Best Available Technology，
利用可能な 良の技術)の参考表」（以下、「BATの
参考表」という。）に則した高効率な発電技術であ
る超々臨界圧(USC)発電設備を導入することで、燃料
使用量や排出ガス量などを低減することに加え、国
内 高レベルの環境対策設備を導入することで、環
境負荷の低減に努めてまいります。 

環境影響評価で用いる手法については、「発電所
に係る環境影響評価の手引」（平成 19 年 1 月改定、
原子力安全・保安院）（以下、「発電所アセスの手
引」という。）に基づき、他の発電所の環境影響評
価において実績があり、信頼性のある審査会等でも
認められている手法を選定しております。 

14 
 

増設 130 万kwだけで環境影響評価手続きを行ってい
るが、既設 140 万kwと合わせると 270 万kwだ。270 万
kwで環境影響評価手続きを行うべきだ。 

煙突が接近して並んだ場合の環境に対する影響につ
いても調査する必要がある。 
 

神鋼神戸発電所については、設置にあたり「発電
所の立地に関する環境影響調査要綱」及び「神戸市
環境影響評価等に関する条例（平成９年、条例第 29
号）」（以下、「神戸市条例」という。）に基づく
環境影響評価手続きを実施した上で、平成 14 年度か
ら平成 18 年度までの５年間（1 号機稼働開始１年目
から２号機運転開始３年目まで）、「神戸市条例」
に基づく事後調査を実施して発電所稼働後の状況を
確認し、環境への影響は少ないものと評価しており
ます。 

今回設置する約 130 万kWの石炭火力発電所につい
ては、「環境影響評価法」及び「電気事業法」に基
づき、環境影響評価手続きを実施しております。 

なお、今後実施する現況調査の結果には、神鋼神
戸発電所稼働による影響が含まれており、調査結果
を踏まえ、予測を実施することで、神鋼神戸発電所
の影響についても適切に評価できるものと考えてお
ります。 

 
神戸製鉄所の製鉄設備及び神戸発電所を含めたば

い煙による影響については、準備書第 12 章の
「12.1.1 大気環境」に記載しました。 

15 P7-38 「二酸化炭素排出係数の調整は関西電力に
委ねる予定」とあるが、事業内容が不明確な段階であ
るのならば、明確になった段階でアセスをすべき。 

 
 
 
 

平成 26 年４月に、経済産業省および環境省が公表
した「東京電力の火力電源入札に関する関係局長級
取りまとめ」において、「環境アセスメントにおけ
る二酸化炭素の取扱い」が明確にされ、「電気事業
分野における実効性ある地球温暖化対策の枠組の下
で二酸化炭素排出削減に取組んでいくこととしてい
る場合には、国の目標・計画との整合性は確保され
ている」ものと整理されました。また、目標達成の
責任主体としては小売段階であることが明記されて
おります。本計画においては、発電のために使用す
る電力を除き全量を関西電力に卸供給する計画で、
二酸化炭素年間排出量約 700 万ｔのうち、発電のた
めに所内で消費する電力を除く送電電力相当分の約 

16 P7-38 「二酸化炭素排出係数の調整は関西電力に
委ねる予定」とあるので、神鋼単独で事業者として説
明責任を果たせないのであれば、関西電力も事業者と
するべきで、神鋼単独では、申請の用件を満たしてい
ない。 
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  660 万ｔについては、関西電力が電力業界の自主的
枠組みに基づいて対策を実施することになります。 

本年７月、国の「長期エネルギー需給見通し」が
公表され、これに基づき、電気事業連合会加盟 10
社、電源開発株式会社（以下、「電源開発」とい
う。）、日本原子力発電株式会社（以下、「日本原
子力発電」という。）および特定規模電気事業者
（以下、「新電力」という。）の有志 23 社が、電力
業界の低炭素社会の実現に向けた新たな自主的枠組
みを構築し、「電気事業における低炭素社会実行計
画」を公表しました。この中で、電力業界の低炭素
社会実行計画目標として、「2030 年度に排出係数
0.37 ㎏- CO2/kWh程度(使用端)を目指す」とされて
おります。 

本計画においては、電力卸供給先である関西電力
を含む電力業界全体で、上記の目標を達成すべく調
整が行われるものと考えております。 

 
温室効果ガス等については、準備書第 12 章の

「12.1.9 温室効果ガス等」に記載しました。 

17 人口が少なければ影響を受ける人も少ないが、人口
密集地が近傍にあるという、石炭火力としては異例の
立地条件であり、（神奈川の磯子はもう少し人口密集
地から離れ、地形的の近傍に 1000 級の山はない）環
境上は慎重な予測が必要である。 

環境影響評価については、「発電所アセス省令」
及び「発電所アセスの手引」に基づき、本計画に関
する事業特性及び地域特性を踏まえ、実施してまい
ります。 

本計画の策定にあたっては、都市部における立地
であると認識しており、また、対象事業実施区域の
北側には六甲山系が広がり、対象事業実施区域の近
傍には住居地域があること等を配慮し、適切な環境
保全措置を講じ、環境影響の低減を図ってまいりま
す。 

今後、調査、予測及び評価を実施し、その結果を
準備書に記載いたします。 

 
調査、予測及び評価の結果については、準備書第

12 章の「12.1 調査の結果の概要並びに予測及び評
価の結果」に、環境保全措置については準備書第 12
章の「12.2 環境の保全のための措置」に記載しま
した。 

18 リスクを考えると、何万人中一人のリスクという言
い方がありますが、半径 10km以内の人口は他の石炭火
力と比べ一番ではないでしょうか。比較をしてくださ
い。同じ濃度であれば被害を生じる人数は影響圏内の
人口に比例します。 

19 公害問題に対して少からず、悪影響を及ぼす危険性
を共なうと思う。 

20 この発電所はいわゆる 6 大都市（東京、横浜、大
阪、京都、神戸、）に新設する石炭火力としては日本
初めて、世界でも類のない事業ではないでしょうか、
人口密集地での石炭火力の新設を選択したのは事業者
ですから、したがって日本一いや世界一の環境対策が
必要と思います。事業者は日本一、世界一どちらを目
指すのでしょうか。 

本計画の策定にあたっては、都市部における立地
であると認識しており、国が定めた「BATの参考表」
に則した高効率な発電技術である超々臨界圧(USC)発
電設備を導入するとともに、国内 高レベルの環境
対策設備を導入することで、周辺地域への環境負荷
を可能な限り低減してまいります。 

なお、日本の環境対策技術は、世界的にみても
高レベルの技術を有していると考えております。 

21 煙突の高さを高くした場合の比較評価を実施する必
要がある。 

 本計画により、硫黄酸化物、窒素酸化物及びばい
じんが排出されること、また、神戸港と六甲山の山
並みが一体となった神戸らしい都市景観の形成を目
指す神戸市内での立地となることから、ばい煙の拡
散状況及び景観に配慮するため、発電設備等の構造
（煙突高さ）について複数案を設定いたしました。 
 煙突高さについては、計画施設供用後の煙突位置
が、神鋼神戸発電所の煙突よりも南側の配置となる
ことから、海側から見た六甲山の山並みへの影響を
考慮し、計画より 30ｍ低くした煙突高さ 120ｍと、
神鋼神戸発電所と同じ煙突高さ 150ｍ、また比較対
象として計画より 30ｍ高くした煙突高さ 180ｍの３
案について、計画段階環境配慮書(以下、「配慮書」
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  という。)において検討を行いました。 
 煙突高さの検討については、複数案を大気質、景
観への影響の両面から、総合的に判断することが重
要と考えております。 
 複数の煙突高さの違いによる大気質への影響を把握
するために実施した予測結果においては、いずれの案
についても、 大着地濃度の年平均値はバックグラウ
ンド濃度と比較して極めて小さい結果となっておりま
す。また、煙突高さによる大気質への影響の違いは、
煙突高さが高いほど極わずかに低くなる結果でありま
したが、その差は軽微となっております。 
 一方、景観の観点からは、神戸港と六甲山の山並
みが一体となった都市景観が特徴の神戸という地域
性を考慮し、煙突高さについて配慮する必要がある
と考えております。 
 眺望景観への影響は、煙突高さ 120ｍ、150ｍ、
180ｍの順に大きくなり、景観面から評価すると煙突
高さ 120ｍが も影響が小さくなりますが、大気質
の面からは、少しでも着地濃度の低減を図ること、
加えて隣接する神鋼神戸発電所との調和についても
考え、総合的に判断した結果、本事業における煙突
高さについては、150ｍが適切であると評価いたしま
した。 
 なお、煙突高さを含む複数案に係る検討結果の詳
細については、方法書(P8-5～6)に記載しておりま
す。 

22 意見内容 
今回の方法書は、本件地域が深刻な大気汚染地域で

多数の大気汚染公害被告者が存在すること、地球温暖
化問題が極めて深刻な状況にあり、石炭火力は二酸化
炭素の多排出源で建設自体が地球温暖化対策に逆行す
ることなどについての認識が、決定的に欠けていると
言わざるを得ない。 

そのことが、評価項目や予測・評価方法などが不十
分なこと、自治体の対策などとの整合性についての検
討がなされていないことの要因であり、本方法書は欠
陥方法書と言わざるをえない。撤回して、再検討され
るべきである。 
 
意見の理由 
１ 今回の１３０万ｋＷにのぼる石炭火力発電所が計

画されている地域（建設予定地の２０ｋｍ圏内。以
下、「本件地域」という）には、公害健康被害補償法
の大気汚染公害指定地域が多数存在し、いまも多くの
大気汚染被害者が存在している地域である。 

大気汚染の状況も、今回の環境影響評価方法書で
も、本件地域の二酸化窒素は平成２５年の測定値が環
境基準の１時間値の１日平均値の下限値（０．０４ｐ
ｐｍ）を超えている測定局が少なからずあり、浮遊粒
子状物質も一般局の３０局中１局が、自排局も１８局
中１局が長期的評価に適合しておらず、一般局の３０
局中１局が、自排局も１８局中４局が短期的評価に適
合していないとされ、ＰＭ２．５に至っては一般局の
有効測定日数局１３局のうち７局が、自排局の有効測
定局１３局全部で長期基準に適合しておらず、一般局
の有効測定日数局１３局のうち１２局が、自排局の有
効測定日数局１３局全部で短期基準に適合していない
とされている。さらに、光化学オキシダントも全ての
測定局で環境基準の評価に適合していない。すなわ 

本計画においては、都市部における立地であるこ
と、また、石炭は環境負荷を低減しつつ活用してい
くエネルギー源であることを認識し、国が定めた
「BATの参考表」に則した高効率な発電技術である
超々臨界圧(USC)発電設備を導入するとともに国内
高レベルの環境対策設備を導入することで、周辺地
域への環境負荷を可能な限り低減してまいります。 

また、環境影響評価の実施にあたっては、「発電
所アセス省令」及び「発電所アセスの手引」に基づ
き、本計画に関する事業特性及び地域特性を踏ま
え、環境影響評価項目並びに調査、予測及び評価の
方法を選定するとともに、適切に調査、予測及び評
価を実施し、準備書に記載いたします。 

 
以下、意見の理由として記載されている内容に対

する見解を記載いたします。 
PM2.5 及び光化学オキシダントについては、その

生成メカニズムが十分解明されておらず、精度の高
い予測手法が確立されていないため環境影響評価項
目に選定しておりません。PM2.5 については、今
後、国の動向を注視し、 新の知見を収集するなど
実態の把握を進め、精度の高い予測手法が確立され
た際には、環境影響評価の実施について検討してま
いります。 
施設の稼働に伴う排出ガスについては、国内 高レ

ベルのばい煙処理施設を導入することで、PM2.5 及び
光化学オキシダントの原因物質となる硫黄酸化物、窒
素酸化物、ばいじんの濃度及び排出量を可能な限り低
減いたします。配慮書に記載の予測結果では、排ガス
による大気質への影響については、 大着地濃度の年
平均値はバックグラウンド濃度と比較して極めて小さ
く、その寄与率は、二酸化硫黄 1.9％、二酸化窒素
0.6％、浮遊粒子状物質 0.1％であり、排出ガスによ 
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第 8.1.2-1 表(7)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 ち、本件地域はいまも明らかに深刻な大気汚染地域で
あることが認識されるべきである。 

今回の石炭火力発電所が建設されれば、評価項目と
なっている硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物
質、石炭粉じん、粉じん等、重金属等だけでなく、近
時大きな問題となっているＰＭ２．５は確実に増加す
るのである。 

また、地球温暖化問題は世界政治の重要な課題とな
っており、世界的に二酸化炭素排出量（ＣＯ２）排出
量が多い石炭火力は漸減方向にあり、日本は、この
間、石炭火力発電所を増設してきた特異な国である。
京都議定書の議長国でありながら、石炭火力を増設し
てきたことにより、国内でのＣＯ２排出量を削減でき
なかったことを思い起こすべきである。今回採用する
とされる「超々臨界圧再熱式貫流型」のボイラーであ
っても、他の石油やＬＮＧ火力に比べてＣＯ２排出量
は格段に大きく、明らかに地球温暖化対策に逆行す
る。 

ところが、「石炭火力発電所とした経過」では、今
回の石炭火力計画は、「関西電力が、火力発電所の高
経年化への対応及び燃料費の削減による経済性の観点
から、・・・出力１５０万ｋＷ分の火力電源を入札に
より募集」したので、神戸製鋼は「競争力の観点から
事実上、石炭火力が対象となる」、「操業ノウハウを
活用することで、安価な電力を安定して供給すること
が可能」と考えたので応札したとされ、大気汚染公害
や地球温暖化問題などの環境問題を考慮した形跡がな
い。 

神戸製鋼は西淀川大気汚染公害裁判において被告企
業とされ、１９９２年３月に裁判上の和解をした際に
は、関西電力などと一緒に、「現在では環境問題は地
球環境問題という昭和３０年代、４０年代とは違った
意味で重大な関心を集めております。被告企業もその
ような視野のもとに、従来にもまして、周辺住民の
方々へご迷惑にならないよう環境対策に 大限の努力
をしてまいるとともに、公害環境対策の内容につい
て、皆様のご理解を賜るよう、より一層努力する所存
でございます」と公害被害者に謝罪をした。もし、今
回のような大気汚染設備を建設するのであれば、現状
の非悪化を原則として、大気汚染物質やＣＯ２をこれ
以上増やさないような、対策（他の神戸製鋼の施設で
の削減対策など）が講じられるべきである。 

神戸製鋼は、西淀川公害裁判の和解後、１４０万ｋ
Ｗの石炭火力発電所を建設し、今回、これに加えて１
３０万ｋＷの石炭火力発電所を建設しようとするもの
で、現状の非悪化を原則として、万全の公害・環境対
策を施されることなしには、建設は許されないことが
認識されるべきである。 
 
２ 評価項目について 

環境影響評価の項目については、「発電所アセス省
令（平成１０年、経産省令第５４号）」も基づいて選
定したとされる。 

大気質に関しては、硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊
粒子状物質、石炭粉じん、粉じん等、重金属等の微量
物質とされ、「環境への負荷の量の程度により予測及
び評価されるべき環境要素」として温室効果ガス等
（二酸化炭素）があげられている。 

しかし、平成２１年９月に環境基準が設定されたＰ

るPM2.5、光化学オキシダントの環境濃度への影響は
小さいものと考えております。 

施設の稼働に伴う水銀などの重金属等について
は、国が定める優先取組物質のうち、石炭に含まれ
る微量物質で排煙として排出される可能性のある、
ヒ素及びその化合物(As)、ベリリウム及びその化合
物(Be)、クロム及びその化合物(Cr)、水銀及びその
化合物(Hg)、マンガン及びその化合物(Mn)、ニッケ
ル化合物(Ni)の６物質について、調査、予測及び評
価を実施する計画としております。 

温室効果ガス等については、「発電所アセスの手
引」に基づき、施設の稼働に伴い発生する二酸化炭
素の排出量のみを対象としました。予測及び評価の
手法としては、同じく「発電所アセスの手引」に基
づき、発電電力量あたりの二酸化炭素排出量(以下、
「二酸化炭素排出係数」という。)及び年間総排出量
を燃料使用量、燃料成分から算出し、実行可能な範
囲で回避又は低減されているか、環境保全に対する
配慮が適正になされているか、また、「東京電力の
火力電源入札に関する関係局長級会議取りまとめ」
との整合性が図られているかを検討してまいりま
す。 

 
自治体の対策等との整合性に関しては、対象事業

実施区域である神戸製鉄所並びに神鋼神戸発電所
は、従来より地元自治体である兵庫県の立会のも
と、神戸市と「環境保全協定」を締結しており、こ
の協定を遵守した計画として検討していること、環
境影響評価手続きの各段階で兵庫県及び神戸市に審
査いただくこととしていることから、整合性は確保
されるものと考えております。 

 
施設の稼働に伴う重金属等の微量物質の調査、予

測及び評価の結果については、準備書第 12 章の
「12.1.1 大気環境 1.大気質」に、温室効果ガス等
については、準備書第 12 章の「12.1.9 温室効果ガ
ス等」に記載しました。 
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第 8.1.2-1 表(8)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 Ｍ２．５については、大気環境の状況にはあげられて
いるが、評価項目とされていないことは重大な問題で
ある。前述のとおり、本件地域のＰＭ２．５汚染は、
環境基準の長期基準では一般局の有効測定日数局１３
局のうち７局が、自排局の有効測定局１３局全部で適
合しておらず、短期基準では一般局の有効測定日数局
１３局のうち１２局が、自排局の有効測定日数局全部
で適合していないのである。 
ＰＭ２．５についても評価項目とし、その排出量や

削減対策について検討されるべきである。 
また、ＣＯ２については、施設の稼働による排ガスの
みを検討対象としているが、燃料などの運搬・搬入や
発電所の建設、運用、廃棄等によっても、ＣＯ２が排
出されることは明らかであり、こうした要因からのＣ
Ｏ２排出も検討対象とされるべきである。 

 
３ 予測・評価の手法について 

環境影響評価方法書は、環境評価を行うために必要
な事項を記載するものとされ、その中には「予測・評
価の手法」も含まれている。 

環境評価の「予測・評価の手法」には、評価の対象
とされる項目についての現況だけでなく、防止対策の
内容、その効果が含まれ、また評価の手法にはその地
域における自治体などの計画との整合性の検討が含ま
れるべきである。 

ところが、「ばい煙に関する事項」では、硫黄酸化
物、窒素酸化物、ばいじんについて、排出濃度と排出
量が示され、環境保全措置については、脱硫装置、脱
硝装置や集じん装置を設置して、「濃度及び排出量を
可能な限り低減する」とされ、「エネルギー基本計画
での位置づけ」では、「国内 高レベルのばい煙処理
施設を導入する」とされているが、具体的にどのよう
な装置が設置されるのか、またその効果などについて
の記載は無い。これでは、方法書の「予測・評価の手
法」について検討しようがない。 

また、ＰＭ２．５については、排出濃度や排出量な
どの記載もなく、その低減対策についてもまったく記
載がない。 

具体的な「ばい煙処理施設」やその低減効果、他の
ばい煙処理施設との比較や、導入するばい煙処理施設
を選定した理由なども記述されるべきである。また、
使用する石炭の種類によっても排出量は異なるはずで
あり、使用する石炭の種類ごとの予測・評価も記述す
べきである。 
さらに、ＣＯ２については、「石炭を使用する 新鋭

の技術である超々臨界圧(USC)発電設備を導入し、発電
電力量当たりのＣＯ２排出量を低減する」とし、現時点
で想定される発電電力量当たりのＣＯ２排出量は「約
０．７７ｋｇ―ＣＯ２／ｋＷｈ、ＣＯ２総排出量は約７
００万ｔ―ＣＯ２／年」とされている。導入するとされ
る超々臨界圧(USC)発電設備やその低減効果についても
記載がない。導入するとされる超々臨界圧(USC)発電設
備やその低減効果、さらに既設の石炭火力に導入され
ている臨界圧発電設備の内容やその効果についても明
らかにすべきである。さらに、他のＬＮＧ火力や石油
火力、再生可能エネルギー発電におけるＣＯ２排出量と
比較して、何故、石炭火力を選択したのかについても
明らかにすべきである。 

また、水銀を始め重金属についても、予測・評価を
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第 8.1.2-1 表(9)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 すべきである。とりわけ、水銀については、平成２５
年１０月に水俣病の発生地である熊本県で合意された
ことを踏まえ、法改正を待つことなく、予測・評価を
行い、対策が検討されるべきである。 
 
４ 自治体との協定及び自治体の計画との整合性につ
いて 

神戸市長の配慮書への意見書では、「既設の発電
所、製鉄所及び本計画の発電所を合わせた大気汚染物
質の総排出量等については、少なくとも本市と締結し
ている環境保全協定の協定値を上回ることがないよ
う、環境保全対策に万全を期されたい」としている。

神戸市との環境保全協定では、発電所と製鉄所が協
定対象となっているのであり、本方法書でも、既設の
発電所と製鉄所を合計した排出量や対策の内容が記載
されるべきである。また、既設の発電所、製鉄所及び
本計画の発電所を合わせた大気汚染物質の総排出量
が、神戸市との環境保全協定の協定値を上回ることが
ないかどうかも記述されるべきである。 

神戸市の２０１２年度のＣＯ２排出量は１１８９万
ｔで既設の神戸製鋼の石炭火力が少なくともその６割
近くを占めていると思われる。神戸市の２０１２年度
ＣＯ２排出量は１９９０年比で７．２％増であり、２
０１１年２月に策定された「神戸市地球温暖化防止実
行計画」の目標年度である２０２０年度の目標排出量
（８３０万ｔ）を達成するためには、あと３５８万ｔ
の削減が必要な状況にある。そこに、今回の石炭火力
で年間７００万ｔのＣＯ２排出量が加算されることに
なる。この神戸市の「神戸市地球温暖化防止実行計
画」との整合性についても予測・評価がなされるべき
である。 

また、兵庫県も平成２６年３月に策定した「第４次
兵庫県環境基本計画」で、「平成３２年度の圏内温室
効果ガス排出量を２００５年度（平成１７年度）比で
６％削減する」としており、この兵庫県の環境基本計
画との整合性についても予測・評価がなされるべきで
ある。 

 

23 方法書の抜本的見直し 
方法書には不備、不作為、未検討、未熟と判断され

るものが 10 項目 14 事項もある。本方法書は、環境だ
けでなく社会全体に甚大かつ不可逆的な変化を及ぼす
施設のアセスメントであるにもかかわらず、不適格と
言わざるをえない。よって、1 年から数年延期し、抜
本的な見直しを求める。これでは、公害・健康被害
者、近隣住民、神戸市民、兵庫県民、近隣市町村民は
誰一人として不安の解消や納得はできない。       

本計画においては、「環境影響評価法」及び「発
電所アセス省令」に基づき、本計画に関する事業特
性及び地域特性を踏まえ、環境影響評価項目並びに
調査、予測の方法を選定するとともに、適切に調
査、予測及び評価を実施し、環境保全措置の検討を
行ってまいります。 

今後、環境影響評価の各段階で国、県及び市にご
審議いただいてまいります。また、発電所稼働後に
は、「神戸市条例」に基づき事後調査を実施する計
画としております。 

 
調査、予測及び評価の結果については、準備書第

12 章の「12.1 調査の結果の概要並びに予測及び評
価の結果」に、環境保全措置については準備書第 12
章の「12.2 環境の保全のための措置」に記載しま
した。 

24 １．温室効果ガスの排出について  
神戸製鉄所火力発電所(仮称)設置計画では、稼働に

より年間 770 万t-CO2 の排出が予想されています。
「神戸市CO2 レポート 2014」によれば、神戸市におけ
る 2014 年度のCO2 排出量は約 1,190 万t-CO2 であり、
発電所の稼働により現在の神戸市全体のCO2排出量の 6 

本計画において、現時点での二酸化炭素排出係数
は、約 0.77 ㎏-CO2／kWh、本排出係数による二酸化
炭素総排出量は、約 700 万ｔ- CO2／年と想定して
おります。 

本計画の電力は、発電のため所内で消費する電力
を除き全量を関西電力へ卸供給いたします。二酸化 
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第 8.1.2-1 表(10)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 割以上が追加的に排出されることになります。 
2011 年度以降、神戸市域でも電気使用に伴うCO2排出

量は増加しており、CO2 排出削減の努力が一層求めら
れる状況と言えます。しかし、方法書では「 新鋭の
発電設備の導入により、発電電力量当たりの二酸化炭
素排出量を低減させる」旨(p.35)が述べられているだ
けで、CO2 排出総量を低減させる方策の可能性につい
ては何ら述べられていません。地球温暖化対策におい
て重要なことは、温室効果ガス排出総量の抑制です。
折しも山口県宇部市での石炭火力発電所新設計画につ
いて、環境省は国のCO2 排出削減計画達成の観点から
「是認しがたい」との意見書を提出しています。石炭
火力発電所の新設に際して、発生源に置けるCO2 排出
削減が社会的に強く求められています。CO2 排出削減
は関西電力が行うという、他の民間企業に責任を転嫁
する対応は許されるものではありません。仮にそれが
許されるとしても、関西電力から具体的なCO2 排出削
減策が提示されない状況では、環境影響評価法第一条
にある「事業に係る環境の保全について適正な配慮が
なされることを確保」するという目的は達成されませ
ん。 

神戸市ひいては全国の市民、事業者がどれだけCO2
排出削減の努力をしても、この発電所の稼働によりそ
の努力は無駄となってしまいます。このような事態
を、神戸市長および兵庫県知事が看過するならば、今
後の地球温暖化対策推進において大きな支障が出ると
考えられます。 
CO2 排出総量を抑制するための事業計画変更やカーボ
ン・オフセットなどの具体的方策を講じるよう、市長
意見および知事意見として強く求めていただきたいと
思います。 
 
２．大気環境への影響について 

周辺地域では、微小粒子状物質(PM2.5)が環境基準
に適合していない測定地点が多くあります。国による
PM2.5 排出規制が未導入とはいえ、PM2.5 による呼吸
器系、循環器系疾患のリスク上昇が認められていま
す。大規模石炭火力発電所によるPM2.5 濃度の上昇は
諸外国でも問題となっており、この発電所建設による
周辺住民への健康影響は強く懸念されるところです。
今後、数十年にわたる稼働によって排出され続ける大
気汚染物質により、住民の健康を脅かすような事業計
画を認めるべきではありません。今後導入が検討され
ているPM2.5 排出規制を見越した抑制策が必要です。
PM2.5 排出量について環境影響評価項目に含むよう、
立地周辺地域住民の生命と健康を預かる市長および知
事の意見として強く求めていただきたいと思います。
 
３．水環境への影響について 

冷却水の取放水の温度差は「7℃以下」とあります
が、閉鎖性水域における 7℃の温度差は、海域環境お
よび海生生物への大きな影響が予想されます。しか
し、方法書では連続水温調査点は 1 地点しか設定され
ていません。1 地点だけのデータで周辺海域の水温変
化が予測できるとは到底考えられず、高温水の排出に
よる環境影響は、この方法書では評価することができ
ません。市長意見および知事意見として、連続水温調
査点を大幅に増やし、その地点と地点数設定の科学的
根拠を示すよう強く求めていただきたいと思います。

炭素排出量約 700 万ｔのうち、発電のために所内で
消費する電力に相当する約 40 万 t が当社の二酸化炭
素排出量として神戸市の二酸化炭素排出量に含まれ
ます。送電電力に相当する約 660 万ｔの二酸化炭素
排出量については、卸供給先である関西電力の電力
使用先の排出量となることから、発電に伴って発生
する二酸化炭素排出量全量が神戸市の排出量となる
わけではありません。現在稼働中の神鋼神戸発電所
の二酸化炭素排出量についても同様に取り扱われて
おります。 

平成 26 年４月に閣議決定された国の「エネルギー
基本計画」では、石炭は「安定供給性や経済性に優
れた重要なベースロード電源の燃料」と位置づけら
れ、「環境負荷を低減しつつ活用していくエネルギ
ー源」とされております。 

また、平成 27 年７月に決定された国の「長期エネ
ルギー需給見通し」では、「安全性、安定供給、経
済効率性及び環境適合を同時達成するためには、バ
ランスの取れた電源構成とする必要がある」とされ
ております。石炭は、安定供給性、経済性に優れ、
価格についても他の燃料と比較して安価で安定して
推移しており、石炭火力はベースロード電源として
2030 年度の電源構成の 26％程度を担うと位置づけら
れております。 

上記の「長期エネルギー需給見通し」に基づき、
本年末に予定されている COP21 を見据えて 2020 年以
降の温室効果ガス削減に向けた「日本の約束草案」
が作成され、「2030 年度に 2013 年度比▲26.0％の
水準にする」との目標が設定されました。 

これを受け、電力業界は温室効果ガスの削減に向
け、本年７月に電気事業連合会加盟 10 社、電源開
発、日本原子力発電および新電力の有志 23 社が、電
力業界の低炭素社会の実現に向けた新たな自主的枠
組みを構築し、「電気事業における低炭素社会実行
計画」を公表しました。この中で、電力業界の低炭
素化の目標として、「2030 年度に排出係数 0.37 ㎏-
CO2/kWh 程度(使用端)を目指す」とされており、こ
れは電力由来のエネルギー起源二酸化炭素排出量に
して、2013 年度比▲35％程度に相当し、火力電源に
ついては、今後、高経年化が進む中で、火力電源の
高効率化が求められていくものと考えられます。 

また、自主的枠組みの中で「目標達成に向けた実
効性ある仕組みを充実できるよう、今後も引き続き
参加事業者の中で協議を進めていく。」とされてお
ります。 

 
PM2.5 については、精度の高い予測手法が確立さ

れていないため環境影響評価項目に選定しておりま
せん。 

今後、国の動向を注視し、 新の知見を収集する
など実態の把握を進め、精度の高い予測手法が確立
された際には、環境影響評価の実施について検討し
てまいります。 

施設の稼働に伴う排出ガスについては、国内 高
レベルのばい煙処理施設を導入する計画とし、PM2.5
の原因物質となる硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじ
んの濃度及び排出量を可能な限り低減いたします。
配慮書記載の予測結果では、排ガスによる大気質へ
の影響については、 大着地濃度の年平均値はバッ 
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第 8.1.2-1 表(11)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 

以上の点から、この環境影響評価方法書には不備があ
るため、発電所建設による重大な環境影響を適切に評
価し、環境を保全する対策を講じることができませ
ん。さらに、これらの問題点(特に１.と２.) はいず
れも、計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見にお
いて指摘されていたにもかかわらず、方法書において
十分な対応がなされていない点です。 

したがって、この火力発電所建設計画についての環
境配慮書、および方法書が示す調査項目・方法の重大
な瑕疵に対して、根本的な修正を求めます。 

クグラウンド濃度と比較して極めて小さく、その寄
与率は、二酸化硫黄 1.9％、二酸化窒素 0.6％、浮遊
粒子状物質 0.1％であり、排出ガスによる PM2.5 の
環境濃度への影響は小さいものと考えています。 

 
海域及び海生生物への影響については、今後、調

査、予測及び評価を実施し、その結果を準備書に記
載いたします。 

定点水温連続測定の調査地点については、「発電
所アセスの手引」において、「調査地点は原則とし
て取放水口前面海域の１点とし、測定深度は表層、
中層及び下層とする。」とされていることから、周
辺海域の１地点において設定しております。 

なお、取放水口前面海域を含む周辺海域の 52 地点
において、水温の水平及び鉛直分布調査を実施する
計画としております。 

今後、環境影響評価の各段階で国、県及び市にご
審議いただいてまいります。また、発電所稼働後に
は、「神戸市条例」に基づき事後調査を実施する計
画としております。 

 
調査、予測及び評価の結果については、準備書第

12 章の「12.1 調査の結果の概要並びに予測及び評
価の結果」に、環境保全措置については準備書第 12
章の「12.2 環境の保全のための措置」に記載しま
した。 

25 ■環境保全協定 
 神戸市長は配慮書への意見書で、「既設の発電所、
製鉄所及び本計画の発電所を合わせた大気汚染物質の
総排出量等については、少なくとも本市と締結してい
る環境保全協定の協定値を上回ることのないよう、環
境保全対策に万全を帰されたい」と述べているが、現
行協定値は立地条件を反映していない。協定値を見直
した上で再評価するべき。 
 「神戸市と締結している環境保全協定の値を上回ら
ない」（経産大臣意見）の言う「協定値」は、既設発
電所と製鉄所を合わせた排出量となっており、高炉停
止後は排出量が協定値を下回るのは当然で、現行協定
値での評価には意味がない。既設発電所の排出削減を
含めて総量をどうやって減らすかの視点に欠ける。発
電所の新増設より協定値の見直しこそ 優先の課題で
ある。 

神鋼神戸発電所の設置にあたっては、当時の国内
高レベルのばい煙処理施設を導入し、排ガス中の

硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんの濃度及び排出
量を可能な限り低減するとともに、神戸製鉄所の焼
結工場廃止や、加熱炉等の燃料を重油から都市ガス
へ転換を行いました。 

これらの環境保全措置を前提に、環境影響評価を
実施いたしました。 

「環境保全協定」は、環境影響評価の結果及び関
係行政における審査結果を踏まえ、神戸市と当社が
その内容について協議し、締結いたしました。 

その結果、神戸製鉄所全体からの硫黄酸化物、窒
素酸化物、ばいじんに関する年間総排出量の協定値
については、都市部に隣接した立地であることか
ら、当時の神戸製鉄所のばい煙排出量の実績を踏ま
えた非常に厳しい値となっております。 

神鋼神戸発電所においては、運転開始以来、環境
影響評価書で記載した排出濃度より低い濃度で操業
を続けることでこの協定値を遵守してまいりまし
た。 

神鋼神戸発電所の「神戸市条例」に基づく事後調
査では、大気質に関し、発電所の稼働前後で神戸製
鉄所周辺の硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物
質の環境濃度の変化は見られず発電所稼働による影
響は極めて少ないものと考えております。 

従って、「環境保全協定」で取り決められている
ばい煙の年間総排出量の協定値は、適切と考えてお
ります。 
なお、本計画においては、施設の稼働に伴う排ガス

による影響低減を図るため、国内 高レベルのばい煙
処理施設を導入し、排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化
物、ばいじんの濃度及び排出量を可能な限り低減いた
します。加えて、本計画に先立って実施する当社の鋼
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材事業の構造改革に伴う神戸製鉄所上工程の加古川製
鉄所への集約により既設製鉄設備の一部を休止いたし
ます。これらにより、新設発電所稼働後もばい煙の年
間総排出量の協定値を遵守してまいります。 

26 
 

積極的環境回復措置 
神戸製鋼所は環境データ改ざん事件以降、2006 年

10 月に神戸市と環境保全協定を改訂し、締結している
(※2) 。この中で、公害防止対策以外の環境保全活動
を自主的に行うことが定められている(第 3 条 責
務)。さらに、緑化や環境の美化(第 14 条)、調査・研
究(第 15 条)を掲げており、環境アセスメントとミテ
ィゲーション 5 原則の趣旨と照らし合わせれば、本事
業によって生じる環境への影響を回復、軽減、代償す
るために海域等において積極的に環境回復を講じるこ
とが求められる。方法書では、これを試行できるよう
に必要な事前調査や項目などを立てるべきである。 
(※2 環境保全協定の改訂について (2006 年 10 月 20
日)株式会社神戸製鋼所、 

http://www.kobelco.co.jp/releases/2006/1177159
_14786.html (2015 年 8 月 17 日時点) ) 

神戸製鉄所では、神戸市と締結している「環境保
全協定」に基づき、事務事業にかかわる活動として
省エネルギー・節水や低公害車の導入等、製造及び
物流に係る活動として省エネルギー・省資源等に資
する生産技術の採用や製品の梱包及び物流の合理化
等、その他の活動として環境にやさしい技術や製品
の開発、従業員への教育や地域社会の環境保全活動
への参画等など、に取り組んでおります。 

本計画における環境保全対策としては、国が定め
た「BATの参考表」に則した高効率な発電技術である
超々臨界圧(USC)発電設備を導入することで、石炭使
用量や排出ガス量の低減を図ることに加え、国内
高レベルの環境対策設備を導入することで、法や条
例による規制基準を上回る環境対策を実施いたしま
す。 

環境影響評価の実施にあたっては、「発電所アセ
ス省令」及び「発電所アセスの手引」に基づき、本
計画に関する事業特性及び地域特性を踏まえ、環境
影響評価項目及び、調査、予測の方法を選定すると
ともに、周辺地域の現在の環境を的確に把握したう
えで予測評価を実施し、環境影響評価の各段階で
国、県及び市にご審議いただいてまいります。 

また、発電所稼働後には、「神戸市条例」に基づ
き事後調査を実施する計画としております。 

27 配慮書への兵庫県・神戸市意見書への事業者の見解
で「環境保全協定を守る」と方法書に書いてあるが、
環境保全協定違反をしているのに信用できない。 

平成 18 年に改訂した環境保全協定は、神戸製鋼所
の環境保全協定違反事件を契機に、「環境管理体制整
備等の強化、情報公開等の強化、地域組織への説明等
の新設、違背時の対応の強化、その他」を盛り込んで
改訂された。 

情報公開等の強化で神戸製鉄所と加古川製鉄所の環
境データをホームページで公開、24 時間電話対応を行
っていたが、昨年 8 月以降今年の 5 月頃までできない
状態になっていた。現在は、検索窓に入力して検索す
ると閲覧できるが、トップページからリンクをたどっ
て閲覧できない。現在も実質上協定違反状態といえ
る。 

神戸製鉄所に係る環境データの公開については、
平成 18 年の「環境保全協定」の改定時に、連続測定
を行うばい煙の排出濃度等を灘浜ガーデンバーデン
及び灘浜サイエンススクエアの入口に設置したモニ
ターにて情報公開することに加え、ホームページに
よる公開、環境保全報告書の縦覧、問い合わせ窓口
の設置、地元地域組織への説明会の実施による「情
報公開等の強化」を図り、運用しております。 

ホームページによる公開については、月ごとに神
戸製鉄所の環境データを取り纏め、公表しておりま
す。新たに各事業所の環境データをホームページに
掲載する際には、インターネット上で閲覧が可能で
あることを確認しておりますが、2014 年度８月から
2015 年度５月において、該当ページが閲覧不能にな
った事実は把握しておりません。 

なお、ホームページについては、平成 27 年１月
30 日に改訂を行いましたが、現在は、「当社トップ
ページ→企業情報「CSR」→環境経営→製鉄所環境関
連情報」から環境データをご覧いただけます。 

なお、電話対応については、環境に関するお問い
合わせ窓口として、「環境フリーダイヤル｣を開設
（24 時間対応）しております。 

28 公害を起こした被告企業との認識と公表(P.2-1) 
神戸製鋼は、過去に製鉄所等から出される大気汚染

物質をめぐり大気汚染裁判で被告となり、結果、大気
汚染被害者に謝罪し、和解した企業である。謝って和
解すれば以後は何をやってもよいということではな
い。むしろ、この謝罪と和解によって、二度と公害や
環境破壊を発生させないと誓ったことこそが重要であ
る。にもかかわらず、平成 18 年に環境データの改ざ
ん事件を起こしている。今回の新たな火力発電所の建

当社の西淀川公害訴訟の和解における基本認識
は、平成７年３月２日の「発言内容」で表明したも
のと何ら変わるものではなく、むしろ、この時に表
明した内容を改めて深く認識したうえで、今回の建
設にあたって周辺住民の皆様にご迷惑をかけること
のないよう配慮に努めてまいりたいと考えておりま
す。こうした精神は、「目的」には直接記載してお
りませんが、事業計画検討にあたり、十分に認識し
ております。 
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No 意見の概要 事業者の見解 

 設を「 新の技術を使っているので昔のようなことは
決してない」という理由で安易に合理化することは、
謝罪・和解時の精神および予防原則に著しく反する姿
勢である。そうしたことを目的 (P.2-1)に明文化すべ
きである。 

今後、環境影響評価の各段階で国、県及び市にご
審議いただいてまいります。また、発電所稼働後に
は、「神戸市条例」に基づき事後調査を実施する計
画としております。 

29 事業者は、CO2 排出などに対する住民の懸念を受け
てパンフレットを作成することが報じられているが、
完成時期は本方法書の意見募集期間後である可能性が
高く、さらにウェブサイトにも掲載しないとされてい
る。これでは住民に対する情報提供及び意見聴取の方
法として不十分であり、改善が必須である。 

環境影響評価手続きに基づき作成する図書を要約
したあらましとは別に、地元の皆様に、事業計画等
を、よりご理解いただくために、パンフレットを作
成する計画としております。 

パンフレットは、内容をより正しくお伝えするた
め、地元の皆様へ計画概要等を直接会って説明する
際の補足資料として使用を予定しております。 

 

2. 事業計画 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 毎日の気候の状況は、本当に異常です。地球の温暖
化は目にみえています。 
・大量のCO2 を排出する石炭火力発電の増設は中止し

てください。欧米は石炭火力発電の凍結・撤退も始
まっています。日本は削減すべきなのに、新たな石
炭火力発電の増設で温室効果ガスを増やすことは世
界の流れから逆行です。 

平成 26 年４月に閣議決定された国の「エネルギー
基本計画」では、石炭は「安定供給性や経済性に優
れた重要なベースロード電源の燃料」と位置づけら
れ、「環境負荷を低減しつつ活用していくエネルギ
ー源」とされております。 

また、平成 27 年７月に決定された国の「長期エネ
ルギー需給見通し」では、「安全性、安定供給、経
済効率性及び環境適合を同時達成するためには、バ
ランスの取れた電源構成とする必要がある」とされ
ております。石炭は、安定供給性、経済性に優れ、
価格についても他の燃料と比較して安価で安定して
推移しており、石炭火力はベースロード電源として
2030 年度の電源構成の 26％程度を担うと位置づけら
れております。 

上記の「長期エネルギー需給見通し」に基づき、
本年末に予定されているCOP21 を見据えて 2020 年以
降の温室効果ガス削減に向けた「日本の約束草案」
が作成され、「2030 年度に 2013 年度比▲26.0％の
水準にする」との目標が設定されました。 

これを受け、電力業界は温室効果ガスの削減に向
け、本年７月に電気事業連合会加盟 10 社、電源開
発、日本原子力発電および新電力の有志 23 社が、電
力業界の低炭素社会の実現に向けた新たな自主的枠
組みを構築し、「電気事業における低炭素社会実行
計画」を公表しました。この中で、電力業界の低炭
素化の目標として、「2030 年度に排出係数 0.37 ㎏-
CO2/kWh程度(使用端)を目指す」とされており、これ
は電力由来のエネルギー起源二酸化炭素排出量にし
て、2013 年度比▲35％程度に相当し、火力電源につ
いては、今後、高経年化が進む中で、火力電源の高
効率化が求められていくものと考えられます。 

また、自主的枠組みの中で「目標達成に向けた実
効性ある仕組みを充実できるよう、今後も引き続き
参加事業者の中で協議を進めていく。」とされてお
ります。 

火力発電の高経年化への対応という観点では、東
日本大震災後、電力需給の逼迫、及び燃料コスト増
による電力コストの上昇が懸念され、従来以上に安
定的かつ効率的な電力供給が求められたことから、
平成 24 年に東京電力株式会社（以下、「東京電力」
という。）が火力電源の入札募集を行ったのを皮切 

2 神戸の電気は足りています。増設をやめて下さい。

3 原発が停止しても、停電のトラブルはありません。
住民の節電努力もすすんでいます。企業宣伝のムダな
電力使用をやめさせればまだまだ充分に足ります。石
炭火力発電は、まだまだ公害物質を多く排出します。
石炭火力発電の増設はやめて下さい。灘区で長く住ん
でいて、過去の煙害を多く経験しています。また、地
球温暖化からも増設はやめて下さい。 

4 貴社を含めて兵庫県で 4 新しい石炭火力発電所は計
画されていますとわかりましたが、なぜですか？これ
らの発電所は、過去に汚染でだいぶ汚された地域に、
さらに多くの汚染をもたらすのは確実です。 近、石
炭の王国である南アフリカを含めよその国では、石炭
火力発電から離れて移動しています。代わりに、彼ら
は、再生可能エネルギーに投資しています。 
(http://mybroadband.co.za/news/energy/132476-
south-africas-wind-and-solar-power-busts-major-
renewable-energy-myth.htmlをご覧ください)。 

兵庫県も日本国全体も未来志向のエネルギー源に大
規模投資する場合、それは私たちの健康と我々の経済
のためにはるかに良いでしょう。兵庫県のエネルギー
の消費者として、私たちは、日本政治家をはじめ、企
業も彼らの未来を考えていると自分の子供に教えるこ
とができるような兵庫県のエネルギー政策に考え直し
て、そして今回ご計画になった火力発電所をお諦めに
なれば幸いと存じます。 

よろしくお願いいたします。  

5 １．石炭火力発電所そのものに反対。 
・国際社会からの批判 

ほとんどの先進国と中国などの国では、脱石炭政策
が進められている。政府だけではなく、電力会社も石
炭のビジネス・環境へのリスクを慎重に考える。例え
ば、ドイツの大手電力会社は、石炭を極端に減らす計
画をたてている。その中は、日本の政府と電力会社だ
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けは石炭を推進していることが目立つ。このままで進
めていくと国民だけではなく、国際社会に批判を受け
ていくことは当然。 
・未来性(今後の規制) 

日本の政府は、国連で提示している、自分のCO2 排出
量目標がある。電力会社も、近い未来、CO2 排出目標に
向かって努力するように規制されることは予想される。
先日発表したアメリカの政策は、参考になるだろう。 
・燃料のコスト 

石炭の安価は短期的なものであり、計画中の発電所
が運転されると、供給と需要状況が大きく変わる可能
性は高い。なお、自給率の観点からもよくない。風力
やソーラーなら、この問題がないだろう。 
２．特に神戸製鉄所火力発電所設置に反対です。 
・大気汚染 

兵庫県の大気汚染は現在でも深刻です。本大学のキ
ャンパスから見える風景は、普段でも茶色っぽい。こ
れ以上悪くなることは、兵庫県の教育機関、観光な
ど、多くのセクターが影響がでるだろう。北京のよう
なところに住みたい県民、市民が少ないだろう。 
・住民への理念 

神戸製鉄所周辺の住民にすでに環境負担が大きい。
まず今までの責任に向き合う必要がある。その上、こ
の計画の健康システムへのコストを計算し、その負担
がだれの責任であるかを明確にすることがアセスメン
トの一部であるべき。 

りに、各電力会社が火力電源の入札募集を実施いた
しました。入札募集にあたっては、国が募集に資す
るための基準を定め、また落札者の決定にあたって
は国の中立機関により審査されることとなっており
ます。 

かかる状況の中で、平成 26 年３月に関西電力が
火力発電の高経年化への対応及び経済性向上の観点
から火力電源入札募集を行い、当社は神鋼神戸発電
所で長年培った大型石炭火力発電所の安定操業のノ
ウハウに加え、神戸製鉄所のインフラを有効活用し
た高効率な石炭火力発電設備の導入を計画し、国の
審査を踏まえた上で、本年２月に落札し、同年３月
に関西電力と電力需給契約を締結いたしました。 

本計画においては、二酸化炭素の排出を抑制する
ため、国が定めた「BATの参考表」に則した高効率な
発電技術である超々臨界圧(USC)発電設備を導入する
とともに、電力需要地に近接した立地とすることで
送電エネルギーのロスを 小限にすることができ、
安価な電力を大量かつ安定的に供給することで神戸
市のみならず、阪神地域の電力自給率の向上に寄与
するものと考えております。 

また、超々臨界圧(USC)発電設備を導入すること
で、ばい煙排出量を低減し、さらに、国内 高レベ
ルのばい煙処理施設を導入することで、硫黄酸化
物、窒素酸化物、ばいじんの濃度及び排出量を可能
な限り低減いたします。施設の稼働による大気質へ
の影響については、今後、調査、予測及び評価を実
施し、その結果については準備書に記載いたしま
す。 

なお、当社においては、「環境に配慮した生産活
動」「製品・技術・サービスでの環境への貢献」を
環境経営方針の一つとしており、今後も引き続き各
産業界の低炭素社会実行計画に基づいた生産性改善
や高効率設備の導入、排熱回収等の生産プロセスに
おける省エネルギーへの取組み、並びに、環境配慮
型製品の開発普及により、地球温暖化防止対策に貢
献してまいります。 

 
温室効果ガス等については、準備書第 12 章の

「12.1.9 温室効果ガス等」に、ばい煙による影響
については、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環境」
に記載しました。 

6 数十年前に学校で公害なき繁栄という授業を想い出
します。我が家でもあちこちに電気で動いている家電
があります。今、大量のCO2 を排出する石炭火力にた
よらずに新しいエネルギーの開発に力をそそいでほし
いと思っています。 

子供の喘息が渦森台にあるという事も学習会で知り
ました。 

石炭火力発電は健康破壊を引き起こす。増設は止め
て下さい。 

7 猛暑続きで、熱中症でたおれる人が続出。平均二度
上るというが、今年は特別あつい！地球温暖化の問題
は身近に感じます。アメリカでも石炭火力発電所を廃
止するニュースが出ていました。 

2050 年に温室効果ガス 80％削減、中期目標 2013 年
26％削減なのに、又新しく建設されるとはどういうこ
とですか。 

政府も原発にたよらず＜再発やめろ＞、自然エネル
ギーに全面的に切りかえるべきです。 

8 神戸の電気は足りています。増設は止めて下さい。
現在の２機で神戸の消費分の 70％を賄っているとの

説明がありました。新たに 130 万 kW の増設は必要あ
りません。増設は神鋼のお金儲けのためでしかありま
せん。１企業のお金儲けで公害物質をばらまき、区民
や近隣を犠牲にすることは許せません。増設は止めて
下さい。 

9 貴社のトップメッセージに「環境保全につながる技
術開発で、次代への成長を加速」「地域の溶け込む企
業市民を目指し」と述べている。これらのことを真に
実行する企業であるならば、この石炭火力発電設備の
設置そのものをやめ、日本社会の炭酸ガス排出量低減
に寄与すべき。 
理由 この設備の償却を完了するまでに数十年かかる
ものだが、今後の経営環境の変化を考えると、10 数年
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 後には、全くの無駄な投資になっていると予測でき
る。その頃にはこの設備が、たぶん会社にとって、大
変やっかいなお荷物になっている。つまり、その頃の
炭酸ガスの排出規制に対応することができず、処置に
困っていると推測できる。「配慮書への意見」におい
て同じ意見がでているが、貴社の見解は、平成 26 年
に閣議決定された「エネルギー基本計画」を、本案採
用の根拠にしているとあった。 
 しかし、この閣議決定には、重要な問題点が 3 つ有
る。それは、再生可能エネルギーの可能性を低くして
いることと、東電福島原発事故からの教訓を活かさな
いで原発を再稼働させるということ、および、石炭火
力発電を併せてベースロード電源にしていること。こ
れらはいずれもヨーロッパなどの動向と逆の方向。間
違っている。経営者としては、将来動向を間違えては
ならない。国の決定だからとして、無批判に従うこと
はあってはならない。2050 年の時点でのCO2 削減のた
めに、CO2 回収技術で対応すると言うが、確かに技術
的には可能であるとおもわれるが、経済的には、その
頃には、再生可能エネルギーの技術がもっと進んで、
石炭火力より遙かに再生可能エネルギーが安く生産で
きるという予測の方が的確である。すでに太陽光発電
のコストが大幅に低減されてきていることからも明ら
かである。 
 なお、経営者自ら、IPCCの 5 次報告書をしっかりと
学んでいただきたい。科学的な予測を理解して、経営
に活用すべき。経営者として、先を見た戦略的見通し
をしっかりと持つべき。 

 

10 石炭火力発電所の建設の問題について 
気候変動問題の緊急性 

昨今、早急な気候変動対策が求められており、IPCC
（気候変動に関する政府間パネル）第 5 次評価報告書
では、とりわけ石炭について、エネルギーインフラ投
資の在り方を変えていく必要性が強調されているとこ
ろである。2015 年 6 月にドイツで開催されたG7 サミ
ットでも、気候変動が 重要課題の一つと位置づけら
れ、「脱炭素化（decarbonization）」をめざすこと
が首脳宣言に盛り込まれた。 

そのような状況の中、天然ガス（LNG）発電の約 2
倍のCO2 を排出する石炭火力を新設することは、将来
の気候変動へ甚大な環境影響を及ぼすことになる。よ
って、そのことを無視した本事業の実施には反対す
る。 

11 石炭火力発電の技術的限界 
今後建設される発電所は、少なくともLNG火力が達

成している約 350g-CO2/kWhというCO2 排出原単位を実
現できる水準を満たすべきである。この観点からする
と、石炭火力発電はいかなる高効率技術を用いてもこ
のレベルには到達しがたい。再生可能エネルギーや高
効率のLNG火力発電など様々な発電方法がある中で、
あえて 悪の石炭火力発電所を新たに建設するという
判断自体が環境への配慮を著しく欠いていると言わざ
るを得ない。 

12 地球温暖化は人類の生存そのものを脅かす事態とな
っています。世界各国が温室効果ガスの排出量を 2010
年比で 40～70％削減に(2100 年にはゼロに)取り組ん
でいます。 
国連は「産業革命から世界全体の気温上昇を２度以内
に抑える」として、大幅な温室効果ガスの削減を求め
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 ています。日本でも 2050 年には温室効果ガスの 80％
削減（閣議決定）など明らかにしています。 

地球温暖化防止のためには、大量のCO2 を排出する
「石炭火力発電」の規制が求められます。 
ところが神戸製鋼さんは、先般の環境アセスメントの
説明でも全量関電に卸供給するので「二酸化炭素の調
整は関西電力にゆだねる」などと無責任極まりない対
応をされています。 
納得できません。 

神戸製鋼さんの技術力、資金力を生かせば地球環境
に負荷の少ない新エネルギーでの対応は可能でしょ
う。安い石炭を使って地球環境を破壊し、ぼろ儲けを
追求する石炭火力発電は中止して下さい。 

 

13 私は貴社の零細な株主の 1 人でもあり、貴社の業績
の向上を願っておりますが、地球環境を破壊してま
で、そうすることは賛成できません。 

そもそも貴社は「地球環境の保全が全ての生命体に
共通する も重要な課題であり、より健全な地球環境
を次世代に引き継ぐことが私たちの使命であると認識
し」ていると強調しておられるではありませんか。 

神戸製鉄所の石炭火力発電所の増設計画は、これま
で以上に二酸化炭素を大量に排出し地球温暖化をいっ
そうおしすすめるものです。地球温暖化を防止するた
め、二酸化炭素の排出を減らす、それも大幅に減らす
ことは、 も重要な課題であることは論をまちませ
ん。計画は撤回すべきです。 

14 ・地球温暖化と神鋼石炭火力発電等々について。 
地球の平均気温の上昇を２℃未満に抑えなければ人

間もふくめて、動植物の生存が脅かされ、種の絶滅さ
え危惧される事態が刻一刻と迫っていることについ
て、企業意識を離れて真摯に考えてみて下さい。温室
効果ガスの許容量も現状のままに推移すれば、15 年後
にはいっぱいになると報告されている。だからこそ、
世界中の学者、研究者、専門家、各国政府が 2020 年
以降の温室効果ガス削減の方向性を打ち出すために、
心血を注いでいる。温室効果ガスにはさまざまなもの
があるが排出量では石炭燃焼によるものが突出してい
る。石炭火力発電は安定供給性、経済性に優れている
とする政府の「エネルギー基本計画」に呼応して、貴
事業所は新たに２基増設することを決定した。原発が
全基稼動が停止されても停電というトラブルは発生し
なかった。電気は足りているのだ。神戸市内の消費電
力の 70％を賄っていると自負しているが、それが事実
なら、新しく２基を増設する理由も必要もなくなった
のではないか。高炉廃止になっても、新しい施設が稼
いでくれるなら御の字や、と言った首脳陣の思惑どお
り、儲けの為以外のなにものでもないということだ。
一企業の儲けの為に公害物質をばらまき、灘区民の健
康を害する石炭火力発電、健康で、澄みきった空、き
れいな空気、見晴らしのいい景観の下で、生きたい、
という生存権を侵す石炭火力発電の増設は中止すべき
であり、認めるわけにはいかない。人間の知性からす
れば、人類が生存しつづける為には、いずれ原発も石
炭火電も縮少、廃止への道を辿ることになる。その
時、企業としてどうなさるのか。石炭火電のノウハウ
は負の遺産として残るだけです。 

以上のことをふまえ、新しい石炭火力発電の増設は
中止して下さい。 

15 今、地球温暖化を止めないと人類にとって大変なこ
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第 8.1.2-1 表(17)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 とになる。世界でCO2削減に取組んでいる中で日本では
原発依存、石炭火力発電をベースロード電源として、
環境アセスメントを緩和してでも強引に推進しようと
していることに大変危惧を抱いています。 
 神鋼神戸製鉄所では、鉄を造るよりも１０倍儲かる
として稼働中の140万ｋＷの石炭火力発電所に加え、更
に3高炉をはじめとする製銑製鋼設備を止めて、跡地に
130万ｋＷの石炭火電建設を進めようとしている。 
大企業の社会的責任を自覚し、環境破壊につながる

石炭火電計画はきっぱり中止すべきである！ 
風力、太陽光など再生可能エネルギーへの転換を進め
るべきです。 

 

16 国の 2050 年長期目標との整合性について 
日本政府は、第四次環境基本計画（2012 年 4 月 27

日閣議決定）において、2050 年に温室効果ガス排出量
を 80％削減させる目標を掲げている。しかし、本計画
が実行されれば、排出は減らず、むしろ増えることに
なる。本事業が少なくとも 30 年程度稼働することを
考えると、こうした国の目標と整合せず、本事業の正
当性は認められない。 

17 今、地球環境を守ることは、待ったなしです。 
大量のCO2 を排出する石炭火力発電は増設しないで

下さい。 
温暖化に伴なう異常気象は年々拡大し、集中豪雨や

土砂災害は深刻で大きな被害を生んでいます。私の友
人は六甲山のふもと箕岡通りで杣谷川の川沿いに住ん
でいます。 

一昨年の台風の大雨で家の裏庭が大きく崩れ、なん
とか家はたすかりましたが大雨や、連続する長雨のた
びに恐しくて、夜もねむれない日々をすごしていま
す。 

神戸の電力はたりていると説明をうけています。私
も節電につとめ、暮しの見直しもしています。企業の
利益だけを追求する石炭火力発電は増設しないで下さ
い。今やっている石炭火力発電も早急にCO2 排出のす
くない天然ガス使用に切りかえて下さい。 

平成 26 年４月に閣議決定された国の「エネルギー
基本計画」では、石炭は「安定供給性や経済性に優
れた重要なベースロード電源の燃料」と位置づけら
れ、「環境負荷を低減しつつ活用していくエネルギ
ー源」とされております。 

また、平成 27 年７月に決定された国の「長期エネ
ルギー需給見通し」では、「安全性、安定供給、経
済効率性及び環境適合を同時達成するためには、バ
ランスの取れた電源構成とする必要がある」とされ
ております。石炭は、安定供給性、経済性に優れ、
価格についても他の燃料と比較して安価で安定して
推移しており、石炭火力はベースロード電源として
2030 年度の電源構成の 26％程度を担うと位置づけら
れております。 

上記の「長期エネルギー需給見通し」に基づき、
本年末に予定されているCOP21 を見据えて 2020 年以
降の温室効果ガス削減に向けた「日本の約束草案」
が作成され、「2030 年度に 2013 年度比▲26.0％の
水準にする」との目標が設定されました。 

これを受け、電力業界は温室効果ガスの削減に向
け、本年７月に電気事業連合会加盟 10 社、電源開
発、日本原子力発電および新電力の有志 23 社が、電
力業界の低炭素社会の実現に向けた新たな自主的枠
組みを構築し、「電気事業における低炭素社会実行
計画」を公表しました。この中で、電力業界の低炭
素化の目標として、「2030 年度に排出係数 0.37 ㎏-
CO2/kWh程度(使用端)を目指す」とされており、これ
は電力由来のエネルギー起源二酸化炭素排出量にし
て、2013 年度比▲35％程度に相当し、火力電源につ
いては、今後、高経年化が進む中で、火力電源の高
効率化が求められていくものと考えられます。 

また、自主的枠組みの中で「目標達成に向けた実
効性ある仕組みを充実できるよう、今後も引き続き
参加事業者の中で協議を進めていく。」とされてお
ります。 

火力発電の高経年化への対応という観点では、東
日本大震災後、電力需給の逼迫、及び燃料コスト増
による電力コストの上昇が懸念され、従来以上に安
定的かつ効率的な電力供給が求められたことから、 

18 温暖化に伴う異常気象が年々広がる中でどうしてそ
れを加速させるような石炭火力発電を増やすのでしょ
うか？ 

国のエネルギー政策の方向性に沿ったものだと説明
されましたが結果には責任持たないという無責任さに
は腹が立つばかりです。 

企業として利益ばかり追求せずに、将来性も考え少
しでも地球環境にやさしい天然ガスへ燃種転換を求め
ます。 

さらに新エネルギー（再生可能）の開発に力を入れ
ていただきたいと思います。 
石炭火力発電増設絶対反対！！  

19 「燃料をLNGガスで」という要求に対し、敷地が狭
いことを理由に拒否しているが、石炭サイロをガスタ
ンクにしてLNGを気化させるガス化設備があれば良い
だけだ。 

関電姫路LNG基地はタンク 2 つと付帯設備だけで、
姫路第 1 と第 2 発電所へ燃料を供給し、ローリー出荷
と大阪ガスへ託送しガス事業への本格参入をしてい
る。 

20 ｐ7-43 「LNG受入基地を・・・スペースを確保で
きない」としているが更新ならば、場所の制約は理由
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第 8.1.2-1 表(18)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 
になるが、新設であるから、場所の選択も含め事業計
画を策定すべきで理由としてはおかしい。 

平成 24 年に東京電力が火力電源の入札募集を行った
のを皮切りに、各電力会社が火力電源の入札募集を
実施いたしました。入札募集にあたっては、国が募
集に資するための基準を定め、また落札者の決定に
あたっては国の中立機関により審査されることとな
っております。 

かかる状況の中で、平成 26 年３月に関西電力が火
力発電の高経年化への対応及び経済性向上の観点か
ら火力電源入札募集を行い、当社は神鋼神戸発電所
で長年培った大型石炭火力発電所の安定操業のノウ
ハウに加え、神戸製鉄所のインフラを有効活用した
高効率な石炭火力発電設備の導入を計画し、国の審
査を踏まえた上で、本年２月に落札し、同年３月に
関西電力と電力需給契約を締結いたしました。 

本計画においては、二酸化炭素の排出を抑制する
ため、国が定めた「BAT の参考表」に則した高効率
な発電技術である超々臨界圧(USC)発電設備を導入す
るとともに、電力需要地に近接した立地とすること
で送電エネルギーのロスを 小限にすることがで
き、安価な電力を大量かつ安定的に供給することで
神戸市のみならず、阪神地域の電力自給率の向上に
寄与するものと考えております。 

また、大規模な発電所の燃料を天然ガスとする場
合には、近傍にLNG受入基地が必要となりますが、神
鋼神戸発電所、及び神戸製鉄所の操業に影響を与え
ることなくスペースを確保することは困難であるこ
とから、発電所の燃料として天然ガス火力を選択す
ることは不可能と考えております。 
 

温室効果ガス等については、準備書第 12 章の
「12.1.9 温室効果ガス等」に記載しました。 

21 方法書（2.1）でこの石炭火力建設の目的は、低炭
素化に貢献し、安価な電力を供給するためとしてい
る。この目的のためにこの石炭火力が 適案であるこ
とを、ＬＮＧ火力など他の代替案と比較して確認する
必要。 
＜理由＞CO2削減は避けては通れない重大な環境課題
である。いったん発電所建設してしまってから、目標

達成が困難になることは許されないからである。 

22 石炭火力発電は健康に被害を及ぼし環境をも破壊し
ます。増設は中止して下さい。 

大量の石炭を燃やして排出する煙には公害物質が含
まれています。神戸新聞にも報道されたように、
PM2.5 は子どものぜん息をひきおこす率を高めます。
水銀や鉛などは人体に取りこまれると、いろんな被害
を生みます。近りんには住宅が密集しており、健康被
害が心配です。又、 近のゲリラ豪雨の原因は地球温
暖化によるものです。温室効果ガスを大量に排出する
石炭火力発電は、温暖化を促進させ異常気象などによ
る災害をまねきます。 

電気は足りているのですから、増設する必要はない
のではないでしょうか。石炭火力をへらそうという世
界の流れとも逆行しています。増設中止を求めます。

平成 26 年４月に閣議決定された国の「エネルギー
基本計画」では、石炭は「安定供給性や経済性に優
れた重要なベースロード電源の燃料」と位置づけら
れ、「環境負荷を低減しつつ活用していくエネルギ
ー源」とされております。 

また、平成 27 年７月に決定された国の「長期エネ
ルギー需給見通し」では、「安全性、安定供給、経
済効率性及び環境適合を同時達成するためには、バ
ランスの取れた電源構成とする必要がある」とされ
ております。石炭は、安定供給性、経済性に優れ、
価格についても他の燃料と比較して安価で安定して
推移しており、石炭火力はベースロード電源として
2030 年度の電源構成の 26％程度を担うと位置づけら
れております。 

上記の「長期エネルギー需給見通し」に基づき、
本年末に予定されている COP21 を見据えて 2020 年以
降の温室効果ガス削減に向けた「日本の約束草案」
が作成され、「2030 年度に 2013 年度比▲26.0％の
水準にする」との目標が設定されました。 

これを受け、電力業界は温室効果ガスの削減に向
け、本年７月に電気事業連合会加盟 10 社、電源開
発、日本原子力発電および新電力の有志 23 社が、電
力業界の低炭素社会の実現に向けた新たな自主的枠
組みを構築し、「電気事業における低炭素社会実行
計画」を公表しました。この中で、電力業界の低炭
素化の目標として、「2030 年度に排出係数 0.37 ㎏-
CO2/kWh 程度(使用端)を目指す」とされており、こ 

23 石炭火力発電は環境破壊します。石炭火力発電は大
量の温排水を出します。海水温の上昇は海の温暖化に
つながり、生物や植物にも影響を与え、健康破壊を引
き起こし、神戸市のイメージも落ちます。煙突が増え
異様な光景になり、観光の街が公害の街に変わりま
す。アメリカは「気候行動計画」を発表し、環境保護
庁が石炭火力発電所の新設を実質的に規制し、海外で
の石炭火力発電所の建設に融資しないことを提案して
います。 
ヨーロッパでも石炭火力発電所の建設には融資できな
い措置がとられ、多くの国で炭素税の導入も進んでい
る欧米諸国は「脱石炭」この流れにさからう日本の選
択が問われています。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

 

石炭火力発電は止めて下さい。増設はぜったいにやめ
て下さい。神戸の電気は足りています。現在の２機で
神戸の消費分の 70％を賄っているとの説明がありまし
た。新たに 130 万kWの増設は必要ありません。増設は
神鋼のお金儲けのためでしかありません。１企業のお
金儲けで公害物質をばらまき、区民や近隣を犠牲にす
ることは許せません。 
増設は止めて下さい。 

れは電力由来のエネルギー起源二酸化炭素排出量に
して、2013 年度比▲35％程度に相当し、火力電源に
ついては、今後、高経年化が進む中で、火力電源の
高効率化が求められていくものと考えられます。 

また、自主的枠組みの中で「目標達成に向けた実
効性ある仕組みを充実できるよう、今後も引き続き
参加事業者の中で協議を進めていく。」とされてお
ります。 

火力発電の高経年化への対応という観点では、東
日本大震災後、電力需給の逼迫、及び燃料コスト増
による電力コストの上昇が懸念され、従来以上に安
定的かつ効率的な電力供給が求められたことから、
平成 24 年に東京電力が火力電源の入札募集を行った
のを皮切りに、各電力会社が火力電源の入札募集を
実施いたしました。入札募集にあたっては、国が募
集に資するための基準を定め、また落札者の決定に
あたっては国の中立機関により審査されることとな
っております。 

かかる状況の中で、平成 26 年３月に関西電力が火
力発電の高経年化への対応及び経済性向上の観点か
ら火力電源入札募集を行い、当社は神鋼神戸発電所
で長年培った大型石炭火力発電所の安定操業のノウ
ハウに加え、神戸製鉄所のインフラを有効活用した
高効率な石炭火力発電設備の導入を計画し、国の審
査を踏まえた上で、本年２月に落札し、同年３月に
関西電力と電力需給契約を締結いたしました。 

本計画においては、二酸化炭素の排出を抑制する
ため、国が定めた「BAT の参考表」に則した高効率
な発電技術である超々臨界圧(USC)発電設備を導入す
るとともに、電力需要地に近接した立地とすること
で送電エネルギーのロスを 小限にすることがで
き、安価な電力を大量かつ安定的に供給することで
神戸市のみならず、阪神地域の電力自給率の向上に
寄与するものと考えております。 

また、超々臨界圧(USC)発電設備を導入すること
で、ばい煙排出量を低減し、さらに、国内 高レベ
ルのばい煙処理施設を導入することで、PM2.5 の原
因物質である硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんの
濃度及び排出量を可能な限り低減いたします。施設
の稼働による大気質への影響については、今後、調
査、予測及び評価を実施し、その結果については準
備書に記載いたします。 

排ガス中の水銀を含む重金属等の微量物質につい
ては、そのほとんどがばい煙処理施設において除去
されます。排ガス中の水銀を含む重金属等の微量物
質の影響については、今後、調査、予測及び評価を
実施し、その結果については準備書に記載いたしま
す。 

温排水については、国が定めた「BATの参考表」に
則した高効率な発電技術である超々臨界圧(USC)発電
設備を導入し、排水量を可能な限り低減いたしま
す。また、取放水温度差を７℃以下で放水すること
で、放水後直ちに周囲の冷たい海水と混合して温度
が低下し、海水温度の上昇範囲は、神戸製鋼所表層
の前面の近傍海域に留まるものと考えております。
温排水の拡散範囲及び海域に生息する動物への影響
については、今後、調査、予測及び評価を実施し、
その結果については準備書に記載いたします。 

24 CO2 を多量に排出する石炭火力発電所の増設には反
対です。多量の温水を排出し近海の水温の上昇を招き
ます。植物や生物にも悪影響を与え、私達の健康破壊
にもつながります。 

一方では干ばつ、一方では竜巻やゲリラ豪雨それに
ともなう土砂災害など、温暖化が原因ではないかと言
われています。それなのに今何故石炭火力なんでしょ
うか？再生可能エネルギーの開発が必要なんじゃない
でしょうか？太陽光、風力、水力発電等をすすめるべ
きです。CO2 だけでなく石炭火力発電所はいろいろな
公害物質を排出して喘息など健康破壊をもたらしま
す。 

神戸製鋼の利潤追求だけのために石炭火力発電所を
増設するのではありませんか？１企業利潤追求のため
だけに公害をバラマき、健康破壊をすすめ、温暖化促
進して環境破壊をまねくことは許されません。 
神鋼石炭火力発電所増設は絶対に反対です。 

25 高台にある私の家から火力発電の煙突からモクモク
黒いけむりが出ているのが見えます。CO2 の排出を世
界中で削減しようとしているのに新しくその原因とな
る火力発電を作るなど絶対止めて欲しい。 
 地球温暖化による異常気候であちこちで災害が起っ
ています。 

原発、石炭火力発電は今すぐ中止すべきです。 
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なお、排ガスは、脱硫処理を行う過程で水蒸気を
含んだ状態となっており、大気温度、湿度によって
は水分が凝結して、細かな水の粒子となり、光が乱
反射して特に冬季における大気温度が低い朝方等に
は、白く見えることがあります。また光の当たる角
度によっては、影により一時的に灰色や、黒っぽく
見えることもあります。 

 
調査、予測及び評価の結果については、準備書第

12 章の「12.1 調査の結果の概要並びに予測及び評
価の結果」に記載しました。 

26 温室効果ガス(CO2)について、石炭は、化石燃料の中
で も多くのCO2を出し、PM2.5 や水銀を含む重金属類
を排出する 悪の燃料である。超超臨界圧発電設備で
も 42～43％の熱効率しかなく、CO2 排出原単位は
770g- CO2/kWhで、二酸化炭素総排出量は約 700 万t-
CO2/年にもなる。既存の発電設備で約 734 万t-CO2/年
であることを考えると、 新の設備を導入し、 新の
環境対策を実施すると言いながらも、さほど二酸化炭
素排出量は抑えられないことが分かる。LNGコンバイ
ンドサイクル発電の熱効率 60％、CO2 排出原単位
327g-CO2/Kwhとは比べものにならない。IPCC(国連気候
変動に関する政府間パネル)第 5 次評価報告書は、
「温暖化ガス削減は一刻の猶予も許されない」と警告
し、世界の国々が真剣に温暖化ガス削減に取り組み、
EU諸国やアメリカは石炭火電の縮小・廃止をめざして
いる。130 万kwの石炭火力発電設備が増設されると、
既存の 140 万kWとあわせ 270 万kwとなり、国内 2 番目
の規模となる。しかも、大気環境が非常に劣悪な人口
密集地で、阪神間の幹線道路が集中し大型車両の交通
量が非常に多く、小児喘息罹患率も増加している地域
に、大規模な石炭火力発電設備を建設するのは、世界
的にも例がない。温暖化ガス(CO2)を「 新の設備を導
入するためできるだけ低減される」とだけするのは論
外である。許されるとすれば、リプレースの場合だけ
である。 

平成 26 年４月に閣議決定された国の「エネルギー
基本計画」では、石炭は「安定供給性や経済性に優
れた重要なベースロード電源の燃料」と位置づけら
れ、「環境負荷を低減しつつ活用していくエネルギ
ー源」とされております。 

また、平成 27 年７月に決定された国の「長期エネ
ルギー需給見通し」では、「安全性、安定供給、経
済効率性及び環境適合を同時達成するためには、バ
ランスの取れた電源構成とする必要がある」とされ
ております。石炭は、安定供給性、経済性に優れ、
価格についても他の燃料と比較して安価で安定して
推移しており、石炭火力はベースロード電源として
2030 年度の電源構成の 26％程度を担うと位置づけら
れております。 

上記の「長期エネルギー需給見通し」に基づき、
本年末に予定されている COP21 を見据えて 2020 年以
降の温室効果ガス削減に向けた「日本の約束草案」
が作成され、「2030 年度に 2013 年度比▲26.0％の
水準にする」との目標が設定されました。 

これを受け、電力業界は温室効果ガスの削減に向
け、本年７月に電気事業連合会加盟 10 社、電源開
発、日本原子力発電および新電力の有志 23 社が、電
力業界の低炭素社会の実現に向けた新たな自主的枠
組みを構築し、「電気事業における低炭素社会実行
計画」を公表しました。この中で、電力業界の低炭
素化の目標として、「2030 年度に排出係数 0.37 ㎏-
CO2/kWh 程度(使用端)を目指す」とされており、こ
れは電力由来のエネルギー起源二酸化炭素排出量に
して、2013 年度比▲35％程度に相当し、火力電源に
ついては、今後、高経年化が進む中で、火力電源の
高効率化が求められていくものと考えられます。 

また、自主的枠組みの中で「目標達成に向けた実
効性ある仕組みを充実できるよう、今後も引き続き
参加事業者の中で協議を進めていく。」とされてお
ります。 

火力発電の高経年化への対応という観点では、東
日本大震災後、電力需給の逼迫、及び燃料コスト増
による電力コストの上昇が懸念され、従来以上に安
定的かつ効率的な電力供給が求められたことから、
平成 24 年に東京電力が火力電源の入札募集を行った
のを皮切りに、各電力会社が火力電源の入札募集を
実施いたしました。入札募集にあたっては、国が募
集に資するための基準を定め、また落札者の決定に
あたっては国の中立機関により審査されることとな
っております。 

かかる状況の中で、平成 26 年３月に関西電力が火



 

8.1-24 

(390) 

第 8.1.2-1 表(21)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

  

力発電の高経年化への対応及び経済性向上の観点か
ら火力電源入札募集を行い、当社は神鋼神戸発電所
で長年培った大型石炭火力発電所の安定操業のノウ
ハウに加え、神戸製鉄所のインフラを有効活用した
高効率な石炭火力発電設備の導入を計画し、国の審
査を踏まえた上で、本年２月に落札し、同年３月に
関西電力と電力需給契約を締結いたしました。 

本計画においては、二酸化炭素の排出を抑制する
ため、国が定めた「BAT の参考表」に則した高効率
な発電技術である超々臨界圧(USC)発電設備を導入す
るとともに、電力需要地に近接した立地とすること
で送電エネルギーのロスを 小限にすることがで
き、安価な電力を大量かつ安定的に供給することで
神戸市のみならず、阪神地域の電力自給率の向上に
寄与するものと考えております。 

また、超々臨界圧(USC)発電設備を導入すること
で、ばい煙排出量を低減し、さらに、国内 高レベ
ルのばい煙処理施設を導入することで、硫黄酸化
物、窒素酸化物、ばいじんの濃度及び排出量を可能
な限り低減いたします。施設の稼働に伴う排ガスに
よる大気質への影響については、今後、調査、予測
及び評価を実施し、その結果については準備書に記
載いたします。 

なお、環境負荷の低減にあたっては、ばい煙の年
間総排出量の協定値を上回らないよう計画するとと
もに、「神戸市条例」に基づく事後調査を実施いた
します。 

 
施設の稼働（排ガス）による大気質への影響につ

いては、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環境」に記
載しました。 

27 今年の夏は恐ろしいほど猛暑が続き、熱中症で倒れ
る人が続出しています。その上に雨が降れば記録的な
豪雨、台風も次々と襲っています。温暖化にもとづく
異常気象は年々拡大し、被害は増大しています。温暖
化防止は待ったなしです。温室効果ガスの大幅削減は
世界的に一致しています。これに応えて欧米は石炭火
力発電の凍結・撤退も始まっています。石炭火力発電
の増設で二酸化炭素の排出を増すことは、世界の流れ
に逆行です。日本の電力も当面は火力発電に頼りなが
ら二酸化炭素や公害のない再生可能エネルギーの開
発・普及が急がれます。つなぎのための新設火力発電
は、少し経費が高くついても二酸化炭素の排出の少な
い燃料を採用するのが常識ではないでしょうか。 

「国のエネルギー政策に沿ったものだ」「関西電力
の入札募集は火力電源の入札で燃料種の指定はない。
全量関西電力に卸供給するので二酸化炭素の調整は関
西電力に委ねる」などは無責任すぎます。技術力、資
金力がある御社は二酸化炭素や公害物質の削減へ資金
と力を投入されることを期待して以下の意見を提出し
ます。 
①130 万kWの石炭火力発電の増設中止を求めます。 
②現在稼働中の 140 万kWの石炭火力発電を天然ガスへ
燃料転換を求めます。 
③現在稼働中石炭火力発電からの水銀排出量を明らか
にして、削減計画を示して下さい。 

① 平成 26 年４月に閣議決定された国の「エネルギ
ー基本計画」では、石炭は「安定供給性や経済性
に優れた重要なベースロード電源の燃料」と位置
づけられ、「環境負荷を低減しつつ活用していく
エネルギー源」とされております。 

また、平成 27 年７月に決定された国の「長期
エネルギー需給見通し」では、「安全性、安定供
給、経済効率性及び環境適合を同時達成するため
には、バランスの取れた電源構成とする必要があ
る」とされております。石炭は、安定供給性、経
済性に優れ、価格についても他の燃料と比較して
安価で安定して推移しており、石炭火力はベース
ロード電源として 2030 年度の電源構成の 26％程
度を担うと位置づけられております。 

上記の「長期エネルギー需給見通し」に基づ
き、本年末に予定されているCOP21 を見据えて
2020 年以降の温室効果ガス削減に向けた「日本の
約束草案」が作成され、「2030 年度に 2013 年度
比▲26.0％の水準にする」との目標が設定されま
した。 

これを受け、電力業界は温室効果ガスの削減に
向け、本年７月に電気事業連合会加盟 10 社、電
源開発、日本原子力発電および新電力の有志 23
社が、電力業界の低炭素社会の実現に向けた新た
な自主的枠組みを構築し、「電気事業における低
炭素社会実行計画」を公表しました。この中で、
電力業界の低炭素化の目標として、「2030 年度に
排出係数 0.37 ㎏-CO2/kWh程度(使用端)を目指 
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  す」とされており、これは電力由来のエネルギー
起源二酸化炭素排出量にして、2013 年度比▲35％
程度に相当し、火力電源については、今後、高経
年化が進む中で、火力電源の高効率化が求められ
ていくものと考えられます。 

また、自主的枠組みの中で「目標達成に向けた
実効性ある仕組みを充実できるよう、今後も引き
続き参加事業者の中で協議を進めていく。」とさ
れております。 

火力発電の高経年化への対応という観点では、
東日本大震災後、電力需給の逼迫、及び燃料コス
ト増による電力コストの上昇が懸念され、従来以
上に安定的かつ効率的な電力供給が求められたこ
とから、平成 24 年に東京電力が火力電源の入札
募集を行ったのを皮切りに、各電力会社が火力電
源の入札募集を実施いたしました。入札募集にあ
たっては、国が募集に資するための基準を定め、
また落札者の決定にあたっては国の中立機関によ
り審査されることとなっております。 

かかる状況の中で、平成 26 年３月に関西電力
が火力発電の高経年化への対応及び経済性向 上
の観点から火力電源入札募集を行い、当社は神鋼
神戸発電所で長年培った大型石炭火力発電所の安
定操業のノウハウに加え、神戸製鉄所のインフラ
を有効活用した高効率な石炭火力発電設備の導入
を計画し、国の審査を踏まえた上で、本年２月に
落札し、同年３月に関西電力と電力需給契約を締
結いたしました。 

本計画においては、二酸化炭素の排出を抑制す
るため、国が定めた「BATの参考表」に則した高
効率な発電技術である超々臨界圧(USC)発電設備
を導入するとともに、電力需要地に近接した立地
とすることで送電エネルギーのロスを 小限にす
ることができ、安価な電力を大量かつ安定的に供
給することで神戸市のみならず、阪神地域の電力
自給率の向上に寄与するものと考えております。
 

② 大規模な発電所の燃料を天然ガスとする場合に
は、近傍にLNG受入基地が必要となりますが、神鋼
神戸発電所、及び神戸製鉄所の操業に影響を与え
ることなくスペースを確保することは困難である
ことから、発電所の燃料として天然ガス火力を選
択することは不可能と考えております。 

 
③ 本計画においては、国が定めた「BAT の参考

表」に則した高効率な発電技術である超々臨界圧
(USC)発電設備を導入することで、ばい煙排出量を
低減いたします。 

さらに、施設の稼働に伴う排ガスによる影響低
減を図るため、国内 高レベルのばい煙処理施設
を導入し、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんの
濃度及び排出量を可能な限り低減いたします。 

また、排ガス中の水銀を含む重金属等の微量物
質についても、ばい煙処理施設において、そのほ
とんどが除去されます。 

大気環境中の水銀濃度は、自治体が設置してい
る大気観測局で定期的に測定されており、神鋼神
戸発電所の周辺では神戸市が灘浜局で測定してお
ります。 
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2013 年度の平均濃度は 1.6ng/m3 であり、国の水
銀の指針値 40ng/m3 と比較して極めて小さくなっ
ております。 

また、灘浜局の大気環境中の水銀濃度は、神鋼
神戸発電所の運転開始前３年間の平均濃度が
2.3ng/m3 であるのに対し、運転開始後（2002～
2013 年度）の平均濃度は 2.2ng/m3 となってお
り、運転開始前後で大気環境中の水銀濃度に大き
な変化はございませんでした。 

なお、現在、水俣条約を踏まえた大気汚染防止
法の改正により、排出口での水銀の排出基準の検
討がなされております。今後、設定される排出基
準を踏まえて、適切に対応してまいります。 

 
平成 27 年に大気汚染防止法が改正され、一定規模

以上の石炭火力発電所に対して、大気への水銀排出
基準が設けられました。当社はこの排出基準を遵守
してまいります。 

28 P2-1 の 2.1 対象事業の目的として「地元神戸市の電
力自給率の向上に貢献している」としているが、神戸
市のいかなる計画に電力自給率の向上が目標としてい
るのか、一企業が自分の都合のいいような計画が市議
会や市役所で作ったように見せているのではないか。

神鋼神戸発電所については、阪神･淡路大震災の国
の復興特定事業に認定され、それまで大規模な電源
がなかった神戸市の電力自給率の向上に貢献してま
いりました。現在、神戸市は「環境貢献都市KOBE」
を目指しており、その達成のため 2020 年に向けた
20 のアクションプランを策定しております。その中
で神鋼神戸発電所は市内のピーク時電力需要の約７
割を賄える高効率石炭火力発電所として位置づけら
れております。 
本計画においては、神戸市のみならず、阪神地域の

電力自給率の向上に寄与するものと考えております。

29 P7-40 「安価な電力を供給する事で、地域経済の
更なる安定・発展に貢献」としてるが、この手続きの
説明会の対象が神戸市芦屋市であるから、両市の住民
には関電の他の地域とは異なる安価な電力が供給され
るとのことでしょうか。 

国の「長期エネルギー需給見通し」においては、
「電力コストを現状よりも引き下げることを目指
す」とされております。 

供給安定性、経済性に優れた石炭をベースロード
電源の燃料として使用することは、国のエネルギー
施策に則したものであり、関西電力管内の電力コス
ト低減に広く寄与するものと考えております。 

30 エネルギー需要の予測について 
今後、省エネ・再生可能エネルギーが普及していく

ことや、本発電所が稼動する 2021 年度以降には人口
は減少に転じることが予測されている。こうした影響
を受けて、エネルギー需要がさらに減少することを考
えると、このような大幅な設備増加は必要であるとは
考えにくい。 

国の「長期エネルギー需給見通し」においては、
2030 年度には、経済成長等により総電力需要の増加
が見込まれておりますが、徹底した省エネルギー対
策を行ったとしても、現状とほぼ同レベルで推移す
るものとされております。 

今後、火力発電所の高経年化が進行する中で、高
効率な火力発電の必要性はますます高まっていると
考えており、本計画はその方向性に沿ったものと考
えております。 

31  第四次エネルギー基本計画との整合性について 
エネルギー基本計画における記述をもとに、石炭は

経済性に優れるとしているが、為替動向の変化や、途
上国を中心とする石炭需要の変化などの石炭価格への
影響は予測がつかない上、国際的なCO2 規制強化によ
る炭素価格の上昇によって、石炭火力発電の経済性は
低下する可能性が高い。本事業の配慮書に対する意見
のなかで、経産大臣はCCSの導入に向けて二酸化炭素
分離回収設備に関する検討を行うことを求めている。
CCSが導入されれば事業の採算性は下がる可能性があ
るが、その場合の経済性に関する見解を示すべきであ
る。 

「東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議
取りまとめ」において、「国は、当面は、火力発電設
備 の 一 層 の 高 効 率 化 、 2020 年 頃 の CCS 
(Carbondioxide Capture and Storage，二酸化炭素回
収・貯留)の商用化を目指したCCS等の技術開発の加速
化を図るとともに、CCS導入の前提となる貯留適地調
査等についても早期に結果が得られるよう取り組
む。」とされており、「商用化を前提に 2030 年まで
に石炭火力にCCSを導入することを検討する。また、
貯留適地の調査や、商用化の目処も考慮しつつ CCS 
Readyにおいて求める内容の整理を行った上で、出来
るだけ早期に CCS Readyの導入を検討する。上記の検
討状況については、随時、事業者に対して情報を提供
する。」とあります。 
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第 8.1.2-1 表(24)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

  また、本年７月にとりまとめられた国の「次世代
火力発電に係るロードマップ中間とりまとめ」で
は、CCSには経済的なCO2 分離回収技術が不可欠とさ
れており、今後、検討が進められるものと考えられ
ます。 

二酸化炭素回収・貯留の導入に向けて、国から提
供される経済性の観点も含めた検討結果や技術開発
状況等を踏まえ、必要な検討を実施してまいりま
す。 

32 P2-11 交通に関する事項で、資材や石炭灰の搬出に
ついては、海上輸送により運搬するとしていますが、
原料の石炭のことはなぜ記載していないのか。 

原料の石炭の搬入については、方法書(P2-8)の発
電用燃料の種類において、既存の港湾設備を利用し
て船舶より受け入れる旨記載したため、方法書(P2-
11)の交通に関する事項においては省略いたしまし
た。 

 
資材等の運搬の方法及び規模については、準備書

第 2 章の「2.2.9 供用開始後の定常状態における燃
料使用量、給排水量その他の操業規模に関する事
項」に記載しました。 

 

3. 大気環境 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 大気への影響について 
大気汚染物質 
・硫黄酸化物 

硫黄酸化物は一般的に発電所の運転開始時、終了時
には排出が高濃度になることが想定され、発電設備に
よって違いが生じるので、主要機種ごとに評価を実施
する必要がある。 
また、使用する石炭の種類によっても汚染の度合いが
異なることが考えられる。低品炭を使用すると高濃度
になる可能性があるので、使用する可能性のある品種
ごとに評価を実施すべきである。硫黄酸化物の排出に
ついては、平均値だけでなく、 も汚染排出の度合い
が大きいタイミング（例えば、 も低い品質の石炭を

大の稼働率で利用した場合や、低品位炭を用いて運
転を開始する時・終了する時など）についても評価を
することが必要である。 
こうした排出は、環境基準値を下回れば良いのではな
く、排出を 小化する技術選択を評価すべきである。 

そのほか、他の固定発生源、周辺域を航行する船舶
などについて、季節変化を踏まえた総合評価を実施す
べきである。 
・窒素酸化物 
窒素酸化物は、一般的に発電所の運転開始時、終了時
には排出が高濃度になることが想定され、発電設備に
よって違いが生じるので、主要機種ごとに評価を実施
する必要がある。 
また、使用する石炭の種類によっても汚染の度合いが
異なることが考えられる。低品炭を使用すると高濃度
になる可能性があるので、使用する可能性のある品種
ごとに評価を実施すべきである。窒素酸化物について
も、平均値だけでなく、 も汚染排出の度合いが大き
いタイミング（例えば、 も低い品質の石炭を 大の
稼働率で利用した場合や、低品位炭を用いて運転を開
始する時・終了する時など）についても評価をするこ
とが必要である。 

本計画においては、国が定めた「BATの参考表」に
則した高効率な発電技術である超々臨界圧(USC)発電
設備を導入することで、ばい煙排出量を低減いたし
ます。 

さらに、施設の稼働に伴う排ガスによる影響低減
を図るため、国内 高レベルのばい煙処理施設(排煙
脱硫装置、排煙脱硝装置、集じん装置)を導入するこ
とで、排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじ
んの濃度及び排出量を可能な限り低減いたします。 

加えて、当社の鋼材事業の構造改革に伴う神戸製
鉄所上工程の加古川製鉄所への集約により、製鉄設
備の一部を休止いたします。これらにより、神戸市
との間で取り決めている神戸製鉄所全体からの硫黄
酸化物、窒素酸化物、ばいじんに関する神戸市と締
結している「環境保全協定」の年間総排出量の協定
値を新発電所稼働後も遵守いたします。 

 
配慮書に記載の年平均値の予測結果では、排ガス

による大気質への影響については、 大着地濃度の
年平均値はバックグラウンド濃度と比較して極めて
小さく、将来予測環境濃度は、環境基準に適合して
いることから、大気質への影響は小さいものと評価
しております。 

なお、バックグラウンド濃度は、一般環境大気測
定局の５か年平均値を使用しており、神戸製鉄所、
神鋼神戸発電所のほか、周辺域の航行船舶等の影響
を含んだものとなっております。 

 
大気質の影響については、「発電所アセスの手

引」を参考に、本計画に関する事業特性及び地域特
性を踏まえ、今後、調査、予測及び評価を実施し、
その結果を準備書に記載いたします。 

 
「発電所アセスの手引」においては、予測対象時

期等として、「発電所の運転が定常状態となる時期 



 

8.1-28 

(394) 

第 8.1.2-1 表(25)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 こうした排出は、環境基準値を下回れば良いのではな
く、排出を 小化する技術選択を評価すべきである。
そのほか、他の固定発生源、周辺域を航行する船舶な
どについて、季節変化を踏まえた総合評価を実施すべ
きである。 
・浮遊粒子状物質 

本方法書に示された大気質の状況によると、浮遊粒
子状物質は一般局 30 局中 1 局で短期的評価・長期的
評価ともに適合していない。また自排局の短期的評価
では 18 局中 4 局、長期的評価では 18 局中 1 局の長期
的評価が適合しない。微小粒子状物質（PM2.5）は一
般局 13 局中 12 局で短期的評価に適合せず、13 局中 7
局で長期的評価に適合しない。また自排局は年間有効
測定日数未満の 1 局を除く全ての局で環境基準の評価
に適合しない。光化学オキシダントはそれぞれの物質
を測定しているすべての測定局で環境基準の評価に適
合していない。 

このような現状に加え、本事業による追加的な汚染
物質の排出によってさらなる影響が懸念される。発電
施設を建設し、道路など他の施設の環境対策を実施
し、環境基準を下回る具体的対策の評価を実施すべき
である。 
 
・粉じん等について 

石炭の粉塵については、「石炭は密閉型サイロに貯
蔵、揚炭設備及びコンベアは密閉構造とするため、石
炭粉じんの飛散防止が図られていることから、評価項
目として選定しない。」とあるが、石炭搬入の際は開
口部などが完全密閉にはならないので、飛散の評価を
実施すべきである。石炭の種類によっては、低品位炭
使用などがあれば高濃度になる可能性があるので、主
要石炭種類毎に評価を実施すべき。 
 
・重金属等の微量物質について 

水銀をはじめ、考えられる物質を広範囲に評価し、
その排出が限りなくゼロになるような具体的な除去技
術を複数手段、比較検討すべき。石炭種類、低品位炭
使用などがあれば高濃度になる可能性があるので、主
要石炭種類ごとに評価を実施すべき。 
 
・光化学オキシダント 

当該地域は、環境基準を超過しているので、本計画
の実施によって追加的にどのような環境影響が発生し
うるのか、評価を実施すべき。 
 
・大気全般について 

こうした環境基準を上回る項目もある状況下での新
規設備の稼働・追加排出は、現状よりも周辺環境をさ
らに悪化させる可能性があり、事業の再考を求めた
い。本計画による大気汚染の悪化によってしきい値を
超え、現時点において表面化していない被害（健康被
害等）を顕在化させる恐れもある。 

また、かつて大気汚染公害を引き起こし被告企業と
して環境再生への取り組みを進めてきた努力や信頼を
台無しにするものである。 

及びばい煙（硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん）
に係る環境影響が 大になる時期」とされておりま
す。 

窒素酸化物は、発電所の運転開始時に短時間に高
濃度が発生しますが、時間排出量は定格運転時が
大となります。 

また、窒素酸化物は運転終了時に、硫黄酸化物は
運転開始時及び終了時に濃度上昇はありません。 

従って、大気質の予測については発電所のばい煙
排出量が 大となる条件を予測の諸元として計画し
ております。 

 
二酸化炭素排出量は、「地球温暖化対策の推進に

関する法律」等に基づく算定手法に従い、適切に算
出した結果を準備書に記載いたします。 

なお、石炭性状については成分のばらつきを考慮
して設定いたします。硫黄酸化物、窒素酸化物、ば
いじんのそれぞれの項目について排出量が 大にな
る条件とします。 

 
海上輸送の船舶による大気質については「発電所

アセスの手引」において環境影響評価項目でないた
め、選定しておりません。 

 
PM2.5 及び光化学オキシダントについては、その

生成メカニズムが十分解明されておらず、精度の高
い予測手法が確立されていないため環境影響評価項
目に選定しておりません。 

PM2.5 については今後、国の動向を注視し、 新
の知見を収集するなど実態の把握を進め、精度の高
い予測手法が確立された際には、環境影響評価の実
施について検討してまいります。 

なお、施設の稼働に伴う排ガスについては、国内
高レベルのばい煙処理施設を導入する計画とし、

PM2.5 及び光化学オキシダントの原因物質となる硫
黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんの濃度及び排出量
を可能な限り低減いたします。 

配慮書に記載の予測結果では、排ガスによる大気
質への影響については、 大着地濃度の年平均値は
バックグラウンド濃度と比較して極めて小さく、そ
の寄与率は、二酸化硫黄 1.9％、二酸化窒素 0.6％、
浮遊粒子状物質 0.1％であり、大気質への影響は小
さいものと考えております。 

 
「発電所アセスの手引」において、石炭粉じんに

ついては「石炭火力発電所においては、屋外に貯炭
場を設置する場合に、そこから石炭粉じんの飛散の
影響が、近傍に民家等が存在する場合は想定される
ことから、参考項目として設定する」とされており
ます。 

本計画では、石炭は密閉型サイロに貯蔵、揚炭設
備及びコンベアは密閉構造としており、石炭粉じん
については飛散防止対策が図られていることから、
評価項目として選定しておりません。また、石炭灰
についても屋内式貯蔵設備に保管する計画としてお
り、飛散等による影響はないものと考えておりま
す。 

有害大気汚染物質は、大気汚染防止法第２条第 13 
項の規定により、「継続的に摂取される場合には人 

2 製鉄所高炉の停止によって巨大排出源がなくなった
が、跡地に石炭火力発電所の増設。大気汚染非悪化の
原則からいえば、新たな発電所の稼働は、 新技術を
駆使したとしても長期・大量に大気汚染物質を排出 
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第 8.1.2-1 表(26)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 し、間違いなく現状より大気環境を悪化させる。 
大気汚染による環境影響評価の対象としている 20km圏
内には、4000 人を超える公害認定患者が生活してい
る。また、学校保健統計による幼稚園から高校までの
ぜん息患者は 5 万人を超えると推計される。こうした
呼吸器系に疾病を抱えるものにとって大気汚染の悪化
は疾病の増悪に直結しており、「増設しても環境基準
を超えないから大丈夫」などというものではない。 

ましてや、同地域（20km圏）では国が環境基準を定
めているPM2.5 と光化学オキシダントのいずれも広範
囲で環境基準を満たしていない。公害患者をはじめリ
スクを抱える者にとって、これ以上の大気汚染排出源
の建設は決して容認できるものではない。 

さらに御社は大気汚染公害訴訟のかつての被告企業
であり、20 年前に約束した同訴訟和解時の「発言内
容」を守る義務と責任がある。和解の当事者である公
害患者への説明責任を果たすことは、御社の 低限の
義務である。以下、方法書への意見を述べる。 
 
＜大気汚染物質＞ 
■硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、浮遊粒子状物
質 
 ●高濃度となる運転開始、終了時を含めて評価の対
象とすること。 
 ●排出量は機種ごとに異なるので、すべての機種を
評価の対象にすること。 
 ●燃料となる石炭の種類ごとに評価をすること。 
 ●排出量を 小化する技術選択をした上、技術ごと
に評価すること。 
 ●稼働中の石炭火力発電所及び附帯設備等の固定発
生源、石炭搬入時の船舶、残滓搬出等の移動発生源等
との総合評価を季節変化もふまえて評価すること。 
■微小粒子状物質（PM2.5） 
 PM2.5 は、一般局（18）で 7 局、すべての自排局
（14:うち 1 局は年間有効測定日数未満）で環境基準に
適合していない。発電所周辺（半径 20km圏）のPM2.5
による大気汚染は広域かつ深刻で、高濃度汚染の現状
を中国大陸からの広域移流だけでは説明することがで
きない。光化学オキシダントも環境基準を上回る状況
が続いている。 
経産大臣意見は配慮書への意見で、「自動車から排出
される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における
総量の削減等に関する特別措置法（NOxPM法）の対策
地域に指定されている。また、大気汚染物質の環境基
準を達成していない地点も存在する。大気環境の改善
が必要な地域であることから、大気環境についても十
分な配慮を行うこと」と述べている。これらを踏まえ
て以下の評価を実施すること。 
 ●既設の発電所、道路を含む附帯施設の環境対策を
実施し、環境基準を下回る具体策を評価すること。環
境基準を上回る現状の改善こそ急務で、新増設などあ
り得ない。 
■粉塵 
 ●石炭搬入時の船舶、残滓搬出等の移動発生源等と
の総合評価を季節変化もふまえて飛散の評価をするこ
と。 
■重金属 
 ●水銀をはじめ重金属類を広範囲に評価すること。
水銀については、大気汚染防止法の改正、その後の法

の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原
因となるもの」とされており、その施策は、同法第
18 条の 20 の規定により、「科学的知見の充実の下
に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防
止されるようにすることを旨として実施されなけれ
ばならない」とされております。また、優先取組物
質は、当該物質の有害性の程度や我が国の大気環境
の状況等に鑑み、健康リスクがある程度高いと考え
られる有害大気汚染物質とされ、現在は 23 物質が選
定されております。 

 
施設の稼働に伴う排ガスにおける重金属等の微量

物質については、国が定める優先取組物質の中で石
炭中に含まれる微量物質で、排煙として排出される
可能性のある６物質とし、ヒ素及びその化合物
（As）、ベリリウム及びその化合物（Be）、クロム
及びその化合物（Cr）、水銀及びその化合物
（Hg）、マンガン及びその化合物（Mn）、ニッケル
化合物（Ni）について調査、予測及び評価を実施す
る計画としております。 

予測にあたっては、石炭中の重金属等の微量物質
の濃度として現時点で使用が予定されている石炭の
中で も高い値を設定して予測計算を実施いたしま
す。前提となる石炭性状については、今後、詳細検
討を行い、準備書に記載いたします。 

 
温室効果ガス等については、準備書第 12 章の

「12.1.9 温室効果ガス等」に記載しました。 
施設の稼働（排ガス）による大気質への影響につ

いては、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環境」に記
載しました。 
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第 8.1.2-1 表(27)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 
規制の整備を待つことなく、大気中への排出が限りな
くゼロになるような具体的な除去技術を複数選択し比
較評価すること。 

 

3 大気汚染の影響評価について 
影響評価は拡散予測濃度と環境基準の比較だけでは

不十分であり、石炭火力から放出されるすべての汚染
物質の環境への放出量を明らかにし、それら放出量に
かかる影響評価が必要。 
＜理由＞①立地地域はNOx･PM法による総量規制地域で
あること、②CO2 のように排出量の削減が必要な汚染
物質があること、③濃度規制であってもPM2.5 のよう
に環境基準を超えているなど、排出負荷の増加が許さ
れない汚染物質があること、④NOxやSOxのように
PW2.5 汚染の原料物質となる汚染物質が存在すること
など、量的評価が必要な汚染物質が少なくないからで
ある。 

4 予定している燃料炭の炭種･産地別それぞれについ
て、成分（主成分だけでなく、各種微量成分や放射性
物質なども）、発熱量、CO2 排出係数などを明らかに
し、それら燃料炭別に、CO2、NO2、SO2、SPM、PM2.5、
石炭灰、微量成分などの発生量、及びそれら発生量の
うち環境へ放出される量を予測し、影響評価を行うこ
と 
＜理由＞石炭は炭種･産地によって成分はさまざまで
あり、燃焼特性も異なり、それに応じて排ガス量、CO2

やNOx、PM2.5 など燃焼生成物の量や性質も変化するの
で、炭種･産地の異なる燃料炭それぞれについて影響
評価する必要がある 

5 高層気象の観測に関する意見 
高層気象の測定地点のデータとして、六甲山とポー

トタワーの 24 年度から 26 年度の月別の 多風向を
見ると 2 地点で 90 度以上乖離しているのは H24 年度
は 4，5，8，10，3 月、 H25 年度は 5，8，10，2 月、
H26 年度は 4，5，9，10，11，3 月の 18 ヶ月ある。同
一又は隣接は 11 ヶ月しかなく、予測範囲内の高層風
の状況は複雑である。 
ドップラーソーダの観測結果がまだないが、大気混合
層は 1000mから 2000m と思われる、一方六甲 高峰で
は 1000m近い高さがあり、数百mの尾根が続いている。
南からの風は六甲山地では、山を越える空気塊、東西
方向に方向を変える空気塊、山に当たり山肌に沿い下
降する北風と複雑な形態を示す。海陸風について考え
ても、海岸線と山との距離は芦屋と三宮では倍ほど違
っており、予測範囲内の地形は複雑で、新設するに
は、国内で一番複雑な地形ではないか。 

海風については川鍋による神戸市東部における海風
の測風 2 点観測 (1966)は事業地付近で気球で測定
し、南北方向の断面での風の状況を解析している。 

その結果では東西成分では海岸線から 2000m のとこ
ろでは高度 300m 、さらに 1500m 山側では 600mに強
風域が存在し、べき乗法則はそれ以下でしか成立して
いない。また、西風が卓越しているが、高い層では逆
に弱い東風が卓越する領域がある。 

南北成分でも地形による変化があり、下層は南風、
上層は北風、垂直成分でも高度 1000m以下で上昇、
1000m以上で下降と非常に複雑である。 

神戸市の大気汚染の 2015 年の 7 月上旬の実測デー
タをみると、2015 年 7 月 8 日 24 時の 観測データは、

施設の稼働に伴う排ガスによる大気質の影響につ
いては、「発電所アセスの手引」を参考に、本計画
に関する事業特性及び地域特性を踏まえ、環境影響
評価項目並びに調査、予測の方法を選定しておりま
す。今後、適切に調査、予測及び評価を実施し、そ
の結果については準備書に記載いたします。 

気象調査は、方法書(P6-9～30)に詳細を記載して
おりますが、対象事業実施区域の近傍において、下
記の項目について計画しており、対象事業実施区域
周辺の地域特有の予測評価に反映できるものと考え
ております。 

１)地上気象観測：対象事業実施区域近傍で、1 年
間の連続測定(風向・風速、日
射量、放射収支量、温度、湿
度) 

２)上層気象観測：対象事業実施区域近傍で、1 年
間の連続測定(風向・風速) 

３)高層気象観測：対象事業実施区域近傍で、四
季ごとに１週間の定時測定及
び内陸地点において冬季をの
ぞく三季において１週間の定
時測定 

また、気象観測結果については、観測期間と平年
同時期との比較検証（天気概況、異常年検定、観測
期間の気象、季節代表性検証）し、大気拡散予測に
用います。 

気象観測結果は、季節の代表性等について、神戸
地方気象台の過去のデータや天気図等を用いて検証
いたします。具体的には、気象の現況調査の結果
は、現地調査地点近隣の 10 年間の気象観測結果と比
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第 8.1.2-1 表(28)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 ポートタワー、東灘、六甲アイランド、灘、灘浜は
東、東北東の風、葺合で北北西となっている。 

これは、東風が六甲山地にぶつかり、葺合で吹き降
ろしの風となっていると考えられる。同年 7 月 9 日
2 時の観測データは、ポートタワー、東灘、六甲アイ
ランド、灘浜は東よりの風、灘、葺合で北よりの風と
なっている。 
これは、東風が六甲山地にぶつかり、灘、葺合で吹

き降ろしの風となっていると考えられる。 
7 月 9 日 10 時の観測データは、ポートタワー、六

甲アイランド、灘浜、灘、葺合で南よりの風、東灘で
北風となっている。 

これは、南風が六甲山地にぶつかり、東灘で吹き降
ろしの北風となっていると考えられる。 

7 月 12 日 4 時の観測データは、東灘、灘浜 南西
方面の風 葺合:北北西、灘:北東方面の風となってお
り、東灘、灘、灘浜で右回りの渦が生じていると考え
られる。 

7 月前半の時間値データを少し見ただけでも、びっ
くりするぐらい測定点や時間とともに変化している。

一部ページのコピーしか持ち合わせていないので、
出典が不明であるが、神戸海洋気象台の堀内俊彦氏が
昭和 40 年 1 月 28 日と 1 月 30 日に神戸市東部で 19 地
点よりゴム風船を 10 時と 16 時の 2 回放出した結果を
見ると、びっくりするぐらい複雑である。(別紙に 30
日の気流を添付) 

本来なら、予測範囲を 1kmメッシュに切り各メッシ
ュに気象観測点がなければ現状を把握できない気がす
るが、地形データの長年の気象観測のデータから流体
力学シュミレーターのカを借りれば気流の状況はトレ
ースできるかもしれないが、長年のデータのある地上
気象の観測点(大気汚染の観測点)すべてで高層気象が
必要では。 

通年でなく短時間の測定結果だけであるが、複雑で
あり、陸海風、山谷風があり複雑であることを証明し
ている。 
さらに海上埋立地の六甲アイランド、ポートアイラン
ドにはかなりの住民が定住しており、海上の状況も考
慮する必要がある。 

p4-13 からの予測結果の図において、風向風速が変
われば、 大着地点が山林でなく人口密集地になるこ
ともあり、 大のコンタ一範囲も大部分が人口密集地
になることもある。ドップラーソーダは音の問題があ
り、住宅密集地では測定に困難がある場合もあるが、
地形が複雑で風の状況が複雑な住宅密集地で新設する
ことを事業者が選んだ以上、その困難は事業者として
乗り越えるべきである。よって、意見としては、予測
範囲内で風向は一定でなく、複雑地形を考えると、風
向風速は十分な地点で実測すべきで、地上風の測定地
点すべてで 3 年間の高層風の測定をすべき。 
 

※別紙は、著作権上の取扱が不明であることから掲
載は省略いたしました。 

較して、「窒素酸化物総量規制マニュアル(新版)」
(平成 12 年、公害研究対策センター)に記載されてい
る「異常年検定」を行い、調査結果が異常ではない
ことを検証いたします。 

これにより、観測期間は１年間で十分と考えてお
ります。 

なお、施設の稼働に伴う排ガスによる大気質の影
響については、地形影響についても予測評価を実施
し、対象事業実施区域周辺の地形を反映した予測を
実施する計画としております。 

 
気象観測結果及び施設の稼働（排ガス）による大

気質への影響については、準備書第 12 章の「12.1.1
大気環境」に記載しました。 

6 P6-9 高層気象の測定の六甲山とポートタワーの 24
年度から 26 年度の月別の 多風向を見ると、同一又
は隣接する風向が 多風向とならない月は六甲山では
7,8,9,11 の 4 ヶ月、同じくポートタワーでは
4,5,11,2,3 の 5 カ月ある。（たとえば六甲山の 7 月の

多風向はH24 はSSE、H25 はW、H26 はS、9 月はH24 は
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第 8.1.2-1 表(29)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 ESE、H25 はE、H26 はNNW）。1 年間では観測データが
本当にその地点の平均かわからない。地上風において
も東灘、灘、灘浜の月別の 多風向データを見ると 3
年間で他の年と異なる場合が生じており、月、地点に
よりその違う年度は異なり、同様の状況である。3 年
間測定すれば、1 年のみ異なっていることから、平均
が推定できる。いかなる拡散計算においても、風向風
速の設定で結果は大きく異なる、複雑地形にあえて新
設するのであるから十分な観測が必要。米国のPM2.5
の 98％値など多くの項目で気象条件で濃度が大きく変
動するから 3 年平均で評価している。よって、意見と
しては住宅密集地での新設で複雑地形であるから気象
の観測期間は 3 年以上とすべき。 

 

7 気象条件 
当該地域の気象条件は、複合大気汚染による大気汚

染公害があった地域でもあり、風のない場合など汚染
物質が一定の範囲にたまりやすい既設・気象条件の評
価などを慎重に行う必要がある。 

8 大気環境の調査報告の内、気象状況は、灘浜大気測定
局(風向、風速)と灘大気測定局(日射量、放射収支量)
を目的別に使い分けて二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊
粒子状物質の 大着地濃度等必要な数値を求め、環境
基準との対比を行っておられますが、神鋼神戸発電所
の現地の 150 メートルの煙突から出るこれら大気汚染
物質の測定には、この資料の活用は適当とは思われま
せん。 
 現在は、中突堤に、中・高層の気象を観測するポー
トタワー気象観測局があり、現に市政に重要な位置を
占める「神戸港湾計画」の改訂(平成 18 年 2 月)に伴
う「神戸港湾計画資料(その 2)」の文書中、3．環境へ
の影響と評価の「3-2．大気質への影響の予測と評
価」の項の(3)気象モデル①気象ブロックの項に、表
3-2-5 (神戸の)気象ブロックとその代表気象局が載
せられています。その表によれば気象ブロック該当地
区として①神戸市街東地区の接地層、地上の代表気象
局は灘局。その上の中層、高層の代表気象局はポート
タワー気象観測局となっています。(⑦海上等の接地
層は灘浜局、中層・高層は同じくポートタワー気象観
測局となっています) 

 以上のことからも大気環境の項は改めてポートタ
ワー気象観測局の観測資料を駆使して評価が出される
ことが適当です。 
大気質への影響の予測と評価に、灘や灘浜の気象デー
タを使って評価し、 大着地濃度地点を東灘区として
いるが、違う可能性が高い。配慮書・方法書のやり直
しが必要だ。 

配慮書では、計画段階配慮事項として施設の稼働
に伴う排ガスによる大気質の影響について、予測及
び評価を実施しました。 

この際、気象データは、事業実施想定区域の近傍
の気象観測局の結果を用いることにより、精度の高
い予測ができると考えました。 

風向及び風速は、灘浜大気測定局（煙突計画地点
より約 1.1km）、日射量及び放射収支量は、灘大気
測定局（煙突計画地点より約 2.0km）の平成 25 年度
の測定値を気象条件としました。 

なお、ポートタワー気象観測局は、煙突計画地点
より約 5.8kmあり、近傍とは考えておりません。 

 

9 神戸市の大気質への影響の予測と評価では、神戸市街
東地区気象ブロックの代表気象局は、地上（接地層）
は灘、中層・高層はポートタワーと設定している。 

10 施設稼働に伴うNOx等（SOx、SPM）のNOxマニュアル
の使用に関する意見 

大気質の予測で拡散計算をNOxマニュアルとしてい
るが、このマニュアルの 4-3 気象モデルには「発生
源の位置における風向・風速で汚染物質が拡散希釈さ
れながら運ばれるという拡散の式である」と記載して
いる。地形影響の予測の「環境アセスメントのための
排ガス拡散数値予測手法の開発」は拡散幅の修正で風
向変化には対応していない。NOxマニュアルはH12 発行
としているが、一番新しいJAEモデルですら昭和 50 年

施設の稼働に伴う排ガスによる大気質の影響につ
いて、「発電所アセスの手引」を参考に、予測計算
を実施いたします。 

計算に用いる計算式は、「発電所アセスの手引」
に記載された煙上昇式、拡散式及び他の発電所の環
境影響評価において実績があり、信頼性のある審査
会等でも認められている手法を選定しております。 

また、年平均相当値については、日平均値に係る
環境基準を年平均値に換算した値であり、｢産業公害
総合事前調査における大気に係る環境濃度予測手法 



 

8.1-33 

(399) 

第 8.1.2-1 表(30)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 代に作成されており、設備で 新の技術を導入する
のと同じく環境予測でも 新の知見を利用すべきであ
る。 

千葉県のH23.2.3 の審議会の資料においてもNOxマニ
ュアルの式は海陸風循環、風向変化に関しては不可と
している式である。 

施設の稼働に関しては高煙源であるから 大着地点
がかなり離れるが、NOxマニュアルのプルーム・パフ
式は予測範囲で風向が一定であることが必要である。
ところが、高層気象に関しては、六甲山とポートタ

ワーの 24 年度から 26 年度の月別の 多風向を見ると
2 地点で 90 度以上乖離しているのはH24 年度は
4,5,8,10,3 月、H25 年度は 5,8,10,2 月、H26 年度は
4,5,9,10,11,3 月の 18 ヶ月ある。同一又は隣接は 11
ヶ月しかなく、予測範囲内で風向が変化している。 

示している予測結果は発生源の風向・風速で 後ま
で拡散するとの前提の手法で、山地付近に 大濃度が
出現しているが、現実には途中で海側へ流れる、 大
着地濃度は住宅密集地に当たる可能性もある。 

また、地上風でも 2014 年の 多風向を見ると、事
業地のごく近傍の局で見ると東灘はSSW、灘はNNW、灘
浜はENEと大きく異なる。範囲を広げても灘浜のENEと
一致するのは港島しかない。灘浜の 多風向のENEの
100 日で見ると、灘でENEは 38 日あるが、一方反対のS
よりの風が 14 日、Wよりが 18 日ある。東灘ではそれ
ぞれ、19 日、7 日、10 日であり、地上風も風向が場所
により変化している。 

新設で場所を選択できるのに、あえて住宅密集地で
新設するのであるから、複雑地形で風向が変化するこ
とを考慮すべきである。 

別意見で、予測範囲内の風の状況は詳細に示してい
るので、重複するので記載しませんが、そちらも参照
のこと。 

よって、意見としては、NOxマニュアル等のプルー
ムパフ式の解析解モデルを適用できない場所で新設し
ようとしている。解析解モデルでなく数値解モデルを
使用し風向の変化に対応すべきである。 

マニュアル｣(昭和 60 年、通商産業省)に示された、
環境濃度の年平均値と日平均値の２％除外値及び
98％値の地域における関係性に基づき算出しており
ます。 

この算出方法は、他の発電所における環境影響評
価において多くの実績がある方法となっておりま
す。 

 
施設の稼働（排ガス）による大気質への影響につ

いては、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環境」に記
載しました。 

11 この発電所は、新設で住宅密集地の近くで複雑な地
形の場所に造っている。 

大気混合層は 1000mから 2000mと思われる、一方六
甲 高峰では 1000m近い高さがあり、数百mの尾根が続
いている。南からの風は六甲山地では、山を越える空
気塊、東西方向に方向を変える空気塊、山に当たり山
肌に沿い下降する北風と複雑な形態を示す。また、海
風を考えても、海岸線と山との距離は芦屋と三宮では
倍ほど違う、さらに海上埋立地の六甲アイランド、ポ
ートアイランドにはかなりの住民が定住している。風
の状況は複雑であり、NOxマニュアルが適用できない
ような条件（風向が予測範囲内で一定でない）の日が
多々ある。1 時間値だけでなく日平均の 98％値や 2％
除外値については、過去数年の気象と環境測定のデー
タを照合し、日平均値が高濃度を示す気象条件を導き
出し、おのおの日の拡散計算を行い、気象条件の年間
の頻度を予測し、98％値、2％除外値に相当する値を
出すべき。（要は日平均値から 2％除外値、98％値の
回帰式のような簡単な方法でなく気象条件を把握して
拡散計算で出す） 

12 汚染物質の濃度予測シミュレーションモデルについて
 「NOxマニュアル」などによるとしているが、「NOx



 

8.1-34 

(400) 

第 8.1.2-1 表(31)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 マニュアル」（新版 246 頁）はシミュレーションモデ
ルによる予測値と実測値の整合性について判定条件を
示し、それを満足するよう要請している。判定条件に
照らして適用に耐えるモデルを用いるべきである。 
＜理由＞立地地域は海陸境界域であり、陸域は急峻な
六甲山系が迫っており、一般的なプルーム･パフモデ
ルなどは適用が困難な地形特性、気象特性を有してい
る。かかる地域実態に即した手法が適用されるべき 

 

13 10 年ほど前に造られた磯子石炭火力発電所の大気汚染
排出規制基準は、SOx 10ppm NOx 13ppmであるが、新
設の神戸製鋼所火力発電所の大気汚染排出規制基準は
SOx 13ppm NOx 20ppmであり、磯子石炭火力発電所の
規制値を超えている。 新鋭の環境対策を実施してい
くというのであれば、せめて磯子石炭火力発電所の規
制値以下にすべきだ。また、排出濃度のみならず、旧
製鉄所設備 晩年の稼働時期の稼働率をも考慮した実
質NOx、SOx、CO2 の総排出量を現行の石炭火力発電所
と今回計画の増設の石炭火力発電所の総合計で超える
べきではない。多くの人々の努力の結果、改善してい
る大気環境を汚染が低減したからと新たに汚染してい
い権利など何人にも許されるものではない。 

 電力事業は公共性が高く、電力を安定して供給す
ることが求められます。排煙処理装置の仕様の検討
にあたっては低濃度で長期間にわたって安定稼働を
継続できる必要があります。そのため、神鋼神戸発
電所で培った操業ノウハウを活用できる設備を導入
してまいります。 
 硫黄酸化物の排出濃度は、１時間平均値で 大で
も 13ppmを遵守する計画とし、操業においては国内

高水準の脱硫処理を行います。 
 窒素酸化物については、排煙脱硝装置において触
媒によりNOxを分解除去いたしますが、排ガス温度が
400℃程度にならないと設計の性能が発揮されませ
ん。 
 神戸市と締結している「環境保全協定」では、少
しでも早い段階から窒素酸化物濃度を低減するため
発電設備の立ち上げ途中である排ガス温度が 300℃
の時点から排煙脱硝装置を作用させることが決めら
れているため、他社に比べて高い数値になっており
ますが、定常運転時は、これより低い濃度で管理
し、国内 高水準の脱硝処理を行います。 

本計画においては、国が定めた「BATの参考表」に
則した高効率な発電技術である超々臨界圧(USC)発電
設備を導入することで、ばい煙排出量を低減いたし
ます。 

さらに、施設の稼働に伴う排ガスによる影響低減
を図るため、国内 高レベルのばい煙処理施設を導
入することで、排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化
物、ばいじんの濃度及び排出量を可能な限り低減い
たします。 

加えて、当社の鋼材事業の構造改革に伴う神戸製
鉄所上工程の加古川製鉄所への集約により、既設製
鉄設備の一部を休止いたします。これらにより、神
戸市との間で取り決めている神戸製鉄所全体からの
硫黄酸化物､窒素酸化物､ばいじんに関する年間総排
出量の協定値を新発電所稼働後も遵守いたします。 

なお、日本の環境対策技術は、世界的に見ても
高レベルの技術を有していると考えております。 

14 「国内 高レベルのばい煙処理施設」はウソだ。 

◇Jパワー磯子新 2 号機 
（2009 年 7 月稼働） 

増設石炭火力発
電方法書 

硫黄酸化物 
窒素酸化物 
ばいじん 

10ppm 
13ppm 
5mg/m3N 

13ppm 
20ppm 
5mg/m3N 

15 年前に稼働したばい煙処理施設よりも性能が悪い。

15 ｐ7-8 個別的事項の大気質で「国内 高レベル」
となるが世界 高の設備を導入すべき。 

16 P7-8 高レベルのレベルの範囲はどの程度か。た
とえば「 高から 50 番目」でも 高レベルとするの
か、レベルの内容の具体的に数値を示すべき。 

17 P7-8 高レベルの内容としては、処理性能が
高レベルのものを選び、金銭は考慮しないと考えてよ
いのか。 

18 地域住民に対する説明会の中で、「神戸市との環境
基準を守っている」「国の環境基準、ガイドラインに
従って進めている」と言うだけで、法的 低基準しか
満たす気はないという姿勢が散見される。積極的に
良の環境対策を取り入れるよう求める。 

本計画においては、国が定めた「BATの参考表」に
則した高効率な発電技術である超々臨界圧(USC)発電
設備を導入することで、ばい煙排出量を低減いたし
ます。 

さらに、施設の稼働に伴う排ガスによる影響低減
を図るため、国内 高レベルのばい煙処理施設を導
入することで、排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化
物、ばいじんの濃度及び排出量を可能な限り低減い
たします。 

加えて、当社の鋼材事業の構造改革に伴う神戸製
鉄所上工程の加古川製鉄所への集約により、製鉄設
備の一部を休止いたします。これらにより、神戸市
との間で取り決めている神戸製鉄所全体からの硫黄
酸化物、窒素酸化物、ばいじんに関する年間総排出 

19 評価水準 
環境基準を下回っていれば現状よりいくら汚染が悪

化しても良いという考え方ではなく、現状より悪化さ
せず、むしろ改善につなげるための技術評価を行うべ
きである。 
また個別装置についても「可能な限り低減する」、

「適切な運転管理及び定期的な点検により性能維持に努
める。」といった、第三者による計測、検証が不可能な
評価基準にとどめるのではなく、既存施設の 良濃度を
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第 8.1.2-1 表(32)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 悪条件下でも越えない野心的な水準が必要である。  

20 方法書を貫いているのは、いずれの評価項目でも「環
境基準をクリアすれば良い」という考えに基づいてお
り、「環境基準までは排出して良い」としか読めな
い。大気汚染は人の健康に重大な影響を与えることか
ら国による規制の対象となっており、現状の改善と非
悪化が原則であることを自覚して万全の対策をとるべ
きである。 

量の協定値を新発電所稼働後も遵守いたします。 
 
大気質の影響については、「発電所アセスの手

引」を参考に、本計画に関する事業特性及び地域特
性を踏まえ、今後、調査、予測及び評価を実施し、
その結果を準備書に記載いたします。 
 

施設の稼働（排ガス）による大気質への影響につ
いては、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環境」に記
載しました。 

21 この事業について、入札は燃料種の指定はなく、石
炭を選択したのは神鋼であり、その結果少なくとも、
SPM、PM2.5 の環境汚染のリスクはLNGに比べて増大し
ている。 

そのリスクを一番低いLNGと同等以下にまで低減す
る義務は神鋼にある。新規事業であるから、環境対策
の負担の増大を含め、燃料種の選択をすべきである。

新規の発電所建設で、石炭を選ぶメリットは事業者
が享受し、デメリットを住民に負担させるべきではな
い。 

平成 26 年４月に閣議決定された国の「エネルギー
基本計画」では、石炭は「安定供給性や経済性に優
れた重要なベースロード電源の燃料」と位置づけら
れ、「環境負荷を低減しつつ活用していくエネルギ
ー源」とされております。 

また、平成 27 年７月に決定された国の「長期エネ
ルギー需給見通し」では、「安全性、安定供給、経
済効率性及び環境適合を同時達成するためには、バ
ランスの取れた電源構成とする必要がある」とされ
ております。石炭は、安定供給性、経済性に優れ、
価格についても他の燃料と比較して安価で安定して
推移しており、石炭火力はベースロード電源として
2030 年度の電源構成の 26％程度を担うと位置づけら
れております。 

上記の「長期エネルギー需給見通し」に基づき、
本年末に予定されている COP21 を見据えて 2020 年以
降の温室効果ガス削減に向けた「日本の約束草案」
が作成され、「2030 年度に 2013 年度比▲26.0％の
水準にする」との目標が設定されました。 

これを受け、電力業界は温室効果ガスの削減に向
け、本年７月に電気事業連合会加盟 10 社、電源開
発、日本原子力発電および新電力の有志 23 社が、電
力業界の低炭素社会の実現に向けた新たな自主的枠
組みを構築し、「電気事業における低炭素社会実行
計画」を公表しました。この中で、電力業界の低炭
素化の目標として、「2030 年度に排出係数 0.37 ㎏-
CO2/kWh 程度(使用端)を目指す」とされており、こ
れは電力由来のエネルギー起源二酸化炭素排出量に
して、2013 年度比▲35％程度に相当し、火力電源に
ついては、今後、高経年化が進む中で、火力電源の
高効率化が求められていくものと考えられます。 

また、自主的枠組みの中で「目標達成に向けた実
効性ある仕組みを充実できるよう、今後も引き続き
参加事業者の中で協議を進めていく。」とされてお
ります。 

火力発電の高経年化への対応という観点では、東
日本大震災後、電力需給の逼迫、及び燃料コスト増
による電力コストの上昇が懸念され、従来以上に安
定的かつ効率的な電力供給が求められたことから、
平成 24 年に東京電力が火力電源の入札募集を行った
のを皮切りに、各電力会社が火力電源の入札募集を
実施いたしました。入札募集にあたっては、国が募
集に資するための基準を定め、また落札者の決定に
あたっては国の中立機関により審査されることとな
っております。 

かかる状況の中で、平成 26 年３月に関西電力が
火力発電の高経年化への対応及び経済性向上の観点 

22 P2-8 に窒素酸化物、硫黄酸化物、ばいじんを可能な
限り低減するとあるが、PM2.5 など記載されていない
汚染物質を含め、石炭を燃料として選択してもその環
境負荷をLNG以下にすべきである。 

23 p2-8 でばい煙に関する事項で可能な限り低減すると
していますが、LNGでなく石炭を選んだ以上、コスト
は度外視してLNGと同じレベルまで全力をつくし住民
の生活環境を守るとの意思表示でしょうか。 

24 P6-11 10 評価の手法で「実行可能な範囲内で回避
又は低減されているか検討し、環境保全について配慮
が適正になされているか検討する」としている、住宅
密集地にあえて新設しLNGでなく石炭を選ぶという選
択をしたのであるから、LNG並みにすることにはコス
トを度外視して環境保全を図るとの神鋼の強い意志を
しめしているのでしょうか。 
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第 8.1.2-1 表(33)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

25 ばいじんでは、LNGではゼロであるからであり、新
規事業で石炭を選択した事業者の責任でLNGと同じく
排出量をゼロとすべきである。 

から火力電源入札募集を行い、当社は神鋼神戸発電
所で長年培った大型石炭火力発電所の安定操業のノ
ウハウに加え、神戸製鉄所のインフラを有効活用し
た高効率な石炭火力発電設備の導入を計画し、国の
審査を踏まえた上で、本年２月に落札し、同年３月
に関西電力と電力需給契約を締結いたしました。 

本計画においては、二酸化炭素の排出を抑制する
ため、国が定めた「BAT の参考表」に則した高効率
な発電技術である超々臨界圧(USC)発電設備を導入す
るとともに、電力需要地に近接した立地とすること
で送電エネルギーのロスを 小限にすることがで
き、安価な電力を大量かつ安定的に供給することで
神戸市のみならず、阪神地域の電力自給率の向上に
寄与するものと考えております。 

本計画においては、高効率な発電技術である超々
臨界圧(USC)発電設備を導入することで、ばい煙排出
量を低減いたします。 

さらに、施設の稼働に伴う排ガスによる影響低減
を図るため、国内 高レベルのばい煙処理施設を導
入することで、排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化
物、ばいじんの濃度及び排出量を可能な限り低減い
たします。 

加えて、当社の鋼材事業の構造改革に伴う神戸製
鉄所上工程の加古川製鉄所への集約により、製鉄設
備の一部を休止いたします。これらにより、神戸市
との間で取り決めている神戸製鉄所全体からの硫黄
酸化物、窒素酸化物、ばいじんに関する年間総排出
量の協定値を新発電所稼働後も遵守いたします。 

これらにより、経済性と環境性を両立した発電所
を計画してまいります。 

内容については、今後、国、県及び市にご審査い
ただいてまいります。 

26 P7-8 「可能な限り低減」とあるが、石炭を選択し
たのは神鋼であり、その結果少なくとも、SPM、PM2.5
の環境汚染のリスクはLNGに比べて増大している。そ
のリスクを一番低いLNGと同等以下にまで低減する義
務は神鋼にある。よって、LNGと同じまで低減すべ
き。なお、言葉だけでなく、数値データを示して、
LNGと同じことを説明すべき。 

27 P7-40 「放射収支量」は道路のJEAモデルで使用す
ると考えられる。道路に関しては灘浜測定局の方が近
いではないか。日射量、放射収支量は灘浜で測定すべ
き。 

灘浜測定局では、日射量・放射収支量は測定され
ておりません。 

なお、日射量・放射収支量は対象事業実施区域近
傍で調査する計画としております。詳細は、方法書
(P6-9～30)に記載しております。 

 
日射量・放射収支量については、準備書第 12 章の

「12.1.1 大気環境」に記載しました。 

28 NO2 の評価基準は１時間値の日平均 0.06ppmでな
く、0.04～0.06ppmを適用すること 

＜理由＞立地域周辺の一般監視局で 0.04ppmを超え
る地域が存在するが、神戸市は 0.04～0.06ppmの地域
の環境基準達成目標を現状のレベル以下にするとして
いるからである 

「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53
年 環告第 38 号)において、二酸化窒素に係る環境基
準については、「１時間値の１日平均値が 0.04ppm
から 0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であるこ
と。」とされており、環境基準で評価する場合は、
この基準を用います。 

29 P7-50 作成した式とあるが、この式では 2 日以上
の連続が考慮されていない。環境基準の予測としては
不完全。数年間の気象条件を検討し 2 日以上の連続の
条件を導くなど、2 日以上の連続について評価が必
要。硫黄酸化物も同じ。 

年平均値予測での評価は、将来環境濃度の予測結
果と環境基準の年平均相当値を比較する方法が一般
的で、他の発電所における環境影響評価において、
多くの実績を有する方法です。 

年平均相当値は、「産業公害総合事前調査におけ
る大気に係る環境濃度予測手法マニュアル」(昭和
60 年、通商産業省)を参考に、対象事業実施区域周
辺の地域における環境濃度の年平均値と日平均値の
２％除外値(二酸化硫黄、浮遊粒子状物質）又は日平
均値の年間 98％値(二酸化窒素)の関係式より算出し
ております。 

30 自動車走行に関して大気質の予測はJEA式を利用す
ると思いますが、風向風速が発生源から予測地点まで

工事用資材等の搬出入及び資材等の搬出入に係る
大気質の予測については、発電所環境影響評価で多 
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第 8.1.2-1 表(34)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 

一定でしょうか、また、近隣の建物の影響を受け現況
再現がおもわしくないことが多々あると思います。流
体力学シュミレーターの活用も検討すべきでは。 

く実績のあるモデルであるJEA修正型線煙源拡散式を
利用いたします。 

このモデルは、近隣の建物の影響について、建物
の高さ・密集度合いを考慮したパラメータを用いて
予測を行い、道路近傍での排ガスの影響を予測する
ものとなっております。 

31 NOxの予測評価について 
 定常負荷運転時だけでなく、負荷変動、起動停止な
ど過渡運転状態における特性に対しても予測評価を行
うこと 
＜理由＞既設神戸発電所でも負荷変動運転が行われて
いると推定される。本計画による供給電力が加われ
ば、負荷変動運転の機会は増えるであろう。過渡運転
時の確認が必要。 

 「発電所アセスの手引」においては、予測対象時
期等として、「発電所の運転が定常状態となる時期
及び窒素酸化物に係る環境影響が 大になる時期」
とされております。 
 窒素酸化物は、脱硝設備の発電所の運転開始時に
短時間に高濃度が発生いたしますが、時間排出量は
定格運転時が 大となります。 
 また、窒素酸化物は運転終了時に、硫黄酸化物は
運転開始時及び終了時に濃度上昇はありません。 

従って、大気質の予測については発電所のばい煙
排出量が 大となる条件を予測の諸元として計画し
ております。 

施設の稼働に伴う排ガスによる大気質の影響につ
いて、「発電所アセスの手引」を参考に、予測を行
います。 

予測結果は、ばい煙による環境影響が実行可能な
範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境
保全についての配慮が適正になされているかを検討
するとともに、環境基準等との整合性が図られてい
るかを検討いたします。 

環境基準は、「環境基本法」において、「人の健
康を保護し、及び生活環境保全する上で維持される
ことが望ましい基準」として定められております。 

32 大気汚染物質について 
健康被害 (P.3-3～3-30、P.4-22) 

計画地周辺の大気環境の現況は、NOxは 0.04～0.06 
ppmの範囲にあり、良好とはいえない。事実、未だに
大気汚染に関する苦情が年 100 件以上も寄せられてい
る(P.3-30) 。導入される石炭火力発電所には「 型
を整備する」とあるが、上記の現状ではいくら除去率
が高くてもNOxやSOxなど排出量はゼロにはならず、必
ず排出される。つまり、現状よりも排出量が増えるこ
とは神戸製鋼も認めている(現況よりも 0.4～1.2％増
えるとある (P.4-22) )。さらに、ボイラーの定期点
検等による停止／再起動時には、通常よりも多くの汚
染物質が大気に放出される。これらは非悪化原則の明
らかな違反である。汚染物質は今よりも必ず増えるに
もかかわらず、この計画で健康被害がないという根拠
を示さなければならない。 

ひとたび環境汚染を引き起こせば、人々の生命、健
康な体、地域の環境などは取り返しがつかない。だか
らこそ、神戸製鋼は公害を引き起こした被告企業とし
て責任と反省のもと、公害地域の環境再生のための人
的、技術的、経済的な努力をしてきたはずである。 

 「発電所アセスの手引」においては、予測対象時
期等として、「発電所の運転が定常状態となる時期
及び窒素酸化物に係る環境影響が 大になる時期」
とされております。 
 窒素酸化物については、脱硝設備の発電所の運転
開始時に短時間に高濃度が発生しますが、時間排出
量は定常運転時が 大となります。 
 また、窒素酸化物における運転終了時や硫黄酸化
物の運転開始時及び終了時における濃度上昇はあり
ません。 
従って、大気質の予測については発電所のばい煙排

出量が 大となる条件を予測の諸元とする計画です。
施設の稼働に伴う排ガスによる大気質の影響につ

いて、「発電所アセスの手引」を参考に、予測を行
います。 

予測結果は、ばい煙による環境影響が実行可能な
範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境
保全についての配慮が適正になされているかを検討
するとともに、環境基準等との整合性が図られてい
るかを検討いたします。 

環境基準は、「環境基本法」において、「人の健
康を保護し、及び生活環境保全する上で維持される
ことが望ましい基準」として定められたものです。 

33 船舶は燃料の質も陸上の自動車に比べ硫黄分高く、
DPFやNOx対策装置もついていないので、大気の環境負
荷が高い。海上輸送があるので船舶の航行（タグボー
トも含め）による大気質の予測評価が必要。また汽笛
の騒音やエンジンからの低周波も予測評価すべき。 

環境影響評価項目については、「発電所アセス省
令」及び「発電所アセスの手引」に基づき選定いた
しました。 
 海上輸送の船舶による大気質や騒音、低周波音に
ついては影響が小さく、一時的なものであるため、
環境影響評価項目として選定しておりません。 
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第 8.1.2-1 表(35)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

34 P2-13 石炭粉じん、石炭灰で密閉構造としている
が、人や機材の出入り等の際に開口部等が生じ密閉空
間内の空気が粉じんとともに外に漏れるのではない
か、また、清掃や点検等で外部との空気の出入りが生
じるのではないか。隔離病室のように陰圧にしている
のでなければ、系外に粉じんの飛散が生じる可能性が
あるので、大気の予測評価をすべきである。 

「発電所アセスの手引」において、石炭粉じんにつ
いては「石炭火力発電所においては、屋外に貯炭場
を設置する場合に、そこから石炭粉じんの飛散の影
響が、近傍に民家等が存在する場合は想定されるこ
とから、参考項目として設定する」とされておりま
す。 
本計画では、石炭は密閉型サイロに貯蔵、揚炭設備

及びコンベアは密閉構造としており、石炭粉じんにつ
いては飛散防止対策が図られていることから、評価項
目として選定しておりません。また、石炭灰について
も屋内式貯蔵設備に保管する計画としており、飛散等
による影響はないものと考えております。 

35 P5-6 経済産業大臣意見に短期高濃度条件等の影響
の検討があるが、1 時間値は年平均値を算出するプル
ームパフモデルを使用せず、別のモデルでの拡散予測
をしているが、1 日平均値も同じく気象条件を細かく
設定したモデルで詳細な予測が必要である。 

日平均値の予測にあたっては、年平均値予測で用
いた１年間の現地気象観測の毎時の実測データを基
に年間 365 日の日平均値のすべてをプルーム･パフモ
デルで拡散計算し、年間の 大値、上位５日間の平
均値及び測定局の高濃度日における日平均値を求め
る計画としております。 

なお、「発電所アセスの手引」においては、日平
均値の予測手法について、「煙上昇式及び拡散式
は、年平均値の予測手法と同じ手法とする。」と記
載されております。 

36 P6-11 他 日平均値の予測で「数値計算を行う」と
しているが、マニュアルには年平均値から日平均値の
予測を回帰式で行うことは記載されていないので拡散
計算を行うと考えていいのでしょうか。 

37 P6-21 年平均値、日平均値の予測で窒素酸化物か
ら二酸化窒素への変換を行うことが含まれており、い
くつかの方法があるが、予測の誤差を考慮すべき。二
酸化窒素の環境基準は 98％で平均でなく、ワーストケ
ースである。回帰式を使用する場合は回帰式の誤差範
囲を算出し 98％推定を行いワースト側で予測すべき。

施設の稼働に伴う排ガスにおける年平均値、日平
均値の予測の際、窒素酸化物から二酸化窒素への変
換については、過小評価とならないよう窒素酸化物
のすべてが二酸化窒素に変換されるものとして計算
いたします。 

38 P6-24、26 SPMで「NOxマニュアル」等としている
が、「NOxマニュアル」には 2 次生成が全く考慮され
ておらず、過小評価になる。よって不適正な方法であ
る。 

工事用資材等の搬出入及び資材等の搬出入に係る
浮遊粒子状物質の予測については、JEA修正型線煙源
拡散式に基づき実施する計画としております。この
方法は、発電所環境影響評価で多く実績のある方法
で、適切な方法であると考えております。 

39 環境影響評価方法書第 6.2-1 表において、硫黄酸化
物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質の「文献その他資料
調査」において、一点だけではなく、少なくとも、3
カ所から 5 カ所、またはそれ以上で実測すべきであ
る。 

理由 本設備の硫黄酸化物、ばいじん、および窒素
酸化物等の排出物の拡散の仕方は、道路や住宅、建物
の状況による影響を受けるはずである。従って、実測
はーカ所ではなく、多くの箇所にて実測して評価すべ
き。 

「発電所アセスの手引」において、大気質の調査
地点については、「半径 20kmの範囲で 10 地点程度
を標準とする。」とされております。 

現況調査においては、半径 20km圏内に 33 地点の
一般環境大気測定局が設置され、連続測定されてお
ります。また、1 地点で現地調査を実施する計画と
しており、調査地点数としては全 34 地点となり、地
点数は十分であると考えております。 

 
その後の検討により、２地点で現地調査を実施い

たしました。調査結果については、準備書第 12 章の
「12.1.1 大気環境」に記載しました。 

40 環境影響評価方法書第 6.2-1 表において、硫黄酸化
物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質の「文献その他資料
調査」において、一般局だけではなく、自排局のすべ
ての地点も含めるべきである。 
理由 一般局ではなく、自排局の場合にも本設備の硫
黄酸化物、ばいじん、および窒素酸化物の排出量の影
響を受けるはずである。どの程度影響を受けるのかを
評価することは、人口密集地であるこの地域の「非悪
化原則」からみて重要である。従って、窒素酸化物の
場合、一般局の 33 局だけではなく、自排局のすべて
(22 局)すべても、影響評価をすべきだ。 

自動車排出ガス測定局（自排局）は、大気汚染防
止法に基づいて自動車排出ガスによる環境大気の汚
染状況を常時監視する測定局と認識しております。 

そのため、自排局は自動車排出ガスの影響を大き
く受けていることから、施設の稼働に伴う排ガスに
よる調査については、一般環境大気測定局(一般局）
が適切と考えております。この方法は、発電所環境
影響評価で多く実績のある方法で、適切な方法であ
ると考えております。 

41 【PM2.5 及び光化学オキシダントを環境影響評価の予
測項目に加えよ】 

PM2.5 及び光化学オキシダントについては、その
生成メカニズムが十分解明されておらず、精度の高 
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第 8.1.2-1 表(36)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 発電所が立地するのは、原野ではなく、神戸のど真
ん中の住宅密集地です。配慮書によれば、発電所から
の半径 20 ㌔圏内のPM2.5 は一般測定局 13 局中 7 局、
自動車排ガス測定局はすべてが環境基準を達成してい
ません。また光化学オキシダントもすべての測定局で
環境基準を達成していません。当該地域には多くの公
害患者が住んでおられます。 
 こんな所に、現に倍する大石炭火力発電所を稼働さ
せれば、誰しも大気汚染の悪化を憂慮せざるをえませ
ん。 

事業者は「PM2.5 については 近の知見を収集する
など実態の把握を進め、環境影響評価の実施について
検討を進める」と述べていますが、ぜひとも、この項
目の実施を実現してほしい。光化学オキシダントも、
技術的に難しい面もあるかもしれないが、ぜひとも予
測を実施してほしい。 

い予測手法が確立されていないため環境影響評価項
目に選定しておりません。 

PM2.5 については、今後、国の動向を注視し、
新の知見を収集するなど実態の把握を進め、精度の
高い予測手法が確立された際には、環境影響評価の
実施について検討してまいります。 

なお、施設の稼働に伴う排ガスについては、国内
高レベルのばい煙処理施設を導入する計画とし、

PM2.5 及び光化学オキシダントの原因物質となる硫
黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんの濃度及び排出量
を可能な限り低減いたします。 

排ガスによるPM2.5 への寄与については、配慮書
に記載の予測結果では、排ガスによる大気質への影
響については、 大着地濃度の年平均値はバックグ
ラウンド濃度と比較して極めて小さく、その寄与率
は、二酸化硫黄 1.9％、二酸化窒素 0.6％、浮遊粒子
状物質 0.1％であり、大気質への影響は小さいもの
と考えております。 

大気質への影響については、今後、調査、予測及
び評価を実施し、その結果を準備書に記載いたしま
す。 

 
施設の稼働（排ガス）による大気質への影響につ

いては、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環境」に記
載しました。 

42 微粒子状物質(PM2.5)を評価対象に加えるべきであ
る。現状、微小粒子状物質(PM2.5)について、平成 25
年度の測定結果によると 20km圏内における一般局 13
局中 7 局で環境基準の長期基準に適合しておらず、自
排局では 13 局すべてで環境基準の長期的基準に適合
していない。環境基準の短期的基準についても一般局
で 13 局中 12 局、すべての自排局で環境基準の短期基
準に適合していない。石炭火力発電所稼働により、さ
らに汚染が悪化することが予想される。 

43 PM2.5 について 
PM2.5 による呼吸器系の健康影響があることがすで

に示されている(微小粒子状物質健康影響評価検討
会、2008 年 4 月 3 日)PM2.5 の生成過程や挙動が科学
的に解明されていないとはいえ、人の健康に影響を及
ぼしていることは確実であるが、それは認識している
のか。こうした現状の中で、神戸製鋼は「PM2.5 に関
する精度の高い予測手法が確立されていないため環境
影響評価の項目に選定しない」という。精度が悪いの
で評価しない、国が方針を示すまで待つといった姿勢
は、市民にリスクを押し付けているだけである。それ
では到底、納得できない。環境アセスメントの趣旨か
ら、事業者自らが市民に対して、健康に影響のないこ
とを示さなければならない。 

44 光化学オキシダントを評価対象に加えるべきである。
現状、すべての測定局で環境基準の評価に適合してい
ない。今でさえ環境基準に全く適合していないにもか
かわらず、さらに汚染を悪化させる石炭火力発電所の
新増設は許されない。 

45 他の汚染源との総合評価 
PM2.5 やオキシダントなど環境基準を超過している

ものがある。他の固定発生源との複合汚染、自動車・
船舶・航空などとの複合汚染の総合評価を季節変化を
ふまえて実施すべきである。 

PM2.5 及び光化学オキシダントについては、その
生成メカニズムが十分解明されておらず、精度の高
い予測手法が確立されていないため環境影響評価項
目に選定しておりません。 

PM2.5 については、今後、国の動向を注視し、
新の知見を収集するなど実態の把握を進め、精度の
高い予測手法が確立された際には、環境影響評価の
実施について検討してまいります。 

なお、施設の稼働に伴う排ガスについては、国内
高レベルのばい煙処理施設を導入する計画とし、

PM2.5 及び光化学オキシダントの原因物質となる硫
黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんの濃度及び排出量
を可能な限り低減いたします。 

配慮書に記載の予測結果では、排ガスによる大気
質への影響については、 大着地濃度の年平均値は 

46 １．環境影響評価方法書第 6.1-2 表において、大気
質の項目にPM2.5 を項目に入れること。そして施設の
稼働と、工事中時の要因において、これを選定するこ
と。その上で、貴社として今の技術力でできるだけの

高レベルの環境影響評価方法を工夫して、現地での
実測を含めて環境影響評価を実施し、公表すること。

理由は、以下の通り。配慮書への意見の中で、兵庫
県知事、神戸市長、芦屋市長、それから多くの市民の
声として、このPM2.5 を評価項目に入れるべきとして 
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第 8.1.2-1 表(37)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 

いる。しかし、貴社の見解は、7-47 ページにあるよう
に「国内 高レベルのばい煙処理設備を導入し、
pm2.5 の原因物質の一部である硫黄酸化物、窒素酸化
物、ばいじんおよび水銀を含む重金属等の微量物質を
可能な限り低減します。PM2.5 については、精度の高
い予測手法が確立されていませんが、 新の知見を収
集するなど実態の把握を進め、環境影響評価の実施に
ついて検討します」というものであった。これと同じ
ことを、いろいろな人への回答でもくり返し記載して
いる。 

しかし、この回答の意味は、第 6.1-2 表において、
大気質の項目に粒子状物質(PM2.5)を除外しているの
であるから、結局、今回の環境影響評価方法書では、
なにも、しないということになる。 

これは非常にけしからん、市民を馬鹿にしていると
言わざるを得ない。何らかの工夫し、現在でも実施で
きることをすべき。 

貴社は過去に、公害ぜん息問題で、その裁判の被告
となったという痛苦な経験があり、患者会との和解の
中で、「二度と同じ過ちをしない」という「お詫び」
をし、約束をしたはず。その当時も、国の政策に沿っ
て工場を操業しており、なにも「法令違反せずに製
造」していたのである。企業の技術力の方が専門レベ
ルが高いのであり、国任せではなく、企業責任を考え
るべき。そのときの教訓を今一度しっかりと考え直す
べき。これは経営者だけではなく、この石炭火力発電
にかかわるすべての社員と技術者にもこのことを伝え
て、考え直してほしい。 

２．貴社の既設の石炭火力発電所の 140 万kwの稼働
実績を用いて、大気質の項目のPM2.5 について、一定
の推算をして評価し結果を公表すべき。 

理由 今回の石炭火力発電設備は、硫黄酸化物とば
いじんは約半分、窒素酸化物はほぼ同じという排出量
になっている。少なくとも、神戸市、芦屋市、大阪市
における、他の設備からのこれらの物質の排出量と対
比して、既設火力が、そこの自治体測定局における
PM2.5 に、どれだけ増加させたかなどの推算はできる
はず。このやり方は、発電所アセス省令には記載ない
が、貴社には、優秀な技術者がいるはず。今回の石炭
火力発電所が、神戸市、芦屋市、大阪市という大都会
の中に設置するという点からも、政府の用意したアセ
スだけではなく、独自の積極的なアセスメントをすべ
き。 

３．もし環境影響評価方法書第 6.1-2 の大気質の項
目にPM2.5 を項目に入れないというのであれば、その
原因物質と言うことがはっきりとしている、硫黄酸化
物、ばいじん、および窒素酸化物の排出量は、ほぼゼ
ロとなるような「ばい煙処理設備」にした場合の評価
も行い、その結果を評価書に取り入れるべき。 
ゼロにすることが無理であれば、少なくとも、それら
の物質を除去する設備を、直列に 2 段、または、3 段
の直列に設置して、技術的に可能なかぎり低減する場
合の評価も行い、その結果も評価書に入れるべき。 

理由は、すでに貴社の方法書において明瞭に記載さ
れているように、自治体測定局のPM2.5 の数値が環境
基準を超過しており、これ以上の原因物質を増やすこ
とはしてはならないから。PM2.5 は、呼吸器系だけで
はなく、循環器系の、死亡原因となる物質であるの
で、そういう物質を、貴社は平気で現状以上に、増や

バックグラウンド濃度と比較して極めて小さく、そ
の寄与率は、二酸化硫黄 1.9％、二酸化窒素 0.6％、
浮遊粒子状物質 0.1％であり、大気質への影響は小
さいものと考えております。 

なお、バックグラウンド濃度は、一般環境大気測
定局の５か年平均値を使用しており、神戸製鉄所、
神鋼神戸発電所のほか、周辺域の自動車や航行船舶
等の影響を含んだものとなっております。 
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 すことになる。つまり、これらの物質が、原因である
PM2.5 という物質が、明らかに世界的にも死亡原因物
質であることが明瞭となっている現在であり、ぜん息
患者を増やすだけではなく、循環器系患者を増やし、
企業と同じ轍は踏むべきではない。国のいうルールや
判断、マニュアルではなく、企業が自主的に判断する
ことが求められている。御社のトップメッセージにあ
るように「真に環境へ配慮し」「地域に溶けこむ企
業」としての考えから、本事業が本当に環境に配慮し
ているのかどうか判断すべき。 

 

47 PM2.5 及びオキシダントの予測について 
P7-48 他「PM2.5 及びオキシダントは精度の高い予

測手法が確立されていない」としているが、特殊気象
条件下の予測で使用しているEPAのISC-PRIMEモデルは
Preferred/recommendedモデルでなくランクの落ちる
alternativeモデルである。一方CMAQはphotocemical
モデルの 初に記載されおり、ISC-PRIMEモデルより
は上のレベルにはある。CMAQの拡散予測の確かさは滋
賀県、兵庫県の原発事故時の放射線シミュレーション
でも使用しており精度の高い方法と考えられる。格子
点のスケールを小さくすると極端に計算に時間がかか
る問題はあるが、住宅密集地に新設するのであるか
ら、十分に時間をかけてでも実施すべき。また、オキ
シダントに関して兵庫県環境研究センターや PM2.5
に関して東京都で使用実例がある。事業以外の排出源
インベントリデータが必要になるが、上記の兵庫県環
境センターでも使用しているEAGrid2000 やJCAPなど整
備されている。精度が確認できないのであれば同じく
EPAのCAMｘなどいくつかのモデルを利用して精度を確
認する方法はある。新設であるから、場所の選択は可
能であるのに、住宅密集地で環境基準を超過している
地域にあえて、新設しようとするのであるから、予測
しないのはおかしい。 

住民により広く情報を開示し理解を得ようとする意
識がない。 

よって、意見としてはCMAQやCAMxを利用してオキシ
ダント、PM2.5 の予測をすべき。 

 PM2.5 及び光化学オキシダントについては、その
生成メカニズムが十分解明されておらず、精度の高
い予測手法が確立されていないため環境影響評価項
目に選定しておりません。 
 PM2.5 については、今後、国の動向を注視し、
新の知見を収集するなど実態の把握を進め、精度の
高い予測手法が確立された際には、環境影響評価の
実施について検討してまいります。 
 なお、施設の稼働に伴う排ガスについては、国内

高レベルのばい煙処理施設を導入することで、
PM2.5 及び光化学オキシダントの原因物質となる硫
黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんの濃度及び排出量
を可能な限り低減いたします。 

配慮書に記載の予測結果では、排ガスによる大気
質への影響については、 大着地濃度の年平均値は
バックグラウンド濃度と比較して極めて小さく、そ
の寄与率は、二酸化硫黄 1.9％、二酸化窒素 0.6％、
浮遊粒子状物質 0.1％であり、大気質への影響は小
さいものと考えております。 

また、PM2.5 や光化学オキシダントへの適用が検
討されている大気質シミュレーションモデル（CMAQ
など）は、現在、環境省で検討が進められている段
階(平成 26 年度第３回光化学オキシダント調査検討
会など)であり、現段階では環境影響評価で採用され
た事例はありません。CMAQは大気中の化学反応を考
慮したモデルであるため、PM2.5 や光化学オキシダ
ントについて生成過程を踏まえて予測することが可
能とされておりますが、比較的広域を対象としたモ
デルであり、光化学オキシダントの検討事例では、
観測データと計算結果との再現性に課題があるとさ
れております。 

EPAのISC-PRIMEモデルは、「発電所アセスの手
引」に記載されており、発電所環境影響評価で多く
実績があり、適切なモデルと考えております。 

48 P6-60 「類似の事例を参考に」とあり計算を行わな
いようですが、これに比べればPM2.5 とオキシダント
のCMAQは高精度と思います。事業者の姿勢を疑う。
PM2.5 とオキシダントをCMAQで予測を行うべき。 

49 石炭には窒素、硫黄、水銀など重金属が含まれてい
ます。公害物質がばらまかれる。 
以上のことだけでも石炭火力発電の増設は止めてほし
い。 

本計画においては、国が定めた「BATの参考表」に
則した高効率な発電技術である超々臨界圧(USC)発電
設備を導入することで、ばい煙排出量を低減いたし
ます。 

さらに、施設の稼働に伴う排ガスによる影響低減
を図るため、国内 高レベルのばい煙処理施設を導
入することで、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん
の濃度及び排出量を可能な限り低減いたします。 

また、排ガス中の水銀を含む重金属等の微量物質
についても、ばい煙処理施設において、そのほとん
どが除去されます。 

施設の稼働による大気質の影響については、今
後、調査、予測及び評価を実施し、その結果を準備
書に記載いたします。 
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施設の稼働（排ガス）による大気質への影響につ

いては、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環境」に記
載しました。 

50 水銀を燃焼後のガスとして排出することに対して、
既存の環境対策設備でも諸外国に比べて充分低値に抑
えられるとして追加対策を施さないとしているが、ガ
ス酸化剤による水銀蒸気捕捉システムなどの 新設備
を導入し、より低減すべきである。また、水銀の空中
濃度を現神鋼火発の直近で測っているが、蒸気化した
水銀の 終着地地点での測定ではないので何の意味も
持たない。神鋼は 終着地地点を把握し、 終着地地
点で水銀濃度を測るべきである。 

本計画においては、国が定めた「BAT の参考表」
に則した高効率な発電技術である超々臨界圧(USC)発
電設備を導入することで、ばい煙排出量を低減いた
します。 

さらに、国内 高レベルのばい煙処理施設を導入
することで、排ガス中の水銀を含む重金属等の微量
物質についてもほとんど除去されます。 

現在、水俣条約を踏まえた大気汚染防止法の改正
により、排出口での水銀の排出基準の検討がなされ
ております。排出基準値等については、今後、設定
される排出基準を踏まえて、適切に対応してまいり
ます。 

また、「有害大気汚染物質モニタリング地点選定
ガイドライン」において、固定発生源のモニタリン
グ地点は、概ね５km 以内に配置することが記載され
ております。本計画では、これを参考に水銀を含む
重金属等の微量物質の調査地点として、対象事業実
施区域を中心に、配慮書における大気質の 大着地
濃度地点の距離と風向も考慮し、おおむね５km 範囲
に４地点を選定しております。 

さらに、20km 圏内において行政が測定している６
地点と合わせて、合計 10 地点で重金属等の微量物質
の調査を行い、 終着地地点を考慮した調査計画と
しております。 

 
平成 27 年に大気汚染防止法が改正され、一定規模

以上の石炭火力発電所に対して、大気への水銀排出
基準が設けられました。当社はこの排出基準を遵守
してまいります。 

51 P7-47 国が定めた優先取組物質から選択している
が、既に使用して施設で測定を順次行うことは理解で
きるが、新設ではすべての物質を評価する必要があ
る。（事業者の感覚を疑う。） 

有害大気汚染物質は、「大気汚染防止法」第２条
第 13 項の規定により、「継続的に摂取される場合
には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚
染の原因となるもの」とされており、その施策は、
同法第 18 条の 20 の規定により、「科学的知見の充
実の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未
然に防止されるようにすることを旨として実施され
なければならない」とされております。また、優先
取組物質は、当該物質の有害性の程度や我が国の大
気環境の状況等に鑑み、健康リスクがある程度高い
と考えられる有害大気汚染物質とされ、現在は 23 物
質が選定されております。 

施設の稼働に伴う排ガスにおける重金属等の微量
物質については、優先取組物質の中で石炭中に含ま
れる微量物質で、排煙として排出される可能性があ
り、また、これまでの発電所環境影響評価において
も影響評価を行った事例も踏まえて、ヒ素及びその
化合物(As)、ベリリウム及びその化合物(Be)、クロ
ム及びその化合物(Cr)、水銀及びその化合物(Hg)、
マンガン及びその化合物(Mn)、ニッケル化合物(Ni)
の６物質について調査、予測及び評価を実施する計
画としております。 

52 6-31 ばいじん量と燃料中に含まれる重金属等の微
量物質の量との比率を用いて換算するとしているが、
石炭利用次世代技術開発調査（新エネルギー・産業技
術総合開発機構（財）石炭利用総合センター）では
「燃焼時における石炭中の微量元素の挙動はおおまか
に次の 3 群に分類できるとし、第Ⅰ群 非揮発性物質
（揮発性が小さく、大部分が固体廃棄物、特に粒径が
大きい粒子に集まる元素）、第Ⅱ群 揮発-凝縮性物
質（揮発性があるが、プロセス途中で粒子径の小さい
粒子に凝縮や濃縮する元素）、第Ⅲ群 揮発-非凝縮
性物質（揮発性が高く、ガス中に残存する元素）と
し、煙突から大気中に放出される平均排出割合は第Ⅰ
群が 0.10％、第Ⅱ群が 0.07％、第Ⅲ群に帰属する微
量元素は、水銀(Hg)が 31％、フッ素(F)が 41％、塩素
(Cl)が 4.6％としており、揮発性も考慮すべきであ
る。 

53 6-13 元素の揮発性は存在形態や処理装置等により
異なるため、実測で設定すべきである。不可能であれ
ば、安全側で設定すべきである。なお、実験であれ
ば、その観測チャートも含め全データを公開すべきで
あり、安全側に設定した根拠を数値で示すべきであ
る。（可能な限りとか定性的ないい方でなく） 
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54 石炭中の重金属に関する意見 
6-31 石炭中の重金属として 6 種のみとしているが、

石炭中の重金属に関しては、電力中央研究所の横山隆
壽によれば、「排煙中に含まれる微量元素の源として
石炭中の微量元素濃度を把握しておくことは重要であ
り 」としており、法規制、人体の健康影響に対する
科学的根拠や過去の調査実績などに基づいて、23 種
類の微量元素（アルミニウムAl，ヒ素As，ホウ素B，
ベリリウムBe，カルシウムCa，カドミウムCd ，塩素
Cl，コバルトCo，クロムCr，銅Cu，フッ素F，鉄Fe，
水銀Hg，マグネシウムMg，マンガンMn，モリブデン
Mo，ニッケルNi ，鉛PbアンチモンSb，セレンSe，ケ
イ素Si，バナジウムV，亜鉛Zn) を選定している。な
お、揮発性の高いものとして、事業者の選定したHgの
ほかにフッ素、塩素を記載している。 

また、電力中央研究所の野田直希によれば、「大気
汚染物質のうち健康リスクが高い優先取組み物質 22 
種類の中では、水銀(Hg)、ニッケル(Ni)、ヒ素(As)、
6 価クロム (Cr6+)、マンガン(Mn)、ベリリウム(Be)
が注目される。」とし、石炭火力から大気中へ排出さ
れる微量物質の実態として、 As(ヒ素)B (ホウ素) Be 
(ベリリウム) Cd (カドミウム) Co (コバルト) Cr(ク
ロム)F(フッ素) (ガス、粒子)、Hg(水銀) (ガス、粒
子)、 Mn(マンガン)、 Ni (ニッケル)、Pb (鉛)、Sb 
(アンチモン)、Se (セレン) (ガス、粒子)、V(バナジ
ウム)とし、また、水域への排出実態として、As，B、
Be、Cd、全Cr** (Cr6+)、F、Hg、Mn、Pb、Se、Vをあ
げている。 

また、出光石炭研の神原信志は、 U.S. National 
Research Council は、石炭利用プロセスから排出さ
れる元素のうち、環境に影響を及ぼす元素を影響度に
応じて 6 つに分類しているとしており、そのなかで
は、主に影響を及ぼす元素何らかの影響をあるものま
で(放射性元素を含む)を記載しており、As，B，Cd，
Hg，Mo，Pb，Se，C，N，S、Cr，Cu ，Ni，V， Zn ，
F、Ba ，Co，Ge，Li，Mn，Sb，Sr，Na ，Br、Po，
Ra，Rn，Th，U，Ag，Be，Sn，Tl 

と紹介している。 
また、石炭利用次世代技術開発調査(新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構(財)石炭利用総合センタ
ー)では、石炭中の微量元素濃度として 

S，P，Si，Al ，Ca，Mg，Na ，K，Fe，Mn，Ti，
Sb，As，Ba ，Be，Bi，B，Br，Cd，Ce，Cs，Cl，Cr，
Co，Cu，Dy，Er，Eu，F，Gd，Ga，Gc，Hf，Ho，I，
La，Fb，Li，Lu，Hg，Mo，Nd，Ni，Nb，Pr，Rb，Sm，
Sc，Se，Ag，Sr，Te，Tb，Tl，Th，Tm，Sn，W，V，
Yb，Y，Zn，Zrの含有量が記載されている。 

環境基準の設定には暴露実験や疫学調査など多大な
費用と時間がかかる。多くの発生源があるような物質
しかない、U(ウラン)は人体に影響があるが環境基準
は設定されていない。LD50 など人体摂取の許容限度が
わかれば、大気中の濃度を設定すれば計算はできる。
また、現在なくとも将来、許容限度が判明すれば計算
はできる。新設であるから場所を選択できるのに、あ
えて住宅密集地で新設で、しかもLNGでなく石炭をあ
えて選択する以上、万全の調査をすべき。 LNGと環境
への負荷を同じにすべき。 

よって、意見としては、きわめて少ない排出量と考
えられるものもあるが、住宅密集地に新設する石炭火
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第 8.1.2-1 表(41)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 力(天然ガスでなく)としては、これらのすべての元素
を調査すべきである。 

 

55 １．今回の石炭火力発電での水銀など有害重金属につ
いて、排ガスの調査地点での年平均値を調べるだけし
ではなく、本来、使用原料から、 終の外部への排出
(排ガス、燃焼灰、排水)までの、全プロセスを対象に
したマスバランスを評価して、すべての排出量を評価
して公表すべき。外部への排出は、排ガスだけではな
く、排ガス処理装置で捕捉されたものや、飛灰や脱硫
排水中に、どれだけ排出される量も評価して公表すべ
き。 
理由 そもその、水銀は優先取組物質でもあり、今回
の石炭火力発電での水銀についても、全面的な環境影
響評価をするべきである。今回の方法書では、排ガス
について調査地点での年平均値を調べるだけである
が、本来、使用原料から、 終の外部への排出(排ガ
ス、燃焼灰、排水)までの全プロセスを対象にしたマ
スバランスを推算して、評価すべき。これらは、貴社
の既設の石炭火力発電での水銀など有害重金属につい
て、使用原料から、 終の外部への排出(排ガス、燃
焼灰、排水)までの、全プロセスを対象にしたマスバ
ランスを評価して、今回の設備の場合を推算すること
ができるはずである。 
２．上記の評価結果には、既設設備の実績と、新設設
備の評価結果とを対比した表にして、公表すべき。 

本計画においては、国が定めた「BAT の参考表」
に則した高効率な発電技術である超々臨界圧(USC)発
電設備を導入することで、ばい煙排出量を低減いた
します。 

さらに、施設の稼働に伴う排ガスによる影響低減
を図るため、国内 高レベルのばい煙処理施設を導
入することで、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん
の濃度及び排出量を可能な限り低減いたします。 

また、排ガス中の水銀を含む重金属等の微量物質
についても、ばい煙処理施設において、そのほとん
どが除去されます。 

施設の稼働に伴う排ガスにおける重金属等の微量
物質については、国が定める優先取組物質の中で石
炭中に含まれる微量物質で、排煙として排出される
可能性のある６物質とし、ヒ素及びその化合物
（As）、ベリリウム及びその化合物（Be）、クロム
及びその化合物（Cr）、水銀及びその化合物
（Hg）、マンガン及びその化合物（Mn）、ニッケル
化合物（Ni）について調査、予測及び評価を実施す
る計画としております。 

予測及び評価については、他社の事例を参考に、
方法書（P6-31～32）に記載の方法で実施いたしま
す。 

一般排水については、排水の規制基準等を遵守す
る計画とし、石炭灰についても、神鋼神戸発電所と
同様に受け入れ先の基準の適合したものをセメント
原料として有効利用する計画としていることから、
環境への影響はほとんどないと考えております。 

56 6-31 水銀は形態により人体影響が異なるため、ゼ
ロ価と二価に分けて測定して下さい。 

施設の稼働に伴う排ガスにおける重金属等の微量
物質における水銀及びその化合物（Hg）について
は、「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」(平成
23 年、環境省）に従って実施する計画としておりま
す。 

57 使用燃料の違いによる大気汚染検証 
石炭種類により、大気汚染物質、微量物質の排出量に
影響が出る。使用される石炭における大気汚染物質、
微量物質の排出量の評価を行うべき。使用石炭種を変
える場合があれば、変える可能性のある主要産炭地ご
との評価を実施すべき。 
また、近い将来、低品位炭を使用する可能性があるな
ら、低品位炭を使用して汚染物質排出量の増加や種類
が拡大した場合の環境影響評価を実施する必要があ
る。あるいは低品位炭を使用する際には運転を止めて
環境アセスメントを改めてやりなおすことを取り決め
るなど、なし崩し的な低品質炭利用による環境の著し
い悪化を防ぐためのなんらかの方法を検討し、実施す
る必要がある。 

本計画においては、国が定めた「BATの参考表」に
則した高効率な発電技術である超々臨界圧(USC)発電
設備を導入することで、ばい煙排出量を低減いたし
ます。 

さらに、施設の稼働に伴う排ガスによる影響低減
を図るため、国内 高レベルのばい煙処理施設を導
入することで、排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化
物、ばいじんの濃度を可能な限り低減いたします。 

配慮書に記載の年平均値の予測結果では、排ガス
による大気質への影響については、 大着地濃度の
年平均値はバックグラウンド濃度と比較して極めて
小さく、将来予測環境濃度は、環境基準に適合して
いることから、大気質への影響は小さいものと評価
しております。 

大気質の影響については、「発電所アセスの手
引」を参考に、本計画に関する事業特性及び地域特
性を踏まえ、今後、調査、予測及び評価を実施し、
その結果を準備書に記載いたします。 
なお、石炭性状については成分のばらつきを考慮し
て設定いたします。硫黄酸化物、窒素酸化物、ばい
じんのそれぞれの項目について排出量が 大になる
条件とし、それ以上となる石炭は使用いたしませ
ん。 

また、施設の稼働に伴う排ガスにおける重金属等 
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第 8.1.2-1 表(42)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

  の微量物質については、国が定める優先取組物質の
中で石炭中に含まれる微量物質で、排煙として排出
される可能性のある６物質とし、ヒ素及びその化合
物（As）、ベリリウム及びその化合物（Be）、クロ
及びその化合物（Cr）、水銀及びその化合物
（Hg）、マンガン及びその化合物（Mn）、ニッケル
化合物（Ni）について調査、予測及び評価を実施す
る計画としております。 
予測にあたっては、石炭中の重金属等の微量物質の

濃度として現時点で使用が予定されている石炭の中で
も高い値を設定して予測計算を実施いたします。 
 
施設の稼働（排ガス）による大気質への影響につい

ては、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環境」に記載
しました。 

58 水銀を含む重金属類(P.6-33) 
水銀は環境中に放出された場合、人体に取り返しの

つかない深刻な影響を与える。このため 2013 年 10 月
「水銀に関する水俣条約」が採択され、国内では「水
銀による環境の汚染の防止に関する法律」および「大
気汚染防止法の一部を改正する法律」が整備された。
水銀は、今後、条約が発効されれば国内外で高度に規
制される情勢にある。こうした情勢にもかかわらず、
水銀を含む重金属類の実測地点数が 4 地点、範囲が
10km圏のみで、20km圏は実測を伴わない文献調査しか
ない。一方、NOxやSOxの測定は自排局と一般局のデー
タを用いて 20 km 圏を対象としている。このように
10km圏を超えて飛散する可能性があり、市民の健康被
害が想定されるにもかかわらず、水銀を含む重金属類
だけ広範囲に実測しない科学的な根拠を示すべきであ
る。 

施設の稼働に伴う排ガスにおける重金属等の微量
物質については、国が定める優先取組物質の中で石
炭中に含まれる微量物質で、排煙として排出される
可能性のある６物質とし、ヒ素及びその化合物
（As）、ベリリウム及びその化合物（Be）、クロム
及びその化合物（Cr）、水銀及びその化合物
（Hg）、マンガン及びその化合物（Mn）、ニッケル
化合物（Ni）について調査、予測及び評価を実施す
る計画としております。 

施設の稼働(排ガス)による重金属等の微量物質に
ついては、調査地域として、対象事業実施区域より
20km範囲内について、調査を計画しております。 

重金属等の微量物質については文献その他の資料
調査の調査地点は、「一般環境」、「発生源周
辺」、「沿道」で分類されており、20km範囲内で
は、６地点で行政が実測調査をしている調査結果を
使用いたします。 

また、これに加え当社が実施する現地調査につい
ては、「有害大気汚染物質モニタリング地点選定ガ
イドライン」(平成 25 年、環境省)を参考に調査地点
を選定しております。 

ガイドラインにおいて、「固定発生源周辺」の測
定地点は、「排出が見込まれる事業所等から 大５
km以内」とされていることから、対象事業実施区域
から５km程度の４地点を調査地点に選定しておりま
す。 

以上により、20km範囲内で合計 10 地点の調査結果
を用いて、予測及び評価を実施する計画としており
ます。 

59 6 章の大気環境で自動車に関してはNOx等しかないが、
他の事例を見ると、ガソリン車からのベンゼンも記載
している。よってベンゼンも調査、予測、評価すべ
き。一般財団法人 石油エネルギー技術センターの平
成 23 年度次世代大気環境改善効果分析事業報告書に
よれば、自動車に関してはポスト新長期規制適合のデ
ィーゼル貨物車から有害物質としてアルデヒド類、ア
ンモニアが排出されるとしている。ここで還元が不充
分だと亜酸化窒素の排出の可能性がある。多くの文献
によれば 1,3-ブタジエン、ベンゾ(a)ピレンも排出さ
れるとしており、自排局でのモニタリング調査がなさ
れている。環境基準はないがリスク評価は可能であ
る。 

よって、アルデヒド類、アンモニア、1,3-ブタジエ
ン、ベンゾ(a)ピレン、亜酸化窒素も調査、予測、評 

「発電所アセスの手引」において、炭化水素は、
「工事中の建設機械の稼働や資材等の搬出入、供用
時の資材等の搬出入により発生し、光化学オキシダ
ントの原因となる物質である。しかしながら、一般
的な事業内容として炭化水素を大量に排出すること
は想定できないことから、参考項目として設定しな
い。」とされております。 

ベンゼン、アルデビド類、アンモニア、１，３－
ブタジエン、ベンゾ（a）ピレン、亜酸化窒素につい
ても同様に、大量に排出するものでないと考えられ
るため、評価項目に選定しておりません。 
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第 8.1.2-1 表(43)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 価すべき。  

60 6 章の大気環境で、施設の窒素酸化物処理装置に尿
素を使用するのであれば、アルデヒド類、アンモニ
ア、亜酸化窒素も調査、予測、評価すべき。 

本計画において、尿素は使用いたしません。 
窒素酸化物の排出量低減のために乾式アンモニア

接触還元法による排煙脱硝装置の設置を計画してお
ります。排煙脱硝装置では、触媒を用いてアンモニ
アと窒素酸化物を反応させ、窒素と水蒸気に還元
し、煙突より排出いたします。 

排煙脱硝装置に使用するアンモニアは、「高圧ガ
ス保安法」及び「電気事業法」に基づく適正な維
持、管理によって漏洩を防止するとともに、「悪臭
防止法」に基づき排出口における規制基準を遵守い
たします。その結果、アンモニアの排出量は極めて
少なく、また、これまでの実績からも悪臭として環
境保全上支障を及ぼす恐れは小さいものと考え、評
価項目に選定しておりません。 

61 P7-46 タール分について「高温のボイラー内で燃
焼されるため排出されないと考えております」とある
が、具体的な実験結果を示すべき。事業者の主観的な
見解で住民の意見への回答となっていない。 

タール分は、1300℃以上の高温では燃焼して存在
しないことが知られております。 

本計画において、ボイラー内の温度は 1500℃以上
と高温であるため、タール分は発生しないと考えて
おります。 

62 付近には高層のマンションがあります、低い雲のと
きは雲のなかに入ります。煙突はかなりの高さがあり
ますが、地上と比べると地上では煙が希釈されて濃度
が薄まるかも知れませんが、煙が雲のように漂い、直
撃すること考えられます。このような、高さのマンシ
ョンは、ほかのところであります。このようなマンシ
ョンに煙が直撃すること考えて予測して下さい。 

ばい煙の排出については、煙突高さを 150ｍ、排
ガス温度を 90℃、排ガス排出速度を 30m/sとする計
画にしております。 

煙突から排出された排ガスは、それ自身が持つ熱
と排出速度により、一定の高さまで上昇した後に拡
散いたします。 

この高さを有効煙突高さと言いますが、対象事業
実施区域周辺の平均的な気象条件であれば、400ｍ以
上となります。 

このことから、高層建築物への影響は少ないもの
と考えております。 

なお、高層建築物への影響については、調査、予
測及び評価について検討してまいります。 

 
高層建築物の高層階への影響については、予測を

行い、環境への影響はほとんどないことを確認して
おります。 

なお、施設の稼働（排ガス）による大気質への影
響については、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環
境」に記載しました。 

63 6-11 10 評価の手法で「実行可能な範囲内で回避又
は低減されているか検討し、環境保全について配慮が
適正になされているか検討する」実行可能性は事業者
が勝手に判断するのでしょうか、それとも、住民に根
拠数値の資料を示すのでしょうか？ 

環境影響評価は、各段階において、国、県及び市
に審査いただくことになっており、信頼できるもの
と考えております。 

なお、準備書については、方法書と同様に縦覧
し、説明会を開催いたします。 

64 健康調査 
石炭火力発電所周辺住民の健康調査を実施するこ

と。文科省の「学校保健統計」などによる文献調査、
環境省の大気汚染に関わる環境保健サーベイランス調
査」の手法や知見を活用し、稼働前と稼働後の調査を
行い公表すること。 

「発電所アセスの手引」において、予測結果の評
価は、「環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低
減されているかを検討し、環境保全についての配慮
が適正になされているかを検討する。また、環境基
準等との整合が図られているかを検討する。」とさ
れております。 

環境基準は、「環境基本法」において、「人の健
康を保護し、及び生活環境保全する上で維持される
ことが望ましい基準」として定められており、大気
環境における評価については、同基準等との整合が
図られているかについて評価いたします。 

65 この方法書については、しばらく、たとえば 1 年か
ら 2 年の延期することを求める。 

光化学オキシダントについては、その生成メカニ
ズムが十分解明されておらず、精度の高い予測手法 
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第 8.1.2-1 表(44)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 理由は、まだ多くの疑問点があり、まだ十分には検討
できない点が残っている。たとえば、光化学オキシダ
ントについても、環境基準をオーバーすることがある
と方法書に記載があるが、それについての、影響評価
方法に問題があると思われる。また、地域市民に十分
に理解させているのかどうかも、疑問である。 

が確立されていないため環境影響評価項目に選定し
ておりません。 
 施設の稼働に伴う排ガスについては、国内 高レ
ベルのばい煙処理施設を導入する計画とし、光化学
オキシダントの原因物質となる窒素酸化物を可能な
限り低減いたします。 
 配慮書に記載の予測結果では、排ガスによる大気
質への影響については、 大着地濃度の年平均値は
バックグラウンド濃度と比較して極めて小さく、そ
の寄与率は、二酸化窒素 0.6％と小さいものであ
り、大気質への影響は小さいものと考えておりま
す。 

施設の稼働による大気質の影響については、光化
学オキシダントの原因物質となる窒素酸化物につい
て、今後、調査、予測及び評価を実施し、その結果
を準備書に記載いたします。 

地域住民のご理解については、「環境影響評価法
施行規則」に基づき、当社施設等に加え、兵庫県、
神戸市及び芦屋市の協力を得て、合計８か所にて方
法書の縦覧を実施するとともに、神戸市３か所、芦
屋市１か所で説明会を開催していることから十分に
対応できているものと考えております。 

なお、準備書についても方法書と同様に縦覧し、
説明会を開催いたします。 
 

施設の稼働（排ガス）による大気質への影響につ
いては、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環境」に記
載しました。 

66 
 

【臭いを予測項目に加えよ】 
 私は当該発電所から南東約 2 キロの六甲アイランド
の居住区域北西端に住んでいる者です。季節を問わず
北西の風が吹くと、現在でも悪臭に悩まされていま
す。近隣住民も同じです。かつて 1960 年代に石炭火
力発電所が林立していた尼崎市に勤務していたことが
ありますが、同じ臭いです。他に発生源が考えられな
いので、神戸製鋼からの臭いと考えています。 
 方法書説明会では、事業者は「煙突の排ガスからは
臭いはしない」と断言し、「場合によって製鉄工程か
らの臭いかも知れない」と留保されましたが、地域住
民にとっては発生源はどうであれ、大きな問題です。
いわんやさらに煙突が倍増するとなれば、想像するだ
に胸が悪くなります。 
 よって、環境影響評価の予測項目にぜひとも臭いを
加えていただきたい。事業者は灯台もと暗しで、発生
源の真下では臭いは感じないかも知れませんが。 

悪臭については、「発電所アセスの手引」におい
て、「発電所においては、火力発電所に排煙脱硝装
置を設置した場合において悪臭物質であるアンモニ
アを使用するが、その排出量は極めて少なくこれま
での実績からも悪臭として環境保全上支障を及ぼす
おそれは小さいと考えられることから、参考項目と
して設定しない」とされていることから、評価項目
に選定しておりません。 

なお、神鋼神戸発電所における「神戸市条例」に
基づく事後調査結果においても、排ガス中のアンモ
ニア濃度は定量下限値(0.1ppm)未満～0.8ppmと低濃
度となっております。 
 

67 騒音振動その他 
低周波音は発生可能性のある機種ごとに、その施設内
の配置と近隣住宅への影響を複数案で調査を実施する
べき。  

発電所の低周波音源としては、誘引送風機、主変
圧器等があります。 

本計画においては、神鋼神戸発電所と同様に防音
対策を実施いたします。 

本計画の設備のレイアウトは、南北の配置に限定
されることから、当レイアウトを前提に施設の稼働
に伴う低周波音の影響について、今後、調査、予測
及び評価を実施し、その結果を準備書に記載いたし
ます。 

なお、神鋼神戸発電所の「神戸市条例」に基づく
事後調査結果では、発電所稼働後の敷地境界におけ
る低周波音レベルは生活環境にほとんど支障がない
レベルとなっております。 
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第 8.1.2-1 表(45)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

  施設の稼働（機械等の稼働）による低周波音の影
響については、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環境
4. 低周波音」に記載しました。 

 

4. 水環境 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 水温測定回数 
温排水に関する調査方法 (P6-55) について、水温

は天候に大きく左右され、日変動、月変動が激しいに
もかかわらず、52 箇所の測定地点で 1 年間、四季に 1
回しか調査しないのは少なすぎる。たった 4 回の調査
では近傍海域の水温状況は解明できないし、事後のモ
ニタリングデータとしても活用できない。たった 4 回
で年間の変動が把握しうるとみなす科学的な根拠を示
すべきである。したがって、連続観測地点を増設すべ
きである。また観測の測定水深、精度が示されていな
い。 

水温の水平及び鉛直分布の調査については、「発
電所アセスの手引」において「調査の期間及び時期
は原則１年間とし、季節ごとに１回行う」とされて
いることから、周辺海域における水温の状況は十分
に把握できるものと考えております。 

測定機器については、海域調査等で広く用いられ
ており、測定精度は±0.01℃の検定済のものを使用
いたします。 

なお、測定深度については、海面下 0.5ｍ、１
ｍ、２ｍ、３ｍ、４ｍ、５ｍ、７ｍ、10ｍ、海底上
１ｍで実施する計画としております。 

 
施設の稼働（温排水）による海域への影響につい

ては、準備書第 12 章の「12.1.2 水環境」に記載し
ました。 

2 水温連続測定地点数 
温排水に関する調査方法 (P6-55) について、定点水
温連続測定が 1 地点は明らかに少なすぎる。1 地点に
した根拠は何か、明確かつ科学的な理由を示すべきで
ある。投入型水温連続測定器(例えば、Onset社製の
Tidbit など)が 1 台 2 万円程度で販売されている現状
で、検証可能性を担保した事前環境データの測定地点
数とはいえない。 低でも 50 箇所程度は必要であ
る。また、連続観測の観測頻度、測定水深、精度が示
されていない。 

定点水温連続測定の調査地点については、「発電
所アセスの手引」において、「調査地点は原則とし
て取放水口前面海域の１点とし、測定深度は表層、
中層及び下層とする。」とされていることから、周
辺海域の１地点において設定しております。 

測定機器については、海域調査等で広く用いられ
ており、測定精度は±0.05℃の検定済のものを使用
いたします。 

なお、観測頻度は１年間連続、測定深度は海面下
0.5ｍ、３ｍ、５ｍ、７ｍ、10ｍで実施する計画とし
ております。 

 
施設の稼働（温排水）による海域への影響につい

ては、準備書第 12 章の「12.1.2 水環境」に記載し
ました。 

3 水温連続測定地点の位置 
温排水に関する調査方法 (P6-55) について、定点

水温連続測定地点が神戸沖埋立処分場地先に設定され
ており、将来温排水があった場合にその影響が薄まっ
た地点で測定しようとしている。この地点設定では事
前事後で水温上昇の検証ができない。これは完全に意
図的かつ悪意ある地点の設定である。ここに設定した
根拠は何か？なぜ、取水排水口近傍に設置しないの
か、明確かつ科学的な根拠を示すべきである。 

定点水温連続測定の調査地点は、神鋼神戸発電所
等の温排水の影響範囲外で、周辺海域における代表
的な水温変化を把握するため、船舶の航行等を考慮
して設定しております。 

なお、取放水口前面海域を含む周辺海域の 52 地点
において、水温の水平及び鉛直分布調査を実施する
計画としております。 
 

その後の検討により、水温は 53 地点で現地調査を
実施いたしました。調査結果については、準備書第
12 章の「12.1.2 水環境」に記載しました。 

4 温度躍層の解析について (P.6-59、P.6-63) 
温排水の表層放水による温度躍層の形成・強化・頻

度増加・長期化・慢性化による底層部の貧酸素化リス
クが増大することは容易に想定される。にもかかわら
ず、水質測定点、水温測定地点、流況測定地点の数と
位置が異なる(一部、整合している地点もある)。これ
ではシミュレーション等によって、どの程度の影響が
あるのか、正しく判定できない。なぜ、地点等を合致
させないのか、明確かつ科学的な根拠を持って説明す
べきである。また、流況調査項目では、そもそもどの

水環境における調査地点位置及び地点数について
は、「発電所アセス省令」及び「発電所アセスの手
引」に基づき、環境要素の区分ごとに、環境影響を
予測及び評価するために適切かつ効果的な調査地点
を設定しております。 

水質の調査については、「発電所アセスの手引」
において、「一般排水の排水口前面海域とし、海域
の状況が的確に把握できる範囲を選定する。また、
一般排水を温排水の放水口から排出する場合は、必
要に応じて取水口前面海域も含めるものとする。な 
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第 8.1.2-1 表(46)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 ような解析手法やシミュレーション手法を用いて、何
を明らかにするかも明確に書かれていない。手法を具
体的に示し、その精度と確度を提示しなければならな
い。 

お、流入河川等の影響が考えられる場合は、適宜調
査地域及び調査地点の配置に考慮する。数点～10 点
を標準とするが、排水口の前面海域の状況等に応じ
て増減する。」とされており、方法書（P6-58）に示
す 18 地点としております。 

水温の調査については、「発電所アセスの手引」
において、調査範囲は、「簡易予測手法等を参考と
して温排水による水温上昇１℃の拡散範囲（以下、
「温排水拡散推定範囲」という。）を求め、これを
包含する範囲及び取水口前面の海域とする。また、
増設の場合や他の発電所と温排水の重畳が予測され
る場合は、温排水拡散推定範囲にこれらの範囲を含
めることとする。ここに、温排水の重畳とは、当該
発電所と他の発電所のそれぞれの温排水拡散推定範
囲が同一時刻に重なることをいう。なお、流入河川
の影響が考えられる場合、あるいは地形が複雑な場
合や防波堤等構造物がある場合は、適宜調査範囲及
び調査地点の配置を考慮する。」とされておりま
す。調査地点は、「格子状あるいは放射状に配置す
る。 測線あるいは調査地点の間隔は、放水口に近い
所ほど密に、離れるにしたがって粗とする。」とさ
れており、方法書（P6-59）に示す 52 地点としてお
ります。 

流況の調査については、「発電所アセスの手引」
において、「放水口前面海域に汀線に直角な１測線
を設定し、調査地点を２～３点配置し、また、汀線
方向の流況を把握するため、その両側にも調査地点
を配置する等により、温排水拡散推定範囲を包含す
る範囲の流況が把握できるよう適切に調査地点を配
置する。なお、地形が複雑な場合や防波堤等構造物
がある場合には、これらの影響を勘案して調査地点
の配置及び調査点数の追加を考慮する」とされてい
ることから、方法書（P6-64）に示す９地点としてお
ります。 

また、流況については、流向及び流速について、
数理モデル（平面２次元）によるシミュレーション
解析により、放水口から海域へ温排水を放水した場
合の流動を計算して、予測及び評価を実施し、その
結果を準備書に記載いたします。 

 
その後の検討により、水温・塩分は 53 地点、水質

は 20 地点で現地調査を実施いたしました。調査、予
測及び評価の結果については、準備書第 12 章の
「12.1.2 水環境」に記載しました。 

5 水環境、温排水について。環境大臣が取放水設備の
設置工事による影響を懸念する意見を提出している。
水環境については、事業実施区域がわが国 大の閉鎖
的海域である瀬戸内に面していること、温排水につい
ては、既存の温排水との累積的な影響を挙げている。
「方法書」によれば既存の文献等も参考に概況を調査
したとある。重畳も踏まえた上で調査するよう指示し
ているが、調査は大がかりなものになるが、実地調査
をしたのか。その結果はどうだったのか。 

対象事業実施区域及びその周囲の概況について
は、入手可能な 新の文献その他資料により、周囲
の概況を整理し、方法書（P3-39～71）に記載いたし
ました。水質及び温排水の影響については「発電所
アセスの手引」を参考に、今後、調査、予測及び評
価を実施し、その結果を準備書に記載いたします。 

なお、温排水の累積的な影響については、隣接す
る神鋼神戸発電所等からの温排水の重畳も考慮した
上で、調査、予測及び評価を実施いたします。 

 
施設の稼働（温排水）による海域への影響につい

ては、準備書第 12 章の「12.1.2 水環境」に記載し
ました。 

6 取水排水の循環 (P.2-6) 
火力発電所の取水口・排水口は、大阪湾という閉鎖

取放水設備については、深層取水・表層放水方式
を採用し、取水口は上層の水を取り込まない設計と 
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第 8.1.2-1 表(47)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

 

性水域の 奥部で、さらに周囲を埋立地で固まれた極
めて流動性の低い海域である。にもかかわらず、取水
口と排水口は約 500m しか離れていない。これでは冷
却水の循環が発生することは確実である。こうした海
域への高温水(7℃)の排水は甚大な環境影響が生じる
ため、取水排水口の位置関係を再考すべきである。も
っとも環境への影響が少ない複数案を示さなければな
らない。また、既存施設からの温排水とあわせて高温
域が広範囲になり、より冷めにくくなる。こうしたこ
とが調査・解析に全く考慮されていない。 

すること、放水後の温排水は表層を漂うことに加
え、取水口と放水口の距離は十分に離れた位置とす
ることにより再循環は起こらないものと考えており
ます。 

同様の取放水方式を採用している神鋼神戸発電所
において、再循環はみられておりません。なお、施
設の稼働に伴う温排水の影響については、隣接する
神鋼神戸発電所等からの温排水の重畳も考慮した上
で、調査、予測及び評価を実施し、その結果を準備
書に記載いたします。 

 
施設の稼働（温排水）による海域への影響につい

ては、準備書第 12 章の「12.1.2 水環境」に記載し
ました。 

7 P6-56 表層での放流であっても、密度差による上
下方向の混合の可能性がある。多層モデルで行う必要
がある。 

施設の稼働に伴う温排水の予測については、今後
実施する現況調査により、周辺海域の水温、塩分、
流況等を把握し、「発電所アセスの手引」を参考
に、他発電所の環境影響評価で多くの実績のある数
理モデル（平面２次元）によるシミュレーション解
析手法により温排水の流動・拡散予測を実施する計
画としております。 

8 温排水の影響評価について 
＊拡散予測は、既設神戸発電所のアセスメントと同

様、少なくとも１℃上昇範囲まで行い、同時に、水深
方向底層までの水温分布、及び溶存酸素濃度（ＤＯ）
の予測も行う必要。 
＊方法書の第 6.2-2 図(3)調査点では水温･塩分濃度だ
けでなく、ＤＯも測定項目に加え、かつすべての測定
点、測定項目について、水面～底層の分布を把握する
測定を、少なくとも１年間にわたり毎月行う必要。＊
これら測定データによって、予測モデルの妥当性を確
認する必要がある。 
＜理由＞既設発電所建設時と比較すれば、周辺海域で
ＤＯは低下している。ＤＯは、とくに底層ＤＯは生態
系、水質自然浄化力に大きく影響するが、温排水の表
層放流は海水面からの酸素供給を阻害する。温排水の
ＤＯへの影響評価は極めて重要である。 

施設の稼働に伴う温排水の拡散範囲については
「発電所アセスの手引」を参考に、１年間季節ごと
に１回、水温、塩分、流況の現況調査を実施し、数
理モデルによるシミュレーション解析手法により、
予測を実施する計画とし、その結果については、上
昇温度別（３℃、２℃、１℃）の包絡範囲を準備書
に記載いたします。 

溶存酸素濃度については、神鋼神戸発電所の「神
戸市条例」に基づく事後調査では、発電所の稼働前
後において底層の溶存酸素濃度の悪化は認められて
おりません。なお、水質の現況調査については、方
法書（P6-58）に示す 18 地点で調査を実施する計画
としており、周辺海域における溶存酸素濃度の状況
は十分に把握できるものと考えております。 

 
その後の検討により、水質は 20 地点で現地調査を

実施いたしました。施設の稼働（温排水）による海
域への影響については、準備書第 12 章の「12.1.2
水環境」に記載しました。 

9 石炭粉じん、石炭灰で密閉構造としているが、負圧
で吸引しているのでなければ、敷地内に粉じんが飛散
し雨で流れ出るので水質や海の生物の予測評価も必要
である。 

「発電所アセスの手引」において、石炭粉じんに
ついては「石炭火力発電所においては、屋外に貯炭
場を設置する場合に、そこから石炭粉じんの飛散の
影響が、近傍に民家等が存在する場合は想定される
ことから、参考項目として設定する」とされており
ます。 

本計画においては、石炭は密閉型サイロに貯蔵、
揚炭設備及びコンベアは密閉構造としており、石炭
粉じんについては飛散防止対策が図られていること
から、評価項目として選定しておりません。また、
石炭灰についても屋内式貯蔵設備に保管する計画と
しており、飛散等による影響はないものと考えてお
ります。 

なお、取放水口前面海域を含む周辺海域の 52 地点
において、水温の水平及び鉛直分布調査を実施する
計画としております。 

 
その後の検討により、水温は 53 地点で現地調査を
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No. 意見の概要 事業者の見解 

  実施いたしました。 

10 次亜塩素酸ソーダの量と排出口の濃度(P.2-9) 
取水施設等へ生物の付着を防ぐために、電気分解に

より得た次亜塩素酸ソーダを注入する計画とある。次
亜塩素酸ソーダは生物にとっては猛毒である。このた
め瀬戸内海環境保全特別措置法では指定物質として規
制されている。本施設でどの程度の量を使用するの
か、示されていない。また、突発的な事故や人為的ミ
スなどで海域へ排出された場合に海域への拡散、それ
に伴う被害想定などが、検討されていない。 

次亜塩素酸ソーダについては、海水を電気分解し
て生成し、注入いたします。注入量については、貝
類などの海生生物が水路や管路に付着するのを防止
するため、ごく低濃度で注入し、放水口において、
残留塩素が検出されないよう管理いたします。 

放水口における残留塩素については、常時監視す
るとともに、定期的に、JISで規定された測定を実施
し、万が一故障が発生した場合でも、次亜塩素酸ソ
ーダの生成、流入が停止するなど、安全に配慮した
計画といたします。 

なお、発電所の運転にあたっては、機器の故障等
を未然に防止するため、日常点検、定期点検を通じ
て機器の保全に努めてまいります。 

11 石炭火力発電は大量の温排水を出します。海水より
７度も温かい水を大量に放出するので海水温が上昇し
ます。今年の台風の発生の折温排水の異常な高温で異
常気象になり災害も増えています。神鋼周辺は外海と
違い潮の流れも弱く生物や植物に影響があります。 

施設の稼働に伴う温排水については、取放水温度
差を７℃以下で放水することで、放水後直ちに周囲
の冷たい海水と混合して温度が低下し、拡散範囲は
神戸製鋼所前面の近傍海域に留まるものと考えてお
り、温排水による気温上昇の影響は、極めて小さい
ものと考えております。 
温排水の拡散範囲、海域に生息する動物及び生育す

る植物への影響については、今後、調査、予測及び評
価を実施し、その結果を準備書に記載いたします。 
 
施設の稼働（温排水）による海域への影響について

は、準備書第 12 章の「12.1.2 水環境」に、海域に
生息する動物については、準備書第 12 章の「12.1.3
動物」に、海域に生育する植物については、準備書第
12 章の「12.1.4 植物」に記載しました。 

12 赤潮・青潮の発生リスクの増大 
赤潮や青潮は、残念なことに大阪湾では未だに発生

している。新たな石炭火力発電所からの温排水には期
的な影響だけでなく、広範囲かつ長期的な影響によっ
ても赤潮・青潮の発生リスクを増大させる恐れがあ
る。赤潮や青潮が長期化・慢性化すれば市民生活や漁
業にも被害が及ぶかもしれず、取り返しのつかない社
会損失となる。温排水に関わる計画を抜本的に見直す
必要がある。 

赤潮については、窒素・燐等の栄養塩、日照・降
雨等の気象条件、海水の塩分低下等種々の要因が複
雑に作用し発生すると言われておりますが、その生
成メカニズムは科学的に明確になっておりません。
発電所から放水される温排水は、比較的短時間のう
ちに周囲の海水温度に戻ることで、温排水による水
質に及ぼす影響は少ないことから、赤潮の発生を助
長するようなことはないと考えております。 

また、青潮は、富栄養化が進行した閉鎖性水域に
おいて、夏季に成層が発達し底層に酸素が供給され
にくい状態で、底層での有機物の分解により酸素が
消費され貧酸素水塊が形成されます。この貧酸素水
塊が上昇することで青潮が発生すると考えられてお
ります。溶存酸素量が低いと貧酸素水塊が発生いた
しますが、神鋼神戸発電所の「神戸市条例」に基づ
く事後調査において、温排水による溶存酸素濃度へ
の影響は認められておりません。 

13 赤潮発生の解析およびシミュレーション 
赤潮の発生プロセスは複雑であり、その影響要因も

栄養塩、流況、水温、植物プランクトン組成など多岐
にわたる。しかし、方法書には赤潮の発生頻度や状況
に関する調査項目がそもそも見当たらない。これは温
排水による影響を軽視する不作為である。なぜ、赤
潮・青潮発生のリスク評価をしないのか、科学的かつ
客観的な根拠を示すべきである。 

また、実際の赤潮発生頻度がどのように変化するか
シミュレーションするためには、温排水、栄養塩、一
次生産量などの各影響要因の測定地点の数や位置を一
致させなければならない。現計画では異なっている
(一部、整合している地点もある)。これでは高い精度
での解析ができず、曖昧な結果しかだせない。各影響
要因の調査地点の選定を再考し、統合を図らなければ
ならない。 

14 水質汚濁 
底質は建設機械稼働だけでなく、稼働時の汚染も、

主要重金属それぞれについて評価すべき。 

建設機械の稼働に伴う底質の調査地点について
は、「発電所アセスの手引」において、「浚渫工事
箇所ごとに海底表層部分での１点を標準とするが、
工事の規模等に応じて増加するものとする。」とさ 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

15 底質調査について(P6-60) 
１）底質調査の目的と意図 

底質調査は、海域工事に伴って建設重機等による撹
拌で底質の汚染物質を移動、拡散させないことを目的
に設計されている。しかし、この目的以外に排水によ
る底質撹拌、取水による底質改変も起こりうることが
全く考慮されていない。これら未検討次項によって底
質中の栄養塩・有害物質・重金属回帰(溶出)、酸素消
費、濁りなどの環境影響が懸念される。これらは目的
が異なるため別項目として詳細な調査をすべきであ
る。また底質の調査項目については、強熱減量、酸化
還元電位、硫化物濃度などは当然として、栄養塩類、
重金属類、有害物質などの濃度も測定する必要があ
る。 
２）調査地点数とその位置 

上記の取水排水による底質撹拌の把握を調査目的と
した場合、底質環境の調査方法(P6-60)について、調
査地点数が 5 地点と全くもって少ない。また位置にお
いても排水口近傍のみであり、広範囲に影響がでる可
能性を排除した測定地点の配置である。本来、調査地
点はこうした不測の事態や大規模な環境悪化が生じる
可能性を念頭に置いて、数kmの範囲に調査地点を置か
なければならない。5 地点にした根拠は何か、大規模
な環境変化の有無を検知できる明確かつ科学的な理由
を示すべきである。 

れており、方法書（P6-62）に示す、取放水設備工事
等を実施する範囲内の５地点を設定しております。 

取放水設備工事以外の供用時の底質について、温
排水は海水を復水器の冷却にのみ使用するものであ
り、水質に変化はありません。また、海水の取水方
式としては、深層取水方式を採用いたしますが、海
底の泥などを巻き込まないよう設備を設計すること
から、海水の取水による底質への影響はほとんどな
いものと考えております。 

また、「発電所アセスの手引」においては、「一
般排水や温排水の排出による影響が想定されるが、
これらは排水基準を遵守することが前提であり、こ
れまでの実績等から底質の環境保全上の支障は想定
されないことから、参考項目として設定しない。」
とされていることから、評価項目として選定してお
りません。 

建設機械の稼働に伴う底質の調査については、
「発電所アセスの手引」を参考に「海洋汚染及び海
上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規
定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含ま
れる金属等の検定方法」（昭和 48 年環境庁告示第
14 号）に定められている方法により、有害物質を測
定いたします。 

 

5. 動物、植物、生態系 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 マクロベントス、メガロベントスの調査について(P6-
68) 

当該海域では護岸の改変や水質・底質の悪化によっ
て、外来種が定着している。しかし、現状の在来種と
外来種の生態系バランスは、新たな温排水や水質・底
質環境の変化などによって変化・変質する可能性があ
る。例えば、南方系生物などが分布域、個体数を増加
させ、北方系生物が減少するなど容易に想定される。
こうした場合は、現象は局所的であっても、火力発電
所近傍海域が外来種の温床となり、大阪湾全域に拡大
させてしまう可能性が認められる。方法書には、こう
した外来種定着・増加・拡散予測やシミュレーション
について全く書かれていない。こうした外来種が漁業
などに影響を及ぼした場合は、操業補償、賠償金、環
境改善費用など全額を負担する必要がある。 

海域に生息する動物への影響については、「発電
所アセスの手引」を参考に、今後、調査、予測及び
評価を実施し、その結果を準備書に記載いたしま
す。 

なお、海生動物に関わる現況調査では、放水口近
傍を含む周辺海域における「特定外来生物による生
態系等に係る被害の防止に関する法律」、兵庫県及
び神戸市のブラックリストの外来種について、季節
ごとの出現状況を確認いたします。 
 

海域に生息する動物については、準備書第 12 章の
「12.1.3 動物」に、海域に生育する植物について
は、準備書第 12 章の「12.1.4 植物」に記載しまし
た。 

2 計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果
表 4.3.2-2 (P4-25)において、水温が 3 ℃以上上昇

する面積が 6.6km2 から約 11km2 とおおよそ 2 倍に拡
大する。これは、近傍海域の面積全体 23km2 の半分に
相当する。これに対して「影響は小さい」と述べてい
るが、サンゴや藻場がないため影響が小さいと言って
いるだけで、近傍海域の半分に温排水が広がるにもか
かわらず「小さい」というのは明らかな論理のすり替
えである。また、1～2℃の上昇であっても、水温上昇
すれば生息できない生物種も多く存在することを鑑み
れば、近傍海域への影響はほぼ全域となり、壊滅的打
撃となる。これは極めて甚大かつ深刻な影響と言わざ
るをえない。 

配慮書手続きにおいては、重大な環境影響が考え
られる環境要素について検討するとされており、
「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」において、
環境影響を受けやすい対象として、藻場、干潟、サ
ンゴ群集があげられていることから、海域に生息す
る動物、生育する植物については、これらの影響に
ついて評価いたしました。近傍海域 23 km2 について
は、３℃以上上昇域の面積の推定結果がこの海域に
留まる事を示すために記載したものであり、環境影
響評価の判断として用いたものではありません。 

調査範囲については、１℃以上の温排水拡散推定
範囲を包含する周辺海域を対象とし、海域に生息す
る動物、生育する植物への影響について、今後、調
査、予測及び評価を実施し、その結果を準備書に記 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

  

載いたします。 
 
施設の稼働（温排水）による海域への影響につい

ては、準備書第12章の「12.1.2 水環境」に、海域に
生息する動物については、準備書第12章の「12.1.3
動物」に、海域に生育する植物については、準備書
第12章の「12.1.4 植物」に記載しました。 

3 現況環境影響調査により土壌調査や生物体内蓄積調
査、成長調査を加えるべきである。汚染物質は土壌に
堆積したり、蓄積したりする。水銀などは動植物の体
内に蓄積される。環境汚染は動植物の成長に影響を与
える。それぞれの環境汚染物質に対して、 高濃度予
測地点における化学物質や重金属の土壌調査や動植物
内の蓄積量動植物への成長影響調査を行うべきであ
る。 

土壌への影響については、「石炭火力発電所排煙
中微量物質の挙動調査」（電力中央研究所、平成元
年）によりますと、石炭中の微量物質は、一般に土
壌中の濃度と同程度であること、また、発電所周辺
での積算 25 年間にわたる土壌への影響はほとんどな
いことが報告されております。 

なお、重金属等の微量物質については、施設の稼
働に伴い排出するおそれがある事から、大気質の評
価項目として選定しており、今後、調査、予測及び
評価を実施し、その結果を準備書に記載いたしま
す。 

 
施設の稼働（排ガス）による大気質への影響につ

いては、準備書第 12 章の「12.1.1 大気環境」に記
載しました。 

 

6. 景観 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1  【眺望・景観の環境影響評価予測を慎重に】 
 この問題では、煙突の高さ 3 通りの案とも環境に大
きな影響はないとしているが、いずれも意図的に影響
が少ないようなモンタージュ写真が添付されていま
す。モンタージュでは、確かに煙突は見えるか見えな
いかのようです。 
 しかし実際はこんなものではありません。私は六甲ア
イランドの居住区北西端に住んでいる者ですが、私の居
住するマンションから見た現在の煙突の写真を添付しま
す。これは標準レンズでの撮影です。煙突はモンタージ
ュよりはるかに大きく見え、圧迫感があります。 
 さらにモンタージュでは煙を再現していませんが、
冬季は連日の如く六甲山の上に突き抜けるように高く
上ります。あるいは大きくたなびきます。事業者は説
明会で、冬季たまに白煙が上がることがあると述べま
したが、たまではありません。ほぼ連日です。この煙
突がもう一本建つのです。 
 六甲山は日本で 初に指定された国立公園、瀬戸内
海国立公園を構成する大切な景観です。これを煙突や
煙は大きく毀損します。 近は外国からのクルーズ船
がよく神戸港に入港します。 
この煙突や煙はどんな思いで外国人に受け止められる
でしょうか。 

配慮書に記載の景観については、施設の存在（煙
突高さ）が対象事業実施区域周辺における主要な眺
望点からの眺望景観の変化の程度に及ぼす影響を、
垂直視覚及び眺望景観イメージ図を用い予測及び評
価いたしました。 

施設の存在に伴う景観については、「神戸市都市
景観条例」に基づき、建物、煙突等の形状、色彩等
を検討の上、主要な眺望点からのフォトモンタージ
ュを作成し、予測及び評価を実施し、その結果を準
備書に記載いたします。 

煙突からの白煙については、排ガスは、脱硫処理
を行う過程で水蒸気を含んだ状態となっており、大
気温度、湿度によっては水分が凝結して、細かな水
の粒子となり、光が乱反射して、特に冬季における
大気温度が低い朝方等には、白く見えることがあり
ます。また光の当たる角度によっては、影により一
時的に灰色や、黒っぽく見えることもあります。 

なお、燃料として使用する石炭の炭種によって、
排ガスの性状が大きく変動する事はありません。神
鋼神戸発電所による排ガスは、ばい煙処理施設で処
理し、ばい煙排出濃度は協定値以下で運転しており
ます。 

 
施設の存在による景観への影響については、準備

書第 12 章の「12.1.6 景観」に記載しました。 
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第 8.1.2-1 表(51)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

2 景観について問題ないとしているが、冬と春の時期
あるいは、早朝・夕方に煙突から出る白煙や黒煙につ
いてまったく検討されていない。気温が高いと排煙は
見えないが、大気汚染物質が含まれている。 

国際観光都市神戸にふさわしくない景観だ。石炭火
力発電設備建設は断念すること。 
 
◇写真参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 景観について。 
「配慮書」に対する意見書で、景観に関し、煙突の

高さ、位置だけを評価対象にし、煙突から排出される
噴煙を対象にしていない、景観評価は白紙撤回すべき
だ、と述べたが、景観というのは人間の眼に入る景色
なり、風景のすべてであるからだ。白煙については光
の乱反射により、白く見えることがあり、光の入る角
度により、白煙が灰色に見えることもあると説明され
た。「噴煙のひどいときの状態、情景を見たことがあ
るのか」と書いたが、「ひどいときの状態」を具体的
に補足して言えば、異様なほどの灰色または灰黒色の
噴煙が灘区の上空を覆っているということだ。光線が
少ない、弱い曇天もしくは雨曇りの日に顕著であるの
は、光線の具合だけでは説明できないのではないか。
燃料である石炭の組成、石炭の質に原因があるのでは
ないか。輸入している石炭の産出国、種類を明らかに
してもらいたい。 

 

7. 産業廃棄物 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 石炭火力発電所稼働後の石炭灰、などの産業廃棄物
の処理について、他社への委託処理により適切に処理
され、セメントや道路舗装用の材料として再利用され
ているとするが、こうした石炭灰の処理・再利用にお
ける水銀など重金属環境汚染もまた問題になってい
る。一部は管理型 終処分場への廃棄を必要とするも
のとなる。環境影響評価書に 終処理に至るまでの全
容を記載し、明らかにするべきである。また、その
終処理責任を神鋼が負うべきである。 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、
「廃棄物処理法」という。）第３条において、「事
業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自ら
の責任において適正に処理しなければならない。」
とされており、産業廃棄物の処理を業者に委託した
としても、廃棄物が適正に処理されるまでは排出事
業者が責任を負うこととなっております。 

廃棄物の予測及び評価については、工事の実施及
び発電所の運転に伴い発生する産業廃棄物の種類ご
との発生量、有効利用量及び 終処分量を計画に基 
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第 8.1.2-1 表(52)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

2 石炭灰等の廃棄物処理を業者へ一括丸投げしている
が、発生源の企業が 終処分まで責任を持つ必要があ
る。石炭灰の有効利用というが、公害を拡散している
だけだ。 
◇石炭灰は、セメント材料としてリサイクルするよう
だが、石炭灰中の水銀などの重金属類がセメント製造
過程で大気・土壌汚染しており問題だと指摘されてい
る。 

づき予測し、「廃棄物処理法」との整合が図られて
いるかを検討して評価し、その結果を準備書に記載
いたします。 

電気業による石炭灰については、「資源の有効な
利用の促進に関する法律」において、「指定副産
物」として指定されており、再生資源として有効利
用することを促進すべきものとされております。ま
た、「電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用
促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省
令」（通商産業省令第 57 号、平成３年）において、
石炭灰の利用促進のための基準が定められておりま
す。神鋼神戸発電所で発生する石炭灰は、セメント
原料として有効利用しておりますが、セメント会社
の受入れ基準を満足しており、本計画において発生
する石炭灰についても同様に有効利用する計画とし
ております。 

 
産業廃棄物については、準備書第 12 章の「12.1.8

廃棄物等」に記載しました。 

3 廃棄物等の中の産業廃棄物について、「種類ごとの
発生量、有効利用量、 終処分量を事業計画等に基づ
いて予測する」(6-85)とあるので、そのそれぞれの中
の水銀などの有害重金属含有量も評価して公表するこ
と。 

廃棄物については「廃棄物処理法」に基づき適正
に処理または有効利用する計画としております。 

また、廃棄物の評価については、「発電所アセス
の手引」を参考に、法律との整合が図られている
か、産業廃棄物に係る環境影響が、実行可能な範囲
内で低減されているか、環境保全についての配慮が
適正になされているかを検討し、その結果を準備書
に記載いたします。 

 
産業廃棄物については、準備書第 12 章の「12.1.8

廃棄物等」に記載しました。 

4 廃棄物に含まれる有害物質、重金属の運搬時の飛
散、利用後の追跡調査（セメントに使用した場合、埋
め立てに使用した場合に、その後数十年間に当該物質
が外に出て環境影響をもたらす可能性など）も評価す
る必要がある。 

5 石炭灰、集塵装置捕集物、脱硫装置回収物について 
有効利用されるもの、産廃として処理処分されるも

のなどすべてについて、石炭中に含まれる水銀などの
重金属類、放射能など微量成分の含有量を予測評価す
ることが必要。 
＜理由＞外部へ有効利用であれ廃棄であれ外部放出さ
れるものは環境保全上問題ないと確認されるべき 

 

8. 温暖化関係 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 温室効果ガス排出量について 
本方法書ではUSC（超々臨界圧）を採用し、BAT（Best 
Available Technology）の参考表の(B)について採用
の可能性を検討した上で(A)以上を採用することが強
調されている。また「石炭を燃料とする 新鋭の発電
技術（経済性・信頼性において問題なく商用プラント
として既に運転開始をしている 新鋭の発電技術）で
あるUSC発電設備の導入により、発電電力量当たりの
二酸化炭素排出量を低減する計画」とし、二酸化炭素
排出量は約 0.77kg-CO2/kWh、総排出量は年間約 700 万
t-CO2 としている。従来からの効率を向上しても、
新のLNG火力の約 2 倍にも及ぶCO2 排出量であり、拡大
によって追加的に排出される膨大なCO2 による影響へ
の配慮が全く見られないことは問題である。 

LNG火力の 新型や、再生可能エネルギー発電所な
ど、CO2 排出量の少ない発電技術を比較すべき。石炭
火力発電所は、 新型であっても大量のCO2 を排出さ
せるため、本計画は看過できない。 

平成 26 年４月に閣議決定された国の「エネルギー
基本計画」では、石炭は「安定供給性や経済性に優
れた重要なベースロード電源の燃料」と位置づけら
れ、「環境負荷を低減しつつ活用していくエネルギ
ー源」とされております。 

また、平成 27 年７月に決定された国の「長期エネ
ルギー需給見通し」では、「安全性、安定供給、経
済効率性及び環境適合を同時達成するためには、バ
ランスの取れた電源構成とする必要がある」とされ
ております。石炭は、安定供給性、経済性に優れ、
価格についても他の燃料と比較して安価で安定して
推移しており、石炭火力はベースロード電源として
2030 年度の電源構成の 26％程度を担うと位置づけら
れております。 

上記の「長期エネルギー需給見通し」に基づき、
本年末に予定されている COP21 を見据えて 2020 年以
降の温室効果ガス削減に向けた「日本の約束草案」
が作成され、「2030 年度に 2013 年度比▲26.0％の 
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第 8.1.2-1 表(53)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

  
また、既存発電所 2 基の排出を加えると、神戸市の

年間排出量約 1,200 万トンを貴社のみで上回る排出と
なる。さらに、需給契約を締結している、関西電力の
電力排出係数の悪化をもたらす可能性が極めて高い。

例えば、仮に石炭を燃料として選択するのであれ
ば、 新型のLNG火力発電と比較し、超過する分の排
出削減を具体的にどのように実現させるのかについて
も検討する必要がある。 

水準にする」との目標が設定されました。 
これを受け、電力業界は温室効果ガスの削減に向

け、本年７月に電気事業連合会加盟 10 社、電源開
発、日本原子力発電および新電力の有志 23 社が、電
力業界の低炭素社会の実現に向けた新たな自主的枠
組みを構築し、「電気事業における低炭素社会実行
計画」を公表しました。この中で、電力業界の低炭
素化の目標として、「2030 年度に排出係数 0.37 ㎏-
CO2/kWh 程度(使用端)を目指す」とされており、こ
れは電力由来のエネルギー起源二酸化炭素排出量に
して、2013 年度比▲35％程度に相当し、火力電源に
ついては、今後、高経年化が進む中で、火力電源の
高効率化が求められていくものと考えられます。 

また、自主的枠組みの中で「目標達成に向けた実
効性ある仕組みを充実できるよう、今後も引き続き
参加事業者の中で協議を進めていく。」とされてお
ります。 

 
本計画において、現時点での二酸化炭素排出係数

は、約 0.77 ㎏- CO2／kWh、本排出係数による二酸
化炭素総排出量は、約 700 万ｔ- CO2／年と想定し
ております。 

本計画の電力は、発電のため所内で消費する電力
を除き全量を関西電力へ卸供給いたします。二酸化
炭素排出量約 700 万ｔのうち、発電のために所内で
消費する電力に相当する約 40 万 t が当社の二酸化炭
素排出量として神戸市の二酸化炭素排出量に含まれ
ます。送電電力に相当する約 660 万ｔの二酸化炭素
排出量については、卸供給先である関西電力の電力
使用先の排出量となることから、発電に伴って発生
する二酸化炭素排出量全量が神戸市の排出量となる
わけではありません。現在稼働中の神鋼神戸発電所
の二酸化炭素排出量についても同様に取り扱われて
おります。 

送電電力に伴う二酸化炭素排出量約 660 万ｔにつ
いては、この計画に基づき、再生可能エネルギーの
導入や、当社の発電所設置計画を含めた火力発電の
高効率化、原子力発電の活用などにより、関西電力
を含む電気事業連合会および新電力などが電力業界
全体で 2030 年度の二酸化炭素排出係数を 0.37 ㎏-
CO2/kWh 程度となるよう、取り組みを行うものと考
えております。 

上記の取組みについては、今後の環境影響評価手
続期間中に具体化された内容があれば、可能な範囲
で準備書に記載いたします。 
なお、当社グループにおいては、「環境に配慮した
生産活動」「製品・技術・サービスでの環境への貢
献」を環境経営方針の一つとしております。生産活
動においては、日本鉄鋼連盟をはじめとする各産業
界における低炭素社会実行計画にもとづいた生産プ
ロセスにおける二酸化炭素排出量低減に取り組んで
おります。この他、製品・技術・サービスでの環境
への貢献として、高張力鋼板や自動車用アルミパネ
ル等の素材分野や高効率ヒートポンプ、省エネ型建
機等の機械分野に加え、バイオ天然ガス、バイナリ
ー発電、水素ステーション等の再生可能エネルギ
ー、余剰エネルギー活用等の分野においても、広く
二酸化炭素排出削減に貢献する製品の開発、普及に
取り組んでおります。 

2 CO2 排出に関する取り扱いと「東京電力の火力電源
入札に関する関係局長級会議取りまとめ」との整合性
について 

IPCC第 5 次評価報告書において示されたように、CO2

は気候変動の主因であり、地球環境に多大な影響を及
ぼすことは明白である。BATを採用する場合でも、事
業によって引き起こされるCO2 の総排出量の影響を検
討し、対応を実施することは、事業者の社会的責任と
して不可避である。 

また、環境大臣から経産大臣への意見書では、「東
京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議取りま
とめ」をふまえて環境対策を行うことを求めており、
経産大臣意見でもその旨が明記されている。さらに
2015 年 6 月 12 日、環境大臣は西沖の山発電所（仮
称）の計画段階環境配慮書に対する意見として、電力
業界全体が温室効果ガス削減に取り組む枠組みが未構
築であること、環境対策が明らかにされていないこと
を問題視している。2015 年 7 月 17 日には電力業界の
自主的枠組みが構築されたが、その実効性は疑問が持
たれている。事業者は、取りまとめを踏まえて具体的
にいつまでにどのような対応を行うのか、スケジュー
ルを含めて明確にする責任がある。 

3 温室効果ガスに関する取り扱い (P.2-13) 
新設される石炭火力発電所から排出される温室効果

ガスCO2は 770 万t-CO2/年と膨大であり、これは神戸市
から排出されるCO2 の年間総排出量 1189 万t-CO2/年
(2012 年)の約 2/3 に相当する(第 3 次兵庫県地球温暖
化防止推進計画)。ひとつの民間企業がこれほどの量
を排出するなど、社会通念上許されるものではない。
神戸製鋼は「卸供給であるため責任はない。関西電力
に任せ、枠組みができれば従う。」としており市民企
業を謳う企業として無責任極まりない。自社としての
削減対策を明記すべきである。 
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第 8.1.2-1 表(54)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

  
 
温室効果ガス等については、準備書第 12 章の

「12.1.9 温室効果ガス等」に記載しました。 

4 CO2排出による環境影響に関する具体的情報について 
CO2 排出原単位や総排出量、設備利用率は記されて

いるが、石炭種など、算出の前提となる情報を明示す
るべきである。また発電端効率、送電端効率も環境保
全の見地から検討するにあたって重要な情報である。
そのほか、使用石炭種を変える場合、あるいは、その
可能性があるのであれば、主要産炭地毎の評価を実施
すべきである。今後、低品位炭を使用して発電効率が
低下した場合、環境影響評価を改めて実施するなどの
対応策は事前に示されるべきである。これらは事業実
施の是非や、周辺環境への影響にも深く関わる情報で
あると考えられるため、事業者はこれを早急に開示、
取り決めをするべきである。 

環境影響評価の前提となる石炭性状等について
は、今後、詳細検討を行い準備書に記載します。な
お、石炭性状については成分のバラツキを考慮して

大となる条件を想定して設定いたします。 
 
石炭性状等については、準備書第 2 章の「2.2.9

供用開始後の定常状態における燃料使用量、給排水
量その他の操業規模に関する事項」に記載しまし
た。 

5 CO2排出量の予測、評価手法について 
評価の手法として、「二酸化炭素に係る環境影響

が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを
検討し、環境保全についての配慮が適正になされてい
るかを検討する」とされている。CO2 を大量に排出す
る石炭火力を選択すること自体が、環境負荷を回避・
低減できていない 
といわざるを得ないが、「実行可能な範囲」で環境負
荷が「回避又は低減」されているかをどのように判断
するのか、基準を示すべきである。また同様に、東京
電力の火力電源入札に関する関係局長級会議取りまと
めとの整合性についても、判断基準を示すべきであ
る。 

予測の基本的な手法としては、発電所の運転に伴う
CO2 排出量と原単位を算出するとしている。準備書に
おいては、使用する石炭種別や設備利用率など、算出
の前提とする条件を明らかにすることを求める。ま
た、予測対象時期とされている「発電所の運転が定常
状態となり、二酸化炭素に係る環境影響が 大になる
時期」とは、具体的にどのような時期を想定している
のか明示するべきである。さらに予測には、設備利用
率の低下や石炭種の変更、経年変化による原単位の悪
化およびCCSの導入などによる原単位の改善について
も明らかにすることを求める。また、CO2 に関連する
これらの情報について事後調査を実施し、実測値を公
表することを求める。 

施設の稼働に伴う温室効果ガス等（二酸化炭素）
については、環境影響評価項目に選定しており、
「二酸化炭素の発生による環境影響が、実行可能な
範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境
保全についての配慮がなされているかどうかを検討
する」こととしております。 

予測及び評価にあたっては、使用予定の石炭を想
定した性状や設備利用率などの算出前提を二酸化炭
素の排出量が 大となる場合とし、その条件を準備
書で明らかにするとともに、「発電所の運転が定常
状態となり二酸化炭素に係る環境影響が 大になる
時期」を明示したうえで、国が定めた「BATの参考
表」の（A）以上のものとすることを満足しているか
等の評価基準を示して判断する予定です。 

また、「東京電力の火力電源入札に関する関係局
長級会議取りまとめ」に示された「環境アセスメン
トにおける二酸化炭素の取扱い」を踏まえ、可能な
限り環境負荷低減に努めているかどうか、また、国
の二酸化炭素排出削減の目標・計画と整合性を持っ
ているかどうかについて、国が審査する観点を満足
するよう必要な取組みを講じ、準備書において評価
する予定です。 

二酸化炭素排出量については、「地球温暖化対策
の推進に関する法律」等に基づく算定手法に従い、
適切に報告いたします。 

 
温室効果ガス等については、準備書第 12 章の

「12.1.9 温室効果ガス等」に記載しました。 

6 「 新鋭の超々臨界圧発電設備で高効率かつ二酸化
炭素排出量が少ない」というが、10 年前に稼働した既
設 140 万kw発電設備と発電効率も二酸化炭素排出量も
変わらない。 

既設の神鋼神戸火力発電設備の送電端熱効率は
42.7％（設計上 100％稼働）で二酸化炭素排出量は
790 万トンだ。送電端熱効率を芦屋市の説明会で質問
したが回答無し、二酸化炭素排出量は方法書では 700
万トンであり、違いは無い。 

本計画においては、国が定めた「BATの参考表」に
則した高効率な発電技術である超々臨界圧(USC)発電
設備を導入いたします。 

超々臨界圧(USC)発電設備は、神鋼神戸発電所で採
用している超臨界圧(SC)発電設備と比較して、蒸気
の温度、及び圧力が高く、発電効率が向上しますの
で、二酸化炭素排出係数が低減いたします。 

なお、具体的な発電効率及び二酸化炭素総排出量
については、今後、検討を行い準備書に記載いたし
ます。 

 
温室効果ガス等については、準備書第 12 章の

「12.1.9 温室効果ガス等」に記載しました。 
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第 8.1.2-1 表(55)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

7 CO2排出負荷の評価について 
＊国のCO2 削減目標との整合について、当面目標

（2030 年）は関西電力に委ねる、長期（2050 年）目
標は国のCCSの情報や研究開発に依拠するとしている
が、これではアセスメントになっていない。具体的な
資料やデータを示し、中期、長期計画に整合すること
を具体的に明らかにすべき。 

平成 26 年４月に閣議決定された国の「エネルギー
基本計画」では、石炭は「安定供給性や経済性に優
れた重要なベースロード電源の燃料」と位置づけら
れ、「環境負荷を低減しつつ活用していくエネルギ
ー源」とされております。 

また、平成 27 年７月に決定された国の「長期エネ
ルギー需給見通し」では、「安全性、安定供給、経
済効率性及び環境適合を同時達成するためには、バ
ランスの取れた電源構成とする必要がある」とされ
ております。石炭は、安定供給性、経済性に優れ、
価格についても他の燃料と比較して安価で安定して
推移しており、石炭火力はベースロード電源として
2030 年度の電源構成の 26％程度を担うと位置づけら
れております。 

上記の「長期エネルギー需給見通し」に基づき、
本年末に予定されている COP21 を見据えて 2020 年以
降の温室効果ガス削減に向けた「日本の約束草案」
が作成され、「2030 年度に 2013 年度比▲26.0％の
水準にする」との目標が設定されました。 

これを受け、電力業界は温室効果ガスの削減に向
け、本年７月に電気事業連合会加盟 10 社、電源開
発、日本原子力発電および新電力の有志 23 社が、電
力業界の低炭素社会の実現に向けた新たな自主的枠
組みを構築し、「電気事業における低炭素社会実行
計画」を公表しました。この中で、電力業界の低炭
素化の目標として、「2030 年度に排出係数 0.37 ㎏-
CO2/kWh 程度(使用端)を目指す」とされており、こ
れは電力由来のエネルギー起源二酸化炭素排出量に
して、2013 年度比▲35％程度に相当し、火力電源に
ついては、今後、高経年化が進む中で、火力電源の
高効率化が求められていくものと考えられます。 

また、自主的枠組みの中で「目標達成に向けた実
効性ある仕組みを充実できるよう、今後も引き続き
参加事業者の中で協議を進めていく。」とされてお
ります。 

CCS については、「東京電力の火力電源入札に関
する関係局長級会議取りまとめ」において、「国
は、当面は、火力発電設備の一層の高効率化、2020 
年頃の CCS の商用化を目指した CCS 等の技術開発の
加速化を図るとともに、CCS 導入の前提となる貯留
適地調査等についても早期に結果が得られるよう取
り組む。」とされており、「商用化を前提に 2030 
年までに石炭火力に CCS を導入することを検討す
る。また、貯留適地の調査や、商用化の目処も考慮
しつつ CCS Ready において求める内容の整理を行っ
た上で、出来るだけ早期に CCS Ready の導入を検討
する。上記の検討状況については、随時、事業者に
対して情報を提供する。」とあります。 

現時点では、CCS は未だ開発段階であり、具体的
に提示することはできませんが、二酸化炭素回収・
貯留の導入に向けて、国から提供される検討結果や
技術開発状況等を踏まえ、本計画及び神鋼神戸発電
所について必要な検討を実施してまいります。 

なお、上記の取組みについては、今後の環境影響
評価手続期間中に具体化された内容があれば、可能
な範囲で準備書に記載いたします。 

 
温室効果ガス等については、準備書第 12 章の

「12.1.9 温室効果ガス等」に記載しました。 

8 今回の石炭火力発電設備投資および既設設備に、排
ガス中の全炭酸ガスを回収できる設備を同時に設置す
べき。 
理由 地球温暖化の影響は現在でも出ており、炭酸ガ
ス濃度を、今以上に増やしてはならない。そのために
は、現在では経済的には成り立たないとおもわれる
が、それでも、こういう除去設備を、今から運転して
どの程度、再生可能エネルギーとのコストが異なるの
かを、比較しておくことは意味がある。技術の発展に
は限界はないといえるので、どちらが安く生産できる
のかという、神戸製鋼所が有するすばらしい技術開発
力を、そういう前向きの、再生可能エネルギー分野に
全力を振り向けるべき。 
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第 8.1.2-1 表(56)  方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

9 排出する排水温が 30℃程度の低温であり、バイナリ
ー発電やコ・ジェネレーションが導入できないとされ
ているが、熱効率 40％位の発電効率から考えて 60％
近い石炭の熱エネルギーを放出している。これも地球
温暖化につながる行為である。排水温が 30℃程度とな
るのは大量の海水で希釈しているからに他ならない。
積極的にコ・ジェネレーション、バイナリー発電の導
入を検討すべきである。 

蒸気タービンでは、蒸気の高温・高圧化及び排気
圧力の低減、高効率の再熱再生サイクルの採用等に
より、蒸気の持つエネルギーを 大限活用していま
す。この結果、蒸気タービン出口の蒸気温度は 40℃
程度となっており、復水器で熱交換した後の温排水
の温度は夏場でも 30℃程度となります。 
温水熱源のバイナリー発電システムは一般的に 70℃

以上の温水が必要とされてされており、それよりも低
温である発電所温排水に適用することは困難です。 

また、神鋼神鋼神戸発電所では、近隣の酒造会社
等に対して熱供給を実施し、地域全体の省エネルギ
ーに貢献しており、これは一種のコジェネレーショ
ンと考えております。 
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〔参 考〕 
方法書に対して提出される意見は、「環境影響評価法」第８条第 1 項の規定に基づき、「環境の保

全の見地からのご意見」に限られているが、「環境の保全の見地以外からの意見」は次のとおりであ
る。 
 
環境の保全の見地以外からの意見 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 近々に予想される南海トラフ大地震などへの耐震
性、対災害性、被害予測について、住宅密集地に建設
される海岸沿いの火力発電所として、充分に検討され
ていない。検討は必須の環境要件である。 

地震対策については、現在想定されている巨大地
震があっても、人命や設備に重大な損傷を与えない
よう、「建築基準法」、「火力発電所の耐震設計規
程」等、国が定める法、基準等に基づいて設計を行
うとともに、煙突やボイラー架構などの大型構造物
については、阪神・淡路大震災の地震波形を用いた
動的な解析を行い、十分な安全性を有していること
を確認いたします。 

また、津波対策については、国の中央防災会議に
よる南海トラフ巨大地震による津波想定を踏まえ
て、2014 年２月に兵庫県が公表した津波浸水想定に
対して、十分な高さをもつ発電所地盤高さとするこ
とで、発電設備が冠水しないよう計画いたします。 

2 表 2.2.3-1 のように対象事業の内容で参考として現
設備を記載し、あたかも変更で縮小したようにしてい
るが、新規であることを明記すべきである。 

該当する表において、新たに設置する設備につい
ては、「神戸製鉄所火力発電所 新設１号機、新設
２号機」と明記いたしました。 

また、対象事業実施区域内には、合計 140 万kWの
神鋼神戸発電所が存在していることから、「参考」
として記載いたしました。 

なお、新たに設置する設備及び神鋼神戸発電所の
配置計画の概要を、方法書(P2-6)に記載しておりま
す。 

3 神戸製鋼所が有するすばらしい技術開発力は、時代
を先取りする、前向きの技術分野である、再生可能エ
ネルギーの技術開発の分野に全力を振り向けるべき。
理由 神戸製鋼所を将来 100 年先まで永続させること
ができる経営をすべきです。今回のような、とりあえ
ず利益が出せるという、姑息な、近視眼的な投資はす
べきではない。「利益が出ればなんでもやる」という
経営はやめるべきだ。もし発電分野を手がけるなら
ば、太陽光、風力、地熱、バイオなどの発電技術の開
発にこそ全力を掛け、環境分野で先頭を走る企業にな
るべき。すでに、「水素ステーション」や「燃料電池
車」の開発に御社の技術は役立っていることは確かで
あるが、こういう石炭火力発電で、目先の利益を出す
ことに社員を振り向けていることは無駄である。 
 

当社グループにおいては、バイオ天然ガス、バイ
ナリー発電、水素ステーション等、再生可能エネル
ギー、余剰エネルギー活用等の分野においても、製
品の開発、普及に取り組んでおります。 

また、「環境に配慮した生産活動」「製品・技
術・サービスでの環境への貢献」を環境経営方針の
一つとしております。生産活動においては、日本鉄
鋼連盟をはじめとする各産業界における低炭素社会
実行計画に基づいた二酸化炭素排出量低減に取り組
んでいる他、製品・技術・サービスでの環境への貢
献については、高張力鋼板や自動車用アルミパネル
等の素材分野や高効率ヒートポンプ、省エネ型建機
等の機械分野等、広く二酸化炭素排出削減に貢献す
る製品の開発、普及に取り組んでおります。 

なお、平成 26 年３月に関西電力が、火力発電所
の高経年化への対応及び経済性向上の観点から火力
電源入札募集を公表しました。当社は、神鋼神戸発
電所で長年培った大型石炭火力発電所の安定操業の
ノウハウや、製鉄所の岸壁跡地を活用した石炭火力
発電設備の導入を計画し、関西電力の火力電源入札
に応募し落札しました。関西電力との電力卸供給契
約に基づく事業であり、本計画は当社の中期的な安
定収益基盤となるものと考えております。 
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8.2 方法書についての兵庫県知事の意見及び事業者の見解 

8.2.1 方法書について述べられた兵庫県知事の意見 

「環境影響評価法」第 10 条第１項及び「電気事業法」第 46 条の７第１項の規定に基づき、方法

書についての環境の保全の見地からの兵庫県知事の意見（平成 27 年 11 月 24 日）は、次のとおり

である。 
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8.2.2 兵庫県知事の意見についての事業者の見解 

方法書に対する兵庫県知事の意見及びこれに対する事業者の見解は、第 8.2.2-1 表のとおりであ 

る。 

第 8.2.2-1 表(1)  兵庫県知事の意見及び事業者の見解 

兵庫県知事の意見 事業者の見解 

１ 全体的事項 
(1) 温室効果ガスについて 

国がとりまとめた「日本の約束草案」は、国内から
排出される温室効果ガスを 2030 年度に 2013 年度比で
26.0％削減することを目標としており、この目標を踏
まえ、電気事業連合会加盟 10 社等計 35 社により「自
主的枠組みの概要」及び「電気事業における低炭素社
会実行計画」（ 以下「枠組等」という。）が公表され
た。しかしながら、枠組等では目標達成に向けた具体
的な仕組みなどが明らかになっていないことから、現
時点でその実効性について課題がある。 

このような中、本事業による二酸化炭素総排出量の
削減対策が十分に説明されているとは言い難く、ま
た、県内では、本事業と同規模の石炭火力発電所が複
数計画されており、これらによる二酸化炭素総排出量
の増加が国の目標達成に支障を及ぼす懸念がある。 

このことから、本事業において以下の削減方策につ
いて検討するとともに、その内容を環境影響評価準備
書（以下「準備書」という。）に記載すること。 

 

 
電気事業分野における地球温暖化対策については、経

済産業省と環境省が協議を行い、取り組むべき事項につ
いて合意し、平成 25 年４月に「東京電力の火力電源入
札に関する局長級会議取りまとめ」（以下、「局長級と
りまとめ」）として公表されています。 

この中で、電気事業分野における実効性ある地球温暖
化対策のあり方として 

・国の地球温暖化対策の計画・目標と整合した電力業
界全体の実効性ある取組が確保されること 

・新電力を含む主要事業者が参加し、小売事業者が責
任主体となること 

・上記取組を国の地球温暖化計画に位置付け、国にお
いてもPDCAを回していく 

こととされています。 
これを踏まえ、平成 27 年７月に国の長期エネルギー

需給見通し（エネルギーミックス）や二酸化炭素の削減
目標とも整合した、二酸化炭素排出係数：0.37kg-
CO2/kWhを目標とする「電気事業における低炭素社会実
行計画」（現状「電気事業低炭素社会協議会の低炭素社
会実行計画」に名称変更）が公表されました。 

この目標の達成に向けた取り組みを着実に推進するた
めに、平成 28 年２月に、電気事業連合会関係 12 社と新
電力有志にて、「電気事業低炭素社会協議会」が設立さ
れました。同協議会の中で、低炭素化に向けて、会員各
社が削減計画を策定するとともに、協議会全体で、計
画、実行、評価、改善のPDCAサイクルを推進することに
より、目標の達成に向けた取り組みの実効性を高めてい
くことになっています。 

経済産業省においても、「エネルギーの使用の合理化
等に関する法律」（省エネ法）を改正し、発電事業者に
対して新設発電設備及び電力供給業の実績発電効率に関
してベンチマーク指標を設けるとともに、小売り事業者
に対しても「エネルギー供給事業者による非化石エネル
ギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促
進に関する法律」（エネルギー供給構造高度化法）を改
正し、2030 年度に非化石電源による電力の比率をエネ
ルギーミックスの目標値である 44％とするよう規制さ
れています。 

経済産業省は、法に基づき毎年度の取組実績の報告を
受け、精査し、取組が不十分と見込まれる場合は指導、
助言あるいは、公表、命令の対象とするとしています。

平成 28 年２月に経済産業省と環境省から、これらの
取組によって電力業界全体の取組の実効性を確保すると
されております。当社としましては、温室効果ガス 26%
削減に向けた仕組みや法整備など制度的な環境整備がな
されており、その着実な実行により目標が達成されるも
のと考えております。 

当社が新設する発電所の電力は、発電のために使用す
る電力を除き全量を、上記の「電気事業低炭素社会協議
会」に加盟している関西電力に卸供給する計画としてお
り、当社の送電電力に伴う二酸化炭素排出量についても
併せて対処されます。また、当社としては、省エネ法の
ベンチマーク指標について、2030 年度の目標達成に向
け、計画的に取り組み、確実に遵守いたします。 
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第 8.2.2-1 表(2)  兵庫県知事の意見及び事業者の見解 

兵庫県知事の意見 事業者の見解 

ア 二酸化炭素を多量に排出する施設の設置者とし
て、発電施設の導入時点において採用可能な も高
効率で二酸化炭素排出量の少ない発電技術を導入す
るとともに、二酸化炭素総排出量の増加に見合う削
減方策を行い、施設の稼働に伴う二酸化炭素総排出
量を増加させないこと。総排出量の削減方策につい
て、自ら行うものに売電先の対策を加えて定量的に
明らかにすること。 

本計画においては、「局長級とりまとめ」に基づき公
表された「BATの参考表」の「(A)経済性・信頼性におい
て問題なく商用プラントとして既に運転を開始している

新鋭の発電技術」以上の発電技術である超々臨界圧
(USC)発電設備を採用し、現時点で 高水準の高効率設
備を導入することにより、設計熱効率（発電端）は、
「BATの参考表」の「(B)商用プラントとして着工済み
（試運転期間等を含む）の発電技術及び商用プラントと
しての採用が決定し環境アセスメント手続きに入ってい
る発電技術」に相当する 43％（HHV：高位発熱量基準）
として計画しています。 

また、本計画におきましては、発電した電力は発電の
ために使用する電力を除き全量を関西電力に卸供給する
計画です。関西電力は、「電気事業低炭素社会協議会」
の参加会社であり、本計画による二酸化炭素排出量の増
加も考慮した上で、安全性が確認された原子力発電所の
一日も早い再稼働に向けて全力で取り組むとともに、再
生可能エネルギーの活用や火力発電の高効率化等の取組
みを実施することにより「電気事業低炭素社会協議会の
低炭素社会実行計画」の目標達成に貢献すべく努力する
としています。 

関西電力の取組みにつきまして、一定の仮定に基づき
試算すると、本計画の施設稼働時点において、以下のよ
うに考えられます。 

・本計画の施設の稼働により、利用率 80％時、年間
約 692 万tの二酸化炭素を排出し、このうち二酸化
炭素排出量 658 万ｔ相当を関西電力に卸供給いたし
ます。 

・当社からの送電に伴い、関西電力においてコストの
高い既存の石油及びLNG火力発電所の稼働が抑制さ
れると想定すると、約 490 万ｔのCO2 排出量が抑制
され＊、純増分は約 168 万tと想定されます。 

＊:2015 年度の関西電力のCO2 排出量 6,487 万ｔ
のうち、石油及びLNG火力分は約 4,000 万ｔ
と想定。 

・一方、関西電力におきましては、2016 年に相生火
力発電所の石油からLNGへの燃料転換を実施してお
り、約 80 万tの二酸化炭素排出が抑制されるものと
想定されます。 

・また、電気事業連合会の電源別発電電力量構成比に
よりますと、再生可能エネルギーの導入比率は
2013 年度の 10.0％から 2015 年度の 13.6％へと
3.6％増加しており、関西電力において再生可能エ
ネルギー比率１％増加あたり約 80 万ｔの削減が見
込まれることから、2015 年度において約 288 万ｔ
の二酸化炭素排出量削減が想定されます。国全体の
目標として 2030 年度に 22～24％とすることを目指
しており、再生可能エネルギーの導入比率は今後も
増加していくと考えられます。 

これらにより、本計画による純増分を上回る削減効果
があり、施設の稼働によるCO2 排出量の増加はないもの
と考えます。 

なお、発電のために使用する電力（所内電力）相当分
の二酸化炭素排出量約 34 万ｔは当社排出分となります
が、発電所建設に先立って神戸製鉄所の高炉等の設備を
休止・撤去し、鉄鋼事業の上工程を加古川製鉄所に集約
することによる効率化等により、二酸化炭素排出量は
50 万ｔ以上低減する計画であることから、排出量は現
状よりも低減いたします。 
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第 8.2.2-1 表(3)  兵庫県知事の意見及び事業者の見解 

兵庫県知事の意見 事業者の見解 

イ 二酸化炭素総排出量をより低減するため、地域で
の具体的な削減方策を検討すること。また、既設発
電所及び既設事業所等を含めて、企業全体として発
生抑制にも取り組むこと。 

二酸化炭素排出量をより低減するための方策として、
現在、神戸発電所の排熱を有効利用して実施している近
隣の酒造会社等への熱供給に加え、地域で発生する未利
用エネルギー源の当社発電設備における活用や、神戸発
電所の未利用エネルギーの有効活用をはじめ、地域での
具体的な削減方策について検討いたします。 

なお、対象事業実施区域である神戸製鉄所のほか当社
事業所におきましては、各産業界における低炭素社会実
行計画に基づき、生産工程での二酸化炭素排出量削減に
取り組んでおり、企業全体として発生抑制に努めてまい
ります。 

また、高張力鋼板や自動車用アルミパネル等による自
動車軽量化や高効率な産業機械、建設機械など、当社製
品により使用段階での二酸化炭素排出量の低減にも貢献
しているものと考えております。今後も、引き続き、水
素ステーションや燃料電池車等に向けた材料、機器の提
供や、温泉、地熱、工場排熱などの未利用エネルギーを
活用する環境配慮型製品の開発・普及に取り組んでまい
ります。 

ウ 二酸化炭素回収・貯留技術の導入について、技術
開発状況を踏まえ、具体的な検討を行うこと。 

現時点では、二酸化炭素回収・貯留技術は開発段階で
あると認識しておりますが、二酸化炭素回収・貯留技術
の導入に向けては、国から提供される検討結果や技術開
発状況等を踏まえ、必要な検討を行ってまいります。 

なお、日本鉄鋼連盟において革新的製鉄プロセス技術
開発（COURSE50）の一環として CCS の技術開発に取組ん
でおり、当社も参画しております。将来の技術の進展に
応じ、研究成果の当社事業への活用について検討してま
いります。 

 (2) 水環境について 
平成27年10月２日に瀬戸内海環境保全特別措置法の

一部を改正する法律（平成27 年法律第78 号）が施行
され、「瀬戸内海を人の活動が自然に対し適切に作用
することを通じて、美しい景観が形成されていること
等その有する多面的価値・機能を 大限に発揮される
豊かな海（里海）」とする基本理念が新設され、同法
に基づく瀬戸内海環境保全基本計画や瀬戸内海の環境
の保全に関する府県計画では、従来の水質保全等に加
え「沿岸域環境の保全・再生・創出」や「水質の管
理」等に取り組むこととされている。 

本事業の周辺海域は極めて閉鎖性の高い水域である
ことから、取水及び排水の位置や方法等について水環
境の変化にも着目した比較検討を改めて行い、その検
討過程や決定理由を準備書に記載すること。 

 
取放水の方式については、神戸港内における航行船舶

への影響、温排水の再循環防止、生物の取り込みによる
影響等を考慮し、神戸発電所と同様、低流速で深層取
水、表層放水する計画といたしました。 

取放水口の位置については、現在稼働している既設製
鉄設備および神戸発電所の設備への干渉を避けることに
加え、限られた敷地の中で新たな発電設備の配置を実現
可能な範囲で検討した結果、事業実施対象区域の南側岸
壁に配置する計画といたしました。 

なお、放水口の位置について、冷却水の一部を北側運
河から放水した場合の検討を行い、現計画と比較して、
水環境への影響について、顕著な差異は認められており
ません。 

取放水の位置及び方法等に係る検討過程及び決定理由
については、準備書第 12 章の「12.2.2 環境保全措置の
検討の経過及び結果」に記載しております。 

(3) 環境影響評価について 
ア 調査、予測及び評価にあたっては、既設発電所に係

る環境調査結果を精査し、現況の再現性、予測手法、
特殊気象条件下での大気質濃度等を検証するなど、よ
り精度及び信頼度の高い環境影響評価を行うこと。 

 
調査、予測及び評価にあたっては、神戸発電所に係る

環境調査結果を精査し、現況の再現性、予測手法、特殊
気象条件下での大気質濃度等を検証して環境影響評価を
行いました。 

イ 環境影響評価を行う過程において新たな事情が生
じた時には、必要に応じ、調査等の項目及び手法を
見直し、追加的に調査、予測及び評価を行うこと。 

環境影響評価を行う過程において、調査等の項目及び
手法を見直し、「方法書」から追加的に調査、予測及び
評価を実施しており、それらの項目、内容については、
準備書第 10 章の「10.2 調査、予測及び評価の手法の選
定及び理由」にゴシック体で記載しております。 

ウ 環境保全措置の検討にあたっては、地元市との環
境保全協定を遵守し、周辺環境への影響をより一層
低減するため、既設製鉄所や既設発電所を含めた総 

環境保全措置については、神戸市との環境保全協定を
遵守し、既設製鉄設備や神戸発電所を含め、信頼性・実
績も考慮し、実行可能な範囲において十分な検討を行い



 

8.2-8 

(434) 

第 8.2.2-1 表(4)  兵庫県知事の意見及び事業者の見解 

兵庫県知事の意見 事業者の見解 

合的な観点から、実行可能な範囲において、複数案の
比較検討やよりよい技術の導入の検討を行い、具体的
な内容とすること。 

ました。 
なお、環境保全措置の具体的な内容については、準備

書第 12 章の「12.2.3 環境保全措置の検討結果の整理」
に記載しております。 

エ 災害、事故による汚染物質の飛散などの対策につ
いて、生活環境の観点から検討を行うこと。 

環境対策設備の故障等により、法令の規制値や環境保
全協定で取り決めた値を遵守できない恐れがある場合に
は速やかに発電所を停止するなど、汚染物質の飛散等に
より生活環境に悪影響が生じないよう配慮いたします。

加えて、発電所の稼働にあたっては、設備点検、保全
を適切に行うとともに、従業員の教育、訓練も十分行っ
てまいります。 

また、地震、津波については、現在想定されている巨
大地震による揺れにも耐えうる構造とするとともに、地
盤のかさ上げを行い、津波による浸水被害を受けないよ
う配慮いたします。 

(4) 住民等への説明について 
事業者の説明が十分でない等の住民意見が出ている

ことから、環境影響評価の内容及び本事業の必要性に
ついて、適切な機会をとらえて十分に説明を行うとと
もに、環境影響評価に関する図書やその説明会の内容
等を含め積極的な情報公開に努めるなど、住民等との
コミュニケーションを十分に図ること。 

 
住民等への説明にあたっては、事業計画、環境影響評

価に係る内容等を記載したパンフレットを作成し、地域
住民の方々への説明時に配布することにより、本事業の
計画概要、必要性等についてご理解いただけるよう努め
ました。 

また、環境影響評価の公表については、「準備書」及
び「要約書」を、意見受付期間中において、縦覧場所で
の閲覧に加え、当社ホームページにて、ダウンロードで
きるようにするとともに縦覧、説明会の開催状況等につ
いても当社ホームページに掲載し、積極的な情報公開に
努めてまいります。 

２ 個別的事項 
(1) 大気質 
ア 施設の稼働に伴い排出される重金属等の微量物質

について、方法書に記載の６物質以外に、環境の保
全と創造に関する条例（ 平成７年兵庫県条例第28
号）において規制基準が定められている有害物質の
うち、使用される石炭に含有される物質について、
調査、予測及び評価を行うこと。 

また、予測にあたっては、使用される石炭の微量
物質含有量や既存施設からの排出量を実測すること
により、微量物質の排出実態に関して 新の知見を
確認すること。 

 
 
施設の稼働に伴い排出される重金属等の微量物質につ

いて、方法書に記載の６物質（As, Be, Cr, Hg, Mn, Ni）
について、調査、予測及び評価を実施いたしました。 

また、予測にあたっては、現在、神戸発電所で使用し
ている石炭及び排ガス中の重金属等の微量物質濃度を調
査した上で検討を行いました。 

これらの結果については、準備書第 12 章の「12.1.1 
大気環境 1. 大気質」に記載しております。 

なお、環境の保全と創造に関する条例（平成７年兵庫
県条例第 28 号）において規制基準が定められている有
害物質については、使用される石炭に含有される物質と
して、８物質（Cd, Pb, V, Se, F, Cu, Zn, Cl）を選定
し、これらについて、調査、予測を行い、環境への影響
はほとんどないことを確認しております。 

イ 施設の稼働に伴う大気質の影響について、現地調
査地点を対象事業実施区域の北西方向に選定してい
るが、主風向等を勘案し、北東方向の地点も検討す
るとともに、現地調査時の風向や地形影響も考慮の
上、風下側への影響を適切に調査、予測及び評価す
ること。また、高層建築物の高層階への影響を調
査、予測及び評価を行うこと。なお、発電施設の起
動時や停止時等の非定常時における排ガスの諸元を
考察し、短期的に影響が大きくなるおそれがある場
合は、調査、予測及び評価を行うこと。 

環境影響評価で用いる手法については、「発電所に係
る環境影響評価の手引」（経済産業省 商務流通保安グ
ループ 電力安全課、平成 29 年）（以下、「発電所アセ
スの手引」という。）において、大気質の調査地点は、
「半径 20kmの範囲で 10 地点程度を標準とする。」とさ
れております。 

本事業においては、半径 20km圏内に 32 地点の一般環
境大気測定局が設置され、連続測定されており、調査地
点数としては十分と考えておりますが、対象事業実施区
域の後背地は六甲山のふもとまで住宅地が迫っており、
発電所煙突 150mによる影響を受ける可能性があるた
め、方法書では、地形を考慮して標高約 170mの北西方
向に調査地点を計画しました。現地調査では、これに加
えて、北方向の調査地点を追加した２調査地点を現地調
査地点として選定しました。これらの内容については、
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第 8.2.2-1 表(5)  兵庫県知事の意見及び事業者の見解 

兵庫県知事の意見 事業者の見解 

 準備書第 12 章に記載しております。 
大気質の予測及び評価にあたっては、現地調査時の風

向や地形影響も考慮して、主風向の風下側への影響も含
めて、予測及び評価を行いました。 

また、高層建築物の高層階への影響については、予測
を行い、環境への影響はほとんどないことを確認してお
ります。 

「発電所アセスの手引」において、予測対象時期等と
して、「発電所の運転が定常状態となる時期及びばい煙
（硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん）に係る環境影響
が 大になる時期」とされております。 

発電施設の起動時や停止時等の非定常時における排ガ
スの諸元については、窒素酸化物のみが運転開始時に排
ガス温度が低く、脱硝触媒が十分機能しないため、定格
運転時に比べ一時的に濃度が高くなりますが、時間あた
りの窒素酸化物の排出量は定格運転時に比べ少なくなり
ます。従って、大気質の予測については発電所のばい煙
排出量が 大となる通常運転時における諸元を基に予測
しております。 

ウ 内陸の高層気象観測地点について、陸域気象をよ
り正確に把握するため、より内陸側に選定するよう
検討すること。 

「神鋼神戸発電所」環境影響評価に係る補完調査とし
て、平成８年から平成９年にかけて、今回の調査計画地
点の近傍地点において高層気象観測を実施し、内部境界
層高度を検出できていたことから、内陸部の高層気象観
測は、北青木（海岸線から約 1.8kmの地点）の調査地点
において実施しました。その結果、適切に内部境界層高
度を検出できました。 

得られた高層気象観測結果等を基に、フュミゲーショ
ンが発生する可能性のある内部境界層の出現は、春季７
例、夏季８例、秋季４例を観測しております。 

なお、この結果を用いた内部境界層によるフュミゲー
ション発生時の予測については、準備書第 12 章の
「12.1.1 大気環境 1. 大気質」に記載しております。

エ 微小粒子状物質について、原因物質の排出抑制に
努めるとともに、予測手法等に関する 新の知見を
継続的に収集するなどの実態把握に努め、可能な範
囲で調査、予測及び評価を行うこと。 

 微小粒子状物質については、その生成メカニズムが十
分解明されておらず、単一の発電所の影響について精度
の高い予測手法が確立されていないため環境影響評価項
目に選定しておりません。本計画においては、国内 高
レベルのばい煙処理施設を導入する計画とし、微小粒子
状物質の原因物質となる硫黄酸化物、窒素酸化物、ばい
じん濃度を可能な限り低減いたします。 

オ 資材等の搬出入に伴う大気質への影響について、
石炭や石炭灰等を輸送する船舶の影響を含めた調
査、予測及び評価を行うこと。 

 発電所運転開始後の資材等の搬出入に伴う大気質への
影響については、石炭や石炭灰等を輸送する船舶の影響
を含めた調査及び予測を行い、環境への影響はほとんど
ないことを確認しております。 

カ 特殊気象条件下において、新たに建設する建屋の
存在により既設製鉄所や既設発電所からの大気汚染
物質が高濃度状態となるおそれがある場合は、調
査、予測及び評価を行うこと。 

 特殊気象条件下において、新たに建設する建屋の存在
により既設製鉄所や既設発電所からの大気汚染物質につ
いて予測を行い、対象事業実施区域周辺に高濃度状態と
なるおそれがほとんどないことを確認しております。 

(2) 水質 
ア 施設の稼働に伴う排水（ 温排水を含む）につい

て、対象事業実施区域の周辺海域は極めて閉鎖性の
高い水域であり、また瀬戸内海環境保全基本計画で
は底質を含めた水質の保全及び管理が重要であると
されていることから、生態系を考慮した３次元モデ
ルによる流動・水質シミュレーション解析を実施
し、この結果を検証のうえ水温を含めた水質に関す
る予測及び評価を適切に行うこと。 

また、対象事業実施区域の東側沿岸部に水質及び
水温の調査地点を追加すること。 

 
施設の稼働に伴う排水については、発電所設置に係る

環境影響評価において採用実績がある平面 2 次元モデル
を用い、温排水の放流を含む、移流および拡散を考慮
し、水の汚れ、富栄養化について予測、評価を実施いた
しました。 
 
 また、調査地点については、対象事業実施区域の東側
沿岸部に水質及び水温の 1 地点を追加いたしました。施
設の稼働に伴う排水による水の汚れ・富栄養化への環境
影響については、準備書第 12 章の「12.1.2 水環境 
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第 8.2.2-1 表(6)  兵庫県知事の意見及び事業者の見解 

兵庫県知事の意見 事業者の見解 

 

1. 水質」に記載しております。 
なお、対象事業実施区域の周辺海域は閉鎖性の高い水

域であり、瀬戸内海環境保全基本計画では底質を含めた
水質の保全及び管理が重要であるとされていることを踏
まえ、温排水の放流を含む移流及び拡散に加え生態系を
考慮した３次元モデル（多層モデル）による水質シミュ
レーション解析を実施し、本事業の実施による環境への
影響はほとんどないことを確認しております。 

イ 施設の稼働に伴う排水について、排水中に有害物
質が含まれる場合は、その環境影響についても予測
及び評価すること。 

施設の稼働に伴う排水については、新たに設置する排
水処理設備で、適切に処理を行い、放水口より海域へ排
出いたします。人の健康に係る被害を生ずるおそれのあ
る物質を含む排水に係る項目については、排水に対する
規制基準を遵守する計画としていることから、環境への
影響はほとんどないと考えております。 

ウ 工事の実施に伴う水の濁りについて、より詳細な
予測及び評価を行うため、特に浚渫工事の実施区域
近傍に水質の調査地点を追加すること。 

工事の実施に伴う水の濁りについては、より詳細な予
測及び評価を行うため、浚渫工事を行う取水口近傍海域
に、水質の調査地点を 1 地点追加いたしました。 

なお、水の濁りの調査結果については、準備書第 12
章の「12.1.2 水環境 1. 水質」に記載しております。

(3) 動物・植物 
ア 潮間帯生物の調査地点について、温排水の影響を

考慮し、対象事業実施区域近傍に地点を追加するこ
と。 

 
温排水の影響を考慮し、放水口近傍海域に、潮間帯生

物の調査点を 3 地点追加いたしました。 
なお、潮間帯生物の調査結果については、準備書第

12 章の「12.1.3 動物、12.1.4 植物」に記載してお
ります。 

イ 動物及び植物について、貝類、クモ類その他の無
脊椎動物を含め国、県や市のレッドデータブック等
に掲載されている貴重種について現地調査を行うこ
と。また、侵略的外来種の分布及び発生状況につい
て現地調査を行い、事業実施による侵入、定着、拡
散リスクの程度を予測及び評価を行うとともに、温
排水による外来種の定着についても調査し、必要に
応じ予測及び評価を行うこと。 

動物及び植物については、陸産貝類（その他無脊椎動
物を含む）、クモ類も含め、国、兵庫県、神戸市のレッ
ドデータブック等に記載のある重要な種について現地調
査、予測及び評価を実施いたしました。 

また、現地調査で確認された外来種について、国、兵
庫県、神戸市のブラックリスト等の記載に基づいて分類
し、分布及び発生状況を把握いたしました。 

 
陸生動植物の外来種について、対象事業実施区域内の

現地調査において確認された、特定外来生物のセアカゴ
ケグモ、オオキンケイギクは、駆除を実施いたしまし
た。 

陸生動植物の外来種は、対象事業実施区域内外に広く
分布していますが、事業により改変する際は、植物の外
来種の拡散防止に配慮することから、本事業の実施によ
る影響はほとんどないと考えております。 

また、海域に生息及び生育する動植物の外来種の分布
及び発生状況を把握した結果、温排水拡散域内外で四季
を通じ広く分布していることから、事業の実施による影
響はほとんどないと考えております。 

なお、動物の調査および予測・評価の結果については
準備書第 12 章の「12.1.3 動物」、植物の調査結果に
ついては準備書第 12 章の「12.1.4 植物」に記載して
おります。 

ウ 陸生植物の環境影響評価にあたっては、植生の消
滅の有無及び改変の程度（緑被率の変化を含む）を
可能な限り定量的に予測し、評価を行うこと。 

陸生植物の環境影響評価にあたっては、対象事業実施
区域内における植生の消滅の有無及び改変の程度を考慮
し、緑地面積等について定量的に示した上で、予測・評
価を実施いたしました。 

なお、陸生植物の予測・評価の結果については準備書
第 12 章の「12.1.4 植物 1. 重要な種及び重要な群落
（海域に生育するものを除く）」に記載しております。
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第 8.2.2-1 表(7)  兵庫県知事の意見及び事業者の見解 

兵庫県知事の意見 事業者の見解 

(4) 景観 
対象事業実施区域の東西方向からの近景が確認でき

る地点や神戸中央航路及び新港航路を航行する客船な
ど、施設が視認できる不特定多数の人が集まる場所に
おいても調査、予測及び評価を行うこと。また、調査
時期は季節の変化を考慮し、四季ごとに実施するこ
と。 
なお、冬季等において煙突からの白煙が視認されるこ

とから、景観への影響について検討を行うこと。 

 
東西方向からの近景及び航行する客船から確認できる

地点として、対象事業実施区域東側近傍の「南魚崎
駅」、西側近傍の「灘浜緑地」及び海上の「神戸中央航
路付近」を眺望点として追加いたしました。 

景観については、季節の変化を考慮し、四季ごとに現
況調査を行い、予測・評価を実施いたしました。 

景観の調査、予測及び評価結果については、準備書第
12 章の「12.1.6 景観  1. 主要な眺望点及び景観資源並
びに主要な眺望景観」に記載しております。 

煙突からの白煙については、排出ガスが脱硫処理を行
う過程で水蒸気を含んだ状態となっているため、気温、
湿度によっては水分の凝結により白く見える事がありま
すが、特に気温が低い冬季の朝方など、限られた時間の
視認であることから、景観への影響は小さいものと考え
ております。 

なお、平成 27 年 12 月～平成 28 年 11 月の１年間、神
戸発電所の白煙の視認状況を確認した結果、冬季を中心
に、年間の発生率は 5.3％でありました。 

(5) 廃棄物等 
施設の稼働に伴う廃棄物等について、燃料性状変動

による石炭使用量の変化等も考慮して石炭灰等の発生
量、処分量等を定量的に予測及び評価するほか、再利
用方法などの処分方法を準備書に記載すること。 

 
施設の稼働に伴う廃棄物等については、燃料性状変動

による石炭使用量の変化等も考慮して石炭灰等の発生
量、処分量等を定量的に予測及び評価するとともに、再
利用方法などの処分方法について、準備書に記載いたし
ました。 
なお、廃棄物の予測・評価の結果については、準備書

第 12 章の「12.1.8 廃棄物等 1.産業廃棄物」に記載し
ております。 
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